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研究要旨  

カリキュラム等の見直しが望まれる複数の医療関係職種の養成に関する卒前教育

の現状や問題点の精査を行なうとともに、必要に応じて複数の職種の卒前カリキ

ュラム等を同時に見直すことを可能とする効率的な検証実施方法についてスキー

ムを構築することが本研究の目的であり、2021 年度は、視能訓練士、義肢装具士

について検討を行なった。卒前課程の主なカリキュラム等の見直し内容について、

養成の現状や問題点の精査を行いつつ、教育科目とその教育目標並びに必要な教

育単位数、臨床実習の在り方、教員の要件、教育上必要な備品等のそれぞれに分

けて整理し、関係職種の学校協議会及び職能団体、隣接する領域の医師に意見を

聞きながら調査を行い、カリキュラムの見直し内容の妥当性を検証した。関係者

への聞き取り調査の結果、視能訓練士、義肢装具士ともに、医療の発展、社会の

（超）高齢化とともにその役割が従来よりも拡大しかつ高度化していること、ま

たそういった変化を卒前教育カリキュラムへ反映させる必要があることが明らか

になった。両職種とも、発展の著しい専門性の高い機器を使いこなす必要が出て

きており、教育上必要な機器、備品の見直しも必要であることがわかった。より

実践的な内容を卒前から身につける必要性から臨床実習の質的、量的な充実も共

通の課題であり、臨床現場における医療安全、感染制御などに関する内容も取り

入れる必要性があることがわかった。一方で、実習施設の確保に加えて、現場の

指導者の質の担保について課題があり、指導者講習会の受講の必須化などを今後

検討していく必要性が明らかになった。これらの点は、カリキュラムの見直しに

反映させられた。今後、言語聴覚士についても同様の検討を進める。 

研究分担者 

神村 裕子・公益社団法人日本医師会 常任理事 

 

泉谷 昌志・東京大学大学院医学系研究科 講師 
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Ａ．研究目的 

 多職種連携チーム医療は、医療に従事す

る多種多様な医療関係職種が、各々の高い

専門性を前提に目的と情報を共有し業務を

分担しつつも互いに連携・補完し合い、患

者の状況に的 確に対応した医療を提供す

ること理解されている。多職種連携チーム

医療がもたらす具体的な効果としては、疾

病の早期発見・回復促進・重症化予防など

医療・生活の質の向上、医療の効率性の向

上による医療従事者の負担の軽減、医療の

標準化・組織化を通じた医療安全の向上、

等が期待できる。質が高く、安全な医療を

求める患者や社会の声が高まる一方で、医

療の高度化や複雑化に伴う業務の増大によ

り医療現場の疲弊が指摘されるなど、医療

の在り方が根本に問われる中、多職種連携

チーム医療を担う人材の養成が重要であ

る。一方でこのような背景の中、各医療関

係職種の教育内容を定める指定規則（カリ

キュラム）等については、1999年に単位

制の導入などの見直しを行って以降、大き

な改正は行われていない。その間、高齢化

の進展に伴う医療需要の変化などによるニ

ーズの増大や多様化とともに、これら変化

への国策とした地域包括ケアシステムの構

築、多職種連携チーム医療の推進による各

医療関係職種の業務拡大など、各医療職種

を取り巻く環境が変化している。時代に即

した質の高い人材を養成するために、カリ

キュラム等について見直しの検討が求めら

れている。 

上記課題への対応として、2015年度か

ら各職種ごとのカリキュラム等改善検討会

が国に設置され、職種ごとに順次見直しが

行われている。これまでに厚生労働省医政

局医事課所管の医療関係職種である 9つの

職種、すなわち、あん摩マッサージ指圧

師、はり師、きゅう師、柔道整復師、理学

療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨

床検査技師、臨床工学技士のカリキュラム

等の見直しがすでに行われ、また、2021

年からは、視能訓練士、義肢装具士、言語

聴覚士のカリキュラム等の見直しが予定さ

れている。一方で、既に見直しを終えた医

療職種においても、国民の医療ニーズの増

大と多様化などに伴い職種ごとに求められ

る役割が変化していくと考えられることか

ら、今後も新カリキュラムの適用から５年

を目処とした新たな見直しを検討すること

が望まれている。直面する課題が職種ごと

に異なることから、複数の職種をまとめて

議論することが難しいものの、見直しの妥

当性の検証は十分に行う必要がある。 

このため、本研究では、カリキュラム等の

見直しが必要な職種に係る養成の現状や問

題点の精査と検証を行なうとともに、必要

に応じて複数の職種のカリキュラム等を同

時に見直すことのできる効率的な検証実施

方法についてスキームを構築することを目

的とする。 

今後の医療関係職種のカリキュラム等の

見直しは、医療ニーズの変化とともに継続

的に行われることが見込まれており、これ

に対応できる体制の構築が求められてい

る。カリキュラム等の見直しの要望が妥当

なものであるかを、厚生労働省において施

行に向けた検証会議を立ち上げる前に検証

することで、検討会議論からとりまとめが

スムーズに行えることとなり、同時に複数

の医療関係職種のカリキュラム内容等の見

直しができるスキームの構築を目指す。 
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本研究を踏まえて、医療関係職種のカリ

キュラム内容等の充実を図ることにより、

各医療関係職種の間で連携を見据えた中長

期的な教育内容の改革が行うことが可能と

なるとともに、より効率的かつ質の高い医

療関係職種の養成に繋がると期待される。 

 

Ｂ．研究方法 

 2021年度については、視能訓練士、義肢

装具士の主なカリキュラム等の見直し内容

について、養成の現状や問題点の精査を行

いつつ、教育科目とその教育目標並びに必

要な教育単位数、臨床実習の在り方（臨床実

習の質を向上するための臨床実習施設及び

実習内容の要件、臨床実習指導者の要件等）、

教員の要件（専任教員等の要件）、教育上必

要な備品等のそれぞれに分けて整理し、職

種毎の法令関連で定める内容について、関

係職種の学校協議会及び職能団体に意見を

聞きながら調査を行い、カリキュラムの見

直し内容の妥当性を検証した。 

検証方法は、以下の観点を踏まえて関係法

令及び通知などの見直しを図れるよう調整

を行い、各医療関係職種の現状と課題を明

確化した上で整理し、関係職種内での意見

調整済みの改正案作成を行った。また、隣接

する医師の立場から関係学会等よりヒアリ

ングを行い、意見調整を行った。 

（１）医療関係職種における共通した基礎

科目とできるのか 

各医療関係職種の基礎科目、基礎専門科目、

専門科目等の教育内容について、職種毎に

求められる知識等を踏まえて横断的に比較

することにより、総じて行われているもの

を明確化し、各医療関係職種の間で連携を

見据えた共通科目とすることができるかを

検証した。 

（２）要望内容が学校協議会及び職能団体

で明確な共通認識であるか 

見直しが望まれる職種の学校協議会及び

職能団体で合意が取れているものであるか

を確認の上、明確となっていない事項につ

いては、両者にヒアリングを行い、意見調整

を行った。 

（３）見直しを望む事項における前提とな

る現状と課題を確認する上での不足がない

か 

見直しを行う理由を確認の上、検討を行う

にあたり必要となる情報を明確化する。不

足する情報は関係職種の学校協議会及び職

能団体との協力のもと作成した。 

（４）隣接する医師の立場からの意見と齟

齬はないか 

職種間連携を行う上で見直しを求める内

容が妥当なものであるか、隣接する医師の

立場から関係学会等よりヒアリングを行

い、意見調整を行った。 

 

Ｃ．研究結果 

 2021年度については、視能訓練士、義肢

装具士について学校協議会及び職能団体の

関係者から意見を聴取するとともに、卒前

教育のカリキュラムについて現状の問題点

の精査と見直し内容の妥当性についての検

討を行った。その結果、視能訓練士、義肢装

具士ともに、医療の発展、社会の（超）高齢

化とともにその役割が従来より拡大しかつ

高度化していること、またそういった変化

を卒前教育カリキュラムへ反映させる必要

があることが明らかになった。 

両職種とも、発展の著しい専門性の高い

機器を使いこなす必要が出てきており、教
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育上必要な機器、備品の見直しも必要であ

ることがわかった。より実践的な内容を卒

前から身につける必要性から臨床実習（臨

地実習）の質的、量的な充実も共通の課題で

あり、臨床現場における医療安全、感染制御

などに関する内容も取り入れる必要性があ

ることがわかった。一方で、実習施設の確保

に加えて、現場の指導者の質の担保につい

て課題があり、指導者講習会の受講の必須

化などを今後検討していく必要性が明らか

になった。 

以上の明らかになった課題は、視能訓練

士、義肢装具士の養成におけるカリキュラ

ムの見直しに反映され、これらの見直し内

容を含めてそれぞれの職種の養成所カリキ

ュラム等改善検討会報告書が作成された。 

 

 

 

Ｄ．考察 

 視能訓練士、義肢装具士について養成課

程の見直しについて検討を行い、医療にお

ける多職種連携チーム医療の重要性が謳わ

れている中で、実際に高齢化などにともな

う社会からのニーズの変化に加えて、実際

に各職種の専門性が高度化していることが

明らかになり、必然的に卒前の教育カリキ

ュラムもそれらに合わせて充実化が必要で

あることが明らかになった。一方で、臨床実

習施設や指導者への負担も大きく、実習指

導者の質の担保などを目的とした指導者講

習会の必須化を目指すにあたってはその点

に十分な配慮が必要と考えられる。また、今

後とも社会の変化などに伴い各職種の業務、

役割なども変化していくことが予想される

が、どの程度の間隔でカリキュラムの見直

しをしていくべきかについても重要な検証

すべき課題と思われる。 

今後は、言語聴覚士について同様の検討

を進める。学校協議会及び職能団体に加え、

協働する医師からも意見聴取を行いカリキ

ュラムの見直しに関する課題を明らかにす

る。 

 

Ｅ．結論 

 視能訓練士、義肢装具士について関係者

に聞き取りを行うなど調査を行い、卒前の

養成過程における問題点、見直すべき点、

今後の課題を明らかにしカリキュラムの見

直しに反映させた。今後、言語聴覚士につ

いても同様の検討を進める。 

 

Ｆ．健康危険情報 

無し 

 

Ｇ．研究発表 

 1.  論文発表 

・Fujikawa H, Son D, Eto M. Are 

residents learners or workers?  

A historical perspective in Japan. 

TAPS. 2021;6:122-4. 

https://doi.org/10.29060/TAPS.2021-6-

1/PV2339. 

 

・Nagasaki K, Shikino K, Nishimura Y, 

Kuriyama A, Nonaka S, Izumiya M, 

・視能訓練⼠（2021年度）
・義肢装具⼠（2021年度）

検討する職種

・視能訓練⼠、義肢装具⼠ともに、医療の発展、社会の（超）⾼齢化と
ともにその役割が従来より拡⼤しかつ⾼度化
→ 各職種の変化を卒前教育カリキュラムへ反映させる必要性

・発展の著しい専⾨性の⾼い機器を使いこなす必要性
→ 教育上必要な機器、備品の⾒直し

・より実践的な内容を卒前から⾝につける必要性
→ 臨床実習（臨地実習）の質的、量的な充実
→ 臨床現場における医療安全、感染制御などの必要性

・実習施設の確保に関する課題
・現場の指導者の質の担保の必要性
→ 指導者講習会の受講の必須化などを今後検討
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Makiishi T. Translation, cultural 

adaptation, and validation of the 

Mini-Z 2.0 survey Among Japanese 

Physicians and Residents. Internal 

Medicine 2021;60:2405-2411. 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 無し 
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2021-9-1 第１回義肢装具士学校養成所カリキュラム等改善検討会 

○太田医事専門官 お疲れさまでございます。定刻少し前ですけれども、皆様集まりました

ので、ただいまから第１回「義肢装具士学校養成所カリキュラム等改善検討会」を開催いた

します。本日は、先生方御多忙のところ御出席を賜り、誠にありがとうございます。 

初めに、今回カリキュラム等改善検討会の構成員に就任いただきました先生を五十音順で

御紹介させていただきます。 

帝京大学医学部リハビリテーション科教授、緒方直史構成員。 

佐賀大学医学部附属病院リハビリテーション科診療教授、浅見豊子構成員。 

東京大学大学院医学系研究科医学教育国際研究センター医学教育学部門教授、江頭正人構

成員。 

日本医師会常任理事、神村裕子構成員。 

日本聴能言語福祉学院義肢装具学科教務主任、中川三吉構成員。 

株式会社長崎かなえ代表取締役社長・日本義肢協会常務理事、二宮誠構成員。 

北海道科学大学保健医療学部義肢装具学科教授・日本義肢装具士協会会長、野坂利也構成員。 

北海道科学大学保健医療学部義肢装具学科教授・日本義肢装具教育者連絡協議会会長、 

早川康之構成員。 

計８名となります。 

本日の出欠でございますけれども、オンラインにて全員の御出席となっております。 

続けて、事務局の体制を御紹介させていただきます。 

間審議官でございます。 

山本医事課長でございます。 

医事課の板橋でございます。 

文部科学省医学教育課、成相課長補佐でございます。 

○文部科学省 別の打合せで今遅れておりまして、後ほど参ります。 

○太田医事専門官 よろしくお願いします。 

私は、進行を務めております医事専門官の太田と申します。よろしくお願いします。 

初めに、間審議官より御挨拶を申し上げます。間審議官、よろしくお願いいたします。 

○間審議官 医政局審議官の間でございます。構成員の先生方におかれましては、それぞれ

大変お忙しいところ、今回本検討会の構成員をお引き受けいただきまして誠にありがとう

ございます。 

厚生労働省におきましては、医療の質や安全性の向上、それから高度化、複雑化に伴う現在

の状態に対応するためにチーム医療を推進してございます。近年、技術の進歩によりまして

医療機器の高度化が進み、デジタル技術や高度技術の臨床への活用によって新しい教育が

生じる中、義肢装具士の方々にもその専門家として果たす役割はますます大きくなってい

ると感じております。 

ちょうど今この時期はパラリンピックも開催されておりまして、もちろん一般のものとは
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違いますけれども、選手の皆さんの活用の中で義肢装具にも注目が集まっていると感じて

おります。 

こうした義肢装具士を取り巻く環境の変化に対応しまして、国民の信頼と期待に応え得る

質の高い義肢装具の技術提供につなげるための対策を講じるべきものと考えてございます。 

厚生労働省におきましては、本日この義肢装具士学校養成所カリキュラム等改善検討会を

開催いたしまして、質の高い人材の養成に向け、カリキュラム等の改善について先生方の御

知見をいただきまして御議論いただきたいと考えてございます。 

構成員の皆様方には様々な視点から忌憚のない御意見を賜り、活発な御議論をお願いした

いと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○太田医事専門官 ありがとうございます。 

間審議官は、所用により途中退席をさせていただきますことを御了承ください。 

それでは、資料の確認をお願いいたします。資料については、資料１から資料４と、参考資

料１から参考資料５までございます。不足する資料がございましたら事務局まで御連絡く

ださい。 

次に、オンラインで御参加されている構成員の皆様へのお願いでございますけれども、御発

言の際には Zoom の中で手を挙げるというボタンがございますので、クリックいただいた

後に、これから決めます座長の指名を受けた後にマイクのミュートを解除の上、御発いただ

きますようお願いします。発言終了後は、マイクを再度ミュートにしていただくようお願い

いたします。 

それでは、座長が選任されるまでの間、引き続き私のほうで議事を進めていきたいと思いま

す。 

本日の議題についてですが、「１．座長の指名について」「２．義肢装具士教育見直しの背景

と検討会の方向性について」「３．その他」でございます。 

まずは、議題１の座長の指名でございます。資料１－１にあるように、座長は構成員の互選

となっておりますが、立候補者は特にいらっしゃらないようですので、事務局としては医療

従事者教育の学識者として江頭構成員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

異議なしということで、以降の議事運営につきましては江頭構成員にお願いしたいと思い

ます。 

それでは、江頭座長から一言御挨拶をお願いいたします。 

○江頭座長 ただいま座長に指名いただきました東京大学医学教育学部門の江頭です。今、

厚労省におりまして、Zoom 上では顔が見えにくい状況になっているかと思います。今、手

を挙げさせていただきましたが、ここにおりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

先ほど間審議官のほうからも御挨拶いただいた内容ですけれども、超高齢社会である我が

国において、それだけではないですが、多職種連携のチーム医療の推進というのが重要であ

る。それを担う各種の職種の役割というのもやはり社会の変化とともに変わっていかざる

を得ないというところで、それに見合うカリキュラムですね。養成課程というものをつくっ
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ていかなければいけない。 

一方で、こういった医療職については 20 年くらい前でしょうか。単位制の導入というとこ

ろで一旦大きな変化がありましたけれども、その後は実はあまり大きな見直しはされてい

ないようですので、今回各職種について見直しをしている。その一環として、こちらの検討

会も行われるというふうに私としては理解しているということです。 

新しい時代にふさわしいカリキュラムをやはりつくっていかなければいけないだろうと思

いますので、ぜひ構成員の皆様におかれましては忌憚のない御意見をいただきまして、より

よいものをつくっていければと思いますので、ぜひ御協力いただければと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、早速ですけれども、議事を進めてまいりたいと思います。議題１については 

終わりましたので、議題２の「義肢装具士教育見直しの背景と検討会の方向性について」 

の審議に移りたいと思います。 

資料２の「義肢装具士教育見直しの背景と検討会の方向性」について、まず事務局より御説

明をいただき、続いて当事者である２団体、早川構成員及び野坂構成員に資料３を用いまし

て「義肢装具士教育見直し要望書」について御説明をいただければと思います。 

続けて資料４ということになりますけれども、「検討会の今後のスケジュール案と論点につ

いて」、再び事務局より御説明をいただくということでお願いいたします。資料２から４の

説明を踏まえて、構成員の皆様からの御意見をお伺いしたく思いますので、まず最初に２か

ら４までの資料についての御説明を始めたいと思います。 

それでは、事務局より資料２の御説明をお願いしたいと思います。板橋さん、よろしくお願

いいたします。 

○医事課（板橋） ありがとうございます。事務局です。 

それでは、資料の説明に移らせていただきます。資料２を御覧ください。「義肢装具士教育

見直しの背景」についての資料となっております。 

２ページ目、「義肢装具士の概要」となります。この職種に関して、業務などについては「医

師の指示の下に義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の製作及び身体への適

合を行うこと」というものが記載されております。また、医師の具体的な指示を受けなけれ

ば行ってはならないとして厚生労働省令で定められるものがあり、手術直後の患部の採型

及び当該患部への適合、またはギプスで固定されている患部の採型及び当該患部への適合

がこれにあたります。 

この職種は、免許取得者の数が 5,680 名となっております。また、医療従事者として病院、 

診療所等に勤められている方たちは常勤換算で約 100 名となっています。また、学校養成

所の数としましては 10 校、定員としては 280 名弱おります。 

３ページ目に移ります。義肢装具士の業務従事者の数の推移となります。３年置きの調査結

果となりまして、直近は平成 29 年となります。 

当該職種はメーカー等が主な就職先となり、ここについては後ほど協会様からの補足をし
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ていただければと思っております。 

４ページ目に移ります。今度は養成所数、定員の推移について示しています。厚生労働省指

定の施設としては６施設が現在あり、文科省の指定の施設としては４か所ある状況となっ

ております。 

５ページ目に移ります。国家試験の合格率の推移になります。毎年大体 80％の方々が合格

されております。 

６ページ目です。義肢装具士の令和２年度合格率の状況となります。法第 14 条で定める国

家試験を受けるための受験資格ごとに示させていただいています。法第 14 条１項には文科

省の指定の学校、それから都道府県知事が指定する養成所があり、２つに分けてグラフで示

させていただきました。 

また、受験資格としては２項、３項もあり、これらについては法制定以降、該当する養成施

設は今までなく、受験者は０という示し方をさせていただいております。 

文科大臣が指定した学校の合格率としては 69.6％、都道府県知事が指定した養成所としま

しては 76.5％と、差はさほどないという認識で進めさせていただければと思います。 

７ページ目に移ります。国家試験の受験資格について詳しく説明をさせていただければと

思っております。 

義肢装具士の国家試験を受験するためには法の第 14 条の１項、２項、３項、４項、それか

ら法の附則の第２項の該当者の方がルートとしてあります。 

法の第 14 条の１項に関しては文科大臣が指定した学校、または都道府県知事が指定した養

成所、この検討会では俗語として指定学校養成所という言葉を使わせていただきますが、こ

こで３年以上の義肢装具士として必要な知識、技能を修めることで国家試験を受けられる

ようになります。 

また、法の第 14 条の第２項として大学、高専、旧大学令に基づく大学、または施行規則第

13 条で定める学校等で１年以上の修業、かつ告示の 100 号で定める科目を修めた方々に限

っては、指定の学校、養成所において２年以上の必要な知識・技能を修めることで国家試 

験を受けることができるようになります。 

また、法の第 14 条の３項におきましては、職業能力開発促進法で定められる範囲の方々に

関して、指定の施設において１年以上の必要な知識・技能を修得することで国家試験を受け

られるようになります。 

また、外国の方たちの枠として４項、それから附則の第２項として法で定められて国家試験

を受けられる方々がおります。 

今回この教育カリキュラムの見直しを行うに当たっては、主に法の第 14 条の１項、２項、 

３項について特に見ていくと御認識いただければと思います。 

８ページ目に移ります。具体的に７ページで示させていただいた内容が文章化されている

と見ていただければと思います。説明としては割愛をさせていただきます。 

９ページ目、「これまでの学校養成所指定規則等における改正の概要」についてまとめさせ
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ていただきました。この職種は、昭和 63 年に職種ができてから指定規則として教育の内容

が定められました。法の第 14 条の１項として、当時は講義 2,760 時間、うち臨床実習が 180

時間、またはその他として選択科目 300 時間、計 3,060 時間の教育が設定されています。 

また、２項、３項に関しては 2,190 時間、1,230 時間と定められています。これらが大綱化 

された平成 16 年の改正のときに単位制の導入が行われまして、93 単位、72 単位、45 単位

となっております。 

また、平成 27 年には、義肢装具士養成所の指定・監督権限を厚生労働大臣から都道府県 

知事に移譲することが行われまして、そのときに養成所のガイドラインの策定が行われて 

います。 

10 ページ目に移ります。ここからは、法第 14 条の指定基準についてとなります。 

まず第 14 条の１項に関して学校を設置するに当たっての指定の基準になりますが、１から

12 の要件があります。修業年数は３年以上であること、教育の内容は別表の第１に定めら

れるものということがあります。また、学校の先生の数であったり、図書室を有することな

ど、幾つかの要件を設けていまして、これらを満たすことで指定の基準を満たすとなり、学

校の新設ができるようになります。 

11 ページ目に移ります。今までの 3,060 時間の教育として定められていたものが 93 単位と 

改められ、科目が教育内容として変更がされております。上の昭和 63 年のときの科目がそ 

のまま下に記載されている大綱化後の 16年改正後の教育の内容にほぼ枠としては合うよう 

になっていますが、一方で例えば解剖学が下の平成 16 年の改正のときには「人体の構造と 

機能」、「疾病と障害の成り立ち」の双方に当てはまるというようなものもありますので、枠

をそのままスライドしてきているわけではないと見ていただければと思います。 

12 ページ目に移ります。ここでは、法の第 14 条の２項の指定基準をまとめています。法の

第 14 条の２項については、修業の年数は２年以上、または教育の内容としては別表の第２

で定められるものと示しています。 

13 ページ目には、別表第２で示す教育の内容をまとめています。別表第１との違いとして

は、基礎科目に当たる科目が免除されているとみていただければと思います。 

14 ページ目に移ります。14 ページ目では、法の第 14 条第３項の指定基準をまとめており

ます。こちらでも修業年数は１年以上、別表の第３で定められる教育の内容で示すとなって

おります。 

また、15 ページ目に関しては別表第３の中身となります。 

説明としては、以上になります。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

現状ということと、それから今までのカリキュラム改定の経緯ということで、先ほど私は 20

年くらいと言ったような気がしますけれども、大綱化されたのが平成 16 年ですので 17 年

くらいたっているというところでしょうか。現在の学問分野の分け方というところも御説

明いただいたということかと思います。見ていると、医学的な部分と、それからやはり工学
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の部分というものに大きく分けられているのかなという印象でありました。 

それでは、続きまして早川構成員及び野坂構成員から資料３について御説明いただければ

と思います。よろしくお願いいたします。 

○野坂構成員 義肢装具士協会の野坂のほうから説明をさせていただきたいと思います。 

資料３を御覧になっていただいて説明をしたいと思います。番号が右上と、下に重複して違

う番号が振られていますけれども、私の説明では右上の番号を基に今日は説明をしたいと

思います。 

１枚めくりまして、義肢装具士養成教育検討委員会というところでの構成メンバーを説明

したいと思います。昨年、医事課のほうから令和３年度に義肢装具士養成教育の見直しをす

るというお話をいただきまして、日本義肢装具士協会と日本義肢装具教育者連絡協議会と

連絡を取り合いまして、教育の見直しをしたいということで構成メンバーを集めました。 

主な構成メンバーは、日本義肢装具士協会の会長をしております私と、それから委員長とし

て日本義肢装具教育者連絡協議会の前会長であります中川先生にお願いしました。 

構成メンバーは、現在日本義肢装具教育者連絡協議会の会長をしています早川先生、それか

ら前日本義肢装具士協会の会長をしておりました坂井先生ですが、坂井先生は ISPO と言

われる国際義肢装具連盟の理事もされていたので海外事情に詳しいということでお願いを

しました。 

新潟医療福祉大学の東江先生には、特にデジタル技術に特化したことに詳しいということ

で構成メンバーに入っていただきました。 

神戸医療福祉専門学校の佐々木先生におかれましては同じく ISPO、国際義肢装具連盟のア

ジアの養成教育の審査を担当されているという関係もありまして入っていただきました。 

構成メンバーの２名が厚労省管轄の養成校の先生で、４名が文科省管轄の先生ということ

での構成メンバーで委員会を発足いたしました。今まで 10 回検討会を重ねて、資料の提出

をいたしました。 

次のページを見ていただいて、「義肢装具士を取り巻く環境の変化」ということで要点をか

いつまんで説明したいと思います。 

昨今、義肢装具装着部位の型取りに従前の採寸・ギプス包帯を用いた採型だけではなくて、

デジタルスキャナー等、デジタル技術が飛躍的に進化し、実用化され、臨床で使用されてい

る現状であること。 

義肢装具の適合評価に関しては工学技術が広く臨床でも用いられてきており、特に義足歩

行や装具歩行に関しては三次元動作解析による歩行評価が広く用いられていること。 

超高齢化になり、脳血管障害、末梢循環障害の罹患者に対する狭い範囲での義肢装具という

ことではなくて、これらの疾患に対するフットケア等足部の潰瘍に対する配慮、考慮や、よ

り範囲の広い福祉用具全般の知識、技術が求められているということ。 

臨床実習に関しては、従前の見学型だけでなくて臨床家に必要な態度・技能・知識の使い方

を学ぶことを目的とした参加型臨床実習の質と量の増加が求められていることというよう
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な環境の変化を鑑みて、義肢装具養成教育の見直しが必要ということの背景を書かせてい

ただきました。 

４ページ目を見ていただきます。下のほうに書かせていただきましたけれども、2004 年４

月から施行されたカリキュラム大綱化に伴い、各指定施設が社会のニーズに適切に対応し

た多様な医療福祉技術者を養成できるようになった結果、工学系学科を基盤に工学面を重

視した教育を行う大学や、保健・医療系の学科を基盤に保健・臨床面を重視した教育を行う

大学等が設立されてきました。現在は、先ほどの板橋様の説明にあったように、大学４校、

専門学校が６校存在しております。 

５ページ目にいきます。ここからが主な要望になりますけれども、「総単位数の見直し」と

いうところでの説明をしたいと思います。 

医療・福祉の高度化、高齢化社会の中での脳血管障害、末梢循環障害の罹患者に対する医療・

福祉ニーズの増大、チーム医療の推進による業務拡大など、臨床現場を取り巻く環境も変化

し、義肢装具士に新たな知識や役割が求められていることから、総単位数を下記のとおり見

直すべきと考えるということで提案をさせていただきました。 

10 ページ以降に、現行を右側、左側に改定案を書いた義肢装具士養成所指定規則を書かせ

ていただいております。 

元に戻りまして、25 ページ以降に義肢装具士養成所指導ガイドラインというものの対照表

を書かせていただきました。現行を右側、改定案を左側に書かせていただいております。 

先ほど述べましたように、日本義肢装具士協会と義肢装具養成教育連絡協議会と協議をし

まして、今まで計 10 回会議を行って要望書を提出させていただきました。総単位数の上限

に関しては、医事課のアドバイスを受けながら義肢装具士法第 14 条第１号に関しては 93

単位から 100 単位への増加を要望しております。法 14 条２号に関しては、72 単位から 79

単位の増加を希望しております。法第 14 条３号に関しては、45 単位から 52 単位への増加

を希望しております。 

主な内容ですけれども、（２）番に書かせていただきました。「教育内容及び単位数の見直し」

ということで、《専門基礎分野》に関しては「疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進」

は、褥瘡や潰瘍、やけど等の皮膚疾患を併発している部位への装具療法や、車椅子並びに座

位保持装置の適合における形成外科学及び皮膚科学に関する知識が求められるようになっ

ているということに鑑み、単位数を８単位から９単位に１単位増加に変更するという案で

ございます。 

次に「保健医療福祉とリハビリテーションの理念」に関しては、本分野の教育目標から福祉

用具に関する座学での教授を除外して、車椅子・座位保持装置、福祉用具の製作・適合を含

む知識と技術を共に専門分野で教授するということに鑑み、単位数をここでは５単位から

４単位に減少させるという案でございます。 

《専門分野》におきましては、「基礎義肢装具学」というところがありましたけれども、教

育目標として義肢装具学の枠組みと理論を理解し、系統的な義肢装具の採型・製作、適合を
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行うことができる基礎的な能力を養うことを掲げているということであります。今までは

ここが 19 単位でしたけれども、各指定校、養成校の現状を見ますと、基礎義肢装具学の教

授に必要な時間が 19 単位では多いということの指摘が数多く出てきました。 

そこで、単位数を 19 単位から 17 単位に変更する案を出させていただいております。この 

削減された単位数は、分野別専門分野に配分して専門分野での質と量の充実を図ることの

ほうが重要ということで、そちらに単位数を振り替えております。 

６ページにいきます。「応用義肢装具学」というところですけれども、義肢装具士の臨床業

務における臨床件数は、義肢に対して装具が圧倒的に多く、同様に座位保持装置・車椅子、

その他の福祉用具に関する件数も比較的多くなっているのが現状であります。 

各義肢装具士養成校における実質的なカリキュラム構成は、既に「義肢学」「装具学」「福祉

用具学」となっている。これは、別紙資料３に表で 10 校を述べさせていただきます。 

また、諸外国の主要義肢装具士養成校における専門科目体系は「義手学」「義足学」「装具学」

という装着部位別ではありますけれども、そういったものに分かれておりまして、授業時間

数も臨床例の多い「装具学」に多く配分されているというのが諸外国の主要義肢装具士養成

校の現状であります。 

これらの実情を「応用義肢装具学」の教育内容に反映させるために、単位数を 20 単位から

23 単位へ３単位増とさせていただき、区分を「義肢」「装具」「福祉用具」に変更して質と

量の担保を図るということを提案させていただきました。具体的には、義肢学を８単位、装

具学を 12 単位、福祉用具学を３単位という案でございます。 

「（３）臨床実習の在り方」です。超高齢化社会の中、義肢装具士には脳血管障害、末梢循

環障害の罹患者に対する狭い範囲での義肢装具だけではなくて、これらの疾患に対する、よ

り幅広い福祉用具全般の知識、技術が求められているということであります。 

また、４段目にありますけれども、現状では４単位となっておりますが、理学療法士並びに

作業療法士等の他の医療福祉専門職と比較すると、この臨床実習単位数が少ないというの

が現状であります。また、別紙資料２にありますように、義肢装具士養成教育の国際基準を

満たしている諸外国の養成施設と比べますと極めて少ないというのが臨床実習の４単位と

いう現状になっております。 

臨床実習においては、「臨床実習」の単位数、時間数を指定規則よりも増やして、現状では

各養成校で４単位以上、ほぼ 10 単位以上臨床実習を行って実施しているという現状がある

というのも把握しております。指定規則において臨床に即した量と質の担保が図られると

いうことで、４単位から 10 単位に変更するということの提案をさせていただきました。 

７ページにいきます。義肢装具士が日中、病院などに出向き、義肢装具の採型、適合を行っ

ており、帰社後に正規の勤務時間外に製作業務を行うことも多く、学生の１日の臨床実習時

間の延長も多くなっているのが現状であります。学生の安全・安心で学修の質を担保できる

臨床実習を行うために、養成所指導ガイドラインでは現状では１単位 45 時間以上の時間を

もって計算することとなっておりますけれども、１単位 40 時間以上の実習をもって構成す
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るということで、時間外に行う学修等がある場合にはその時間も含めて 45 時間以内を１単

位とするということで、学生の安全・安心を担保するということを要望に出させていただき

ました。 

それから、「・臨床実習指導者要件の見直し」ですけれども、超高齢化社会と障害の多様化

を背景に、義肢装具士への社会的要請は義肢装具の製作適合にとどまらず、車椅子・シーテ

ィングを含めた福祉用具の適合にも拡大しているところが実情であります。医療福祉専門

職の養成教育において、学生が専門職として臨床的思考を獲得する上で臨床実習は極めて

重要な機会になっているのは周知のとおりであり、義肢装具士養成教育における福祉用具

分野での臨床実習についても体系化が望まれているところであります。 

現状では、臨床実習指導者の要件はガイドライン上で「各指導内容に対する専門的な知識に

優れ、医師又は義肢装具士として５年以上の実務経験及び業績を有し、十分な指導能力を有

する者であること。」とされておりますけれども、福祉用具分野の従事者には医師、義肢装

具士の資格を有する者が少なく、したがって本分野での臨床実習の機会が極めて限定され

ているのが現状ということが挙げられます。 

そこで、本改定において、臨床実習指導者要件を「実習指導者は、各指導内容に対する専門

的な知識に優れ、医師又は義肢装具士として５年以上の実務経験を有する者、又は福祉用具

専門分野において５年以上の実務経験を有する者で、十分な指導能力を有する者であるこ

と。」ということに改めるという案を出させていただきました。 

それとともに、日本義肢装具士協会と教育者連絡協議会によって「臨床実習指導者講習会」

を来年から開催する予定にしておりますけれども、臨床実習指導者はこれを受講すること

が望ましいという案を出させていただきました。 

あとは、機器器具の変更・追加の内容ですけれども、マルポツで説明をさせていただきます。 

今までの機械器具の中に「図学製図学教育用機材一式」とありましたけれども、現行では

CAD を使った教育も十分しているところもありますので、「図学製図学教育用機材（CAD 

ソフトを含む）」ということで明確にさせていただきました。 

それから、「ハンドドリル４人で１」と書いておりますけれども、全ての養成校で電動ドリ

ルを用いておりますのでそれに変更しております。 

「運動解析装置１」というのは、昨今の現状を鑑みて「三次元動作解析装置１」に変更とい

うことです。 

それから、デジタル機器を新たに追加ですが、これは「3D スキャナー、3DCAD、3D プリ

ンター等」ということで書かせていただきました。 

福祉用具ということでは「車椅子・歩行補助杖・座位保持装置以外」ということでの追加も

させていただきました。 

主な理由は、８ページ目以降に書かせていただいております。 

動作解析装置に関してですけれども、本格的な三次元動作解析装置は非常に高額なのです

が、教育ということを考えて現在数万円レベルでも教育に十分有用な三次元計測器が手に
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入る状況になっておりますので、そういったものを用いて教育すればあまり学校への負担

がないということが考えられると思います。 

3D スキャナー、3DCAD、3D プリンターにおいても同様で、本格的に義肢装具の臨床で用

いるということになりますと非常に高額なんですけれども、学校教育における学習機器と

いうことであれば、汎用機器を用いることで安価に導入が可能ということを考えて提案を

させていただきました。 

福祉用具に関してですけれども、現在の障害者総合支援法においては補装具の種目の中に

重度障害者用意思伝達装置、労働者災害補償保険法の中には介助用リフター、フローテンシ

ョンパッド等が含まれております。こういうものの取扱い等も学生においては慣れる必要

があるので、こういったものを書かせていただきました。 

あとは、設備備品に関することですけれども、昨今、有機溶剤の取扱いには非常に留意する

ようにガイドラインが出ておりますので、それに準拠するように書かせていただきました。 

最後に９ページにありますけれども、「今後の課題」として義肢装具士法の第 14 条２号、 

３号に該当する養成所は存在しておりません。今後も、このまま法を残しておくことが必要

かということの議論が必要であるかと考えております。また、アメリカにおいての義肢装具

士の養成教育が大卒２年課程で１年のインターン教育ということに移行しております。 

今後は、諸外国の動向にも目を向けた養成教育の在り方を検討する必要があるのではない 

かと考えております。 

最後の段落ですけれども、臨床実習指導者に関しては臨床実習指導者の質的担保を図るた

めに希望者に対して公益社団法人日本義肢装具士協会並びに日本義肢装具教育者連絡協議

会で「臨床実習指導者講習会」を開催する予定となっておりますが、今回の見直しにおいて

は講習会の修了は実施体制の準備状況から潤沢な時間が必要であり、臨床実習指導者の必

須要件としては要望しませんでした。臨床実習先となる製作事業者の理解を今後得て今回

の見直しが適用されれば、次回の５年後の見直しが行われる際には臨床実習指導者要件に

したいと考えております。 

以上でございます。ありがとうございました。 

○江頭座長 野坂先生、大変御丁寧に説明いただきましてありがとうございます。 

やはり扱う疾患の変化などがあり、さらには応用面とか臨床実習の充実というものを図っ

ていかなければいけないということ、それからさらに多分医療職の中で一番デジタル化が

進んでいる分野の一つではないかと思うのですけれども、そういったことも現場で普通に

使われているというようなことなので、教育の段階からそういったことを入れるというこ

とで、既にそういう教育をされているのだろうとは思いますが、改めて書き込んでいかなけ

ればいけないだろうということかと理解いたしました。どうもありがとうございます。 

では、続きまして資料４の「検討会の今後のスケジュール案と論点について」ということで、

事務局のほうから御説明をお願いしたいと思います。その後に、構成員の皆様から御意見を

お伺いしたいと思います。 
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それでは、板橋さんお願いいたします。 

○医事課（板橋） 事務局です。続けて説明をさせていただければと思います。 

資料４を御確認ください。「検討会の今後のスケジュール案と論点について」をまとめさせ

ていただきました。 

２ページ目をお願いします。「検討会の進め方と今後のスケジュール案」についてです。義

肢装具士の学校カリキュラムなどについては長期間見直しが行われていなかったという現

状と、また、関係団体から合同の要望として提出されていることを受けて、以下の基本方針

で見直しを検討させていただければと思います。 

１つ目としましては、質の向上、患者安全の確保に資するよう義肢装具士の学校養成所のカ

リキュラム等を見直す。 

また、関連団体から合同の要望を受けて提示を受けた内容を踏まえて、より安全・有用な教

育及び臨床実習が実施されるよう改善点を挙げ、検討し、見直しを行うというふうにさせて

いただければと思います。 

今後のスケジュールの予定としましては、まず第１回として本日行わせていただいていま

す 2021 年９月の検討会立ち上げからスタートさせていただき、議論の内容によっては前後

するような形も出てくると思うのですけれども、検討会自体は 2022 年３月頃に最終の取り

まとめが行えればというふうに考えております。 

また、これらの取りまとめができましたら、政令、省令、関係する法令関連の改正を行わせ

ていただきまして、学校養成所における潤沢な準備期間というのを設けさせていただき、

2024 年４月の入学生に適用させるようなスケジュールで組んでいければと思っております。

もちろん、検討の中身がどれぐらい前後するかによって変わってくるというのもあるので

すが、あくまでもこれはスケジュール、予定として見ていただければと思います。 

またサポートとして厚労科研が記載されています。こちらについては後ほど江頭座長から

説明していただきますが、この検討会は内容によっては紛糾する、または議論を深掘りしな

ければならない幾つかいろいろな視点で話を進めていくということももちろんあるような

状況となってきます。そういったときに、この研究班にサポートをいただくような形で議論

がスムーズにいければと考えております。 

また、各職種、医事課所管のところでカリキュラムの見直しというのを行わせていただいて

いますが、職種ごとに行っているという状況があり、年度によっては２職種、３職種と重な

って同時で行わなければならないということが起きてくることも想定されます。そういっ

たときに、スムーズに行うことができるようにスキーム等も準備しておかなければならな

いということもありますので、今回この研究班によって作成していただければという意味

合いも含めて、ここでサポートという記載が入っているというふうになっております。 

３ページ目に移ります。先ほど構成員から御説明をいただきました要望書の中身を一枚紙

としてここに全体像を示させていただきました。 

大区分としまして、１つ目は「教育内容及びその単位数の見直しに関する事項」、２つ目と
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して「臨床実習の在り方に関する事項」、３つ目として「その他に関する事項」として分け

させていただいています。 

論点としましては合計で４つになり、１つ目は法第 14 条の１～３項、この教育内容と単位

数の見直しを行う。そして、臨床実習の在り方の中で臨床実習１単位の時間数について見直

しを行う。臨床実習指導者の要件について見直しを行う。教育の内容に関するところは、変

更は行われるのに即したような形で備品関係、機械器具、標本及び模型についても見直しを

行うというふうにさせていただければと思います。 

４ページ目に移ります。ここからは、３ページ目で挙げさせていただいた論点について、 

一つ一つを各先生方に御意見を多くいただきたく準備した資料になっております。順番と

してこちらの進行上、先ほどの３ページ目で挙げさせていただいたものからずれてはくる

のですが、進行上として見ていただければと思います。 

「臨床実習の１単位の時間数見直しに関する事項」を挙げさせていただいています。 

論点としましては、臨床実習における１単位は指導ガイドラインにおいて 45 時間の実習を

もって計算することとしております。これを臨床実習時間外で自己学修などがある現状を

踏まえて、１単位を 40 時間以上、自己学修を含めて 45 時間以内とする提案が出されてい 

ます。これについて、先生方の御意見はどうかをお聞かせいただければと思います。 

５ページ目に移ります。２つ目の論点としましては、「教育内容、教育目標及びその単位数

の見直しに関する事項」をまとめさせていただきました。基礎分野、専門基礎分野、専門分

野に分かれていますが、この専門基礎分野と専門分野の部分の修正の要望提案が出ており

ます。こちらについて、先生方の御意見を伺えればと考えております。 

６ページ目に移ります。教育の内容から変わって、教育上必要な備品に関しても変更の要望

が挙がってきております。団体から出された提案についての御意見をいただければと考え

ております。 

７ページ目、ここからが臨床実習指導者の要件に関するものになっています。７、８、９と

３ページ続けて臨床実習指導者の要件に関してのものを載せさせていただいていますが、

７ページ目では論点として、まず臨床実習指導者は福祉用具専門分野の指導者に加えて関

係団体の提出された指針案の基準で定める講習を修了した者であることを各臨床実習施設

での努力目標としたいとなっております。これらを追加することについて、先生方の御意見

はどうかというところが伺えればと思っております。 

なお、ほかの職種では、医師、看護師、臨床検査技師等の職種が講習を修了した臨床実習指

導者を必須配置としています。診療放射線技師や臨床工学技士に関しては今後５年おきの

見直しを進めていくということを考えている中で、次の見直しの際は講習を修了した者を

必須配置とする前提で、講習を修了した臨床実習指導者を置くことが望ましいとして現在

見直しを行っております。 

それまでのステップとして、今回見直しを行っている診療放射線と臨床工学に関しては、ま

ずはなるべく皆さんに受けていただければというような意味合いで望ましいという推奨を
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取り入れているような状況になっております。義肢装具士に関しても、今回に関しては臨床

実習指導者は講習を修了した者であることが望ましいとできればという要望となっており

ました。 

８ページ目、９ページ目が、臨床実習指導者講習会の具体的な指針の案というものになって

おります。 

趣旨としては、臨床実習指導者を育成することが目的となっておりまして、８ページ目の右

側のところに記載されているように実習の開催の期間としましては講習自体が 16時間以上

のもの、受講の対象としては実務経験が５年以上の義肢装具士、または福祉用具専門分野に

おける実務経験が５年以上の者とされております。 

講習の形式としましては体験型で行うとしていまして、９ページ目に記載のテーマである

「義肢装具士養成施設における臨床実習制度の理念と概要」、「臨床実習の到達目標と修了

基準」、また「プログラム立案」、それから「指導の在り方（ハラスメントを含む）」、これら

を必須の項目として挙げさせていただいています。 

これらを受けるような形をとって、臨床実習指導者になれるという要件の追加というのが

要望として挙がっております。 

要望と事項、論点に関してまとめさせていただいた資料については以上になります。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

それでは、議論に入る前に今、少し言及がありましたけれども、研究班について本当に簡単

に私のほうから説明させていただきます。 

参考資料３を御覧いただければと思います。画面上でも、出していただけますでしょうか。 

今年度の４月から開始している研究ということで、真ん中の辺りにタイトルが出ています

が、医療関係職種、義肢装具士だけではなくていわゆる今回見直しが入っている８職種とい

うふうに御理解いただければと思いますけれども、そちらの養成教育における課題解決に

資する研究ということで、３年間の班研究を立ち上げたというところになります。 

次のページの真ん中辺りに研修者の内訳ということで、私が今回主任研究者を務めさせて

いただき、今回の構成員に入っていただいております神村先生に分担研究者をお願いして

いるということになります。 

それから、構成員ではないですけれども、私の所属している部門の講師の泉谷が同じく分担

研究者ということになっております。 

４ページ目を見ていただきますと研究目的ということがありまして、こういった形でカリ

キュラムの各職種の見直しというものを進めており、それも今回だけで終わりではなく、５

年に１度ぐらいのペースでさらにいわゆる PDCA サイクルを回す的な形で見直しを続けて 

いくということが今、予定されているという中で、各職種に共通の課題とか、それから養成

の現状や問題点の精査、検証、効率的な検証の実習方法等のスキームなどを構築することを

目的とするということで進めていくことになります。 

その下にテーマが出ていますけれども、より具体的に、例えば今回の検討会などで出てきた
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問題について集中討議などが必要な場合には、この研究班の中で具体的な課題とその解決

案を作成していくというようなこともミッションになっているということで、その際には

もちろんこのヘッド分担研究者だけではなくて、今日の構成員の先生方にも御協力いただ

くような形で、さらには資料なども共有するような形で研究を進めていくということで考

えておりますので、どうぞよろしく御承知のほどお願いできればと思います。これはあくま

でも参考ということで今、情報提供をさせていただきました。 

それでは、少し話を戻しまして今、御説明をいただきましたかなり大量の情報という面もあ

ると思うんですが、資料２、３、４に関して現状を踏まえ、幅広い御意見、御質問をいただ

ければと思います。 

一応、残された時間を２つのパートぐらいに分けて、まずは資料全般ですね。基本的なとこ

ろも含めて確認をしたいというようなことがあれば御質問をいただきたいと思います。 

その後、資料４の３ページ以降ということで、４つの論点をこちらのほうでもまとめさせて

いただいておりますので、まず全体的な質問をいただいた上で、それぞれの論点についてポ

イントごとに一点ずつ御議論をいただくということで進めていきたいと思います。 

時間としては、その４つの論点というところに、より時間を割きたいと思っております。 

それでは、まず全体について御意見をお願いできればと思います。これはどこからでも結構

ですし、現状について、あるいはこの会の趣旨を確認したいとか、そんなことでも結構です

ので、構成員の皆様から自由に御意見、御質問等いただければと思います。 

では、指名いただければと思います。 

○太田医事専門官 では、二宮構成員からお願いします。 

○二宮構成員 御説明ありがとうございます。二宮です。 

私の会社でも臨床実習生を毎年受け入れていまして、質問というか、内容の説明を２点ほど

お願いしたいんですけれども、資料４の４ページ目の下の赤のところで「臨床実習は１単位

を 40時間以上の実習をもって構成することとし、実習時間外に行う学修等がある場合には、

その時間も含めて 45 時間以内とすること」と書かれていまして、改正前は「45 時間の実習

をもって計算すること」となっていましたけれども、私の認識では恐らく１単位は１週間に

当たると思うんです。 

それで、現状では大体４週間から６週間、２年生と３年生のときに臨床実習生を受け入れて

いるんですけれども、うちの会社のように残業が多いところは週に 45 時間以上やる場合が

多いです。そういったところで、45 時間以内とするというふうな縛りを設けると、その場

合は臨床実習生を残業させないで帰さなければいけないというふうに捉えるのでしょうか。

それとも、１週間で 45 時間を超えてもいいような意味合いでしょうか。ちょっと御質問が

あります。 

それともう一点は、同じ資料の中の７ページ目に義肢装具士のところがありますけれども、

その中に「福祉用具分野において５年以上の実務経験を要する者」とありますから、恐らく

これは義肢装具士ではない、義肢装具士がいない会社の臨床実習も含めるということだと
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思うんです。車椅子の業界とか、シーティング業界とか、義肢装具士がいないところの会社

の臨床実習も含めるということだと思うんです。 

でも、その下には「義肢装具士が配置されていることが望ましい」というふうに書いてあり

まして、ちょっと上の段と下の段が文章として矛盾するんじゃないかと考えていますけれ

ども、そういうところはいかがでしょうかという質問です。 

○江頭座長 ありがとうございます。２点御質問いただいたと思います。 

今、既に４つの論点のかなり具体的なところに踏み込んでいただいたということで、後ほど

またポイントバイポイントで詳しく議論していきたいとは思っていますけれども、せ 

かくですのでこの時点で簡単に今の御質問に対して御回答といいますか、何かコメントを

いただければと思いますが、これは野坂先生でよろしいでしょうか。もし何か今の点につい

て。 

○野坂構成員 野坂です。手を挙げなかったのですが、発言してもよろしかったですか。 

○江頭座長 お願いいたします。 

○野坂構成員 今、二宮構成員がお話しされたようなことが臨床実習の現状だと思うんです

けれども、要望書の中に私は書かせていただいたんですが、学生の安心・安全ということを

やはり考えなければいけない時代ですので、例えばある日、夜遅くまで実習をして採型とか

修正の指導を仰ぐという日があった場合には、例えば土曜日を休みにしてあげるとか、翌日

午後から休みにしてあげるとかという配慮をしてほしいということで、１週間当たりの実

習時間を 45 時間以上超えてやらないようにしてほしいということの狙いを書いておりま

す。したがって、学生が希望したからといって夜 10 時とか 11 時まで連日残るようなこと

がないようにしてほしいという案でございます。 

２つ目のところの説明ですけれども、矛盾があるような書き方になっているかもしれない

ですが、基本的には５年以上の臨床経験がある医師、義肢装具士、または福祉用具の５年以

上の臨床経験を積んだ者が実習指導者になるということの説明で、それが臨床実習指導者

要件というふうに現状は考えております。そんな説明でよろしいでしょうか。 

○江頭座長 ありがとうございます。取りあえず現時点では今の御説明をいただいたという

ことでお願いできればと思いますが、二宮先生よろしいでしょうか。 

○二宮構成員 はい。要するに、義肢装具士がいることが望ましいという表現ということで

よろしいですか。恐らく、福祉用具専門分野には義肢装具士がいることが少ないんですけれ

ども、望ましいという表現で少しあやふやにしているということで捉えてよろしいんです

か。 

○江頭座長 承知いたしました。義肢装具士がいないと駄目なのかという話ですね。 

○野坂構成員 野坂です。７ページの説明の臨床実習指導者のところでは、医師または義肢

装具士として５年以上の実務経験を有する者と、または福祉用具専門分野において５年以

上の実務経験を有する者ということなので、どちらであっても大丈夫ということでありま

す。 
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○江頭座長 恐らくこの日本語そのまま使うわけではないと思いますので、そこが矛盾の。 

○野坂構成員 そうですね。マルポツの２つ目がちょっと誤解を招くので、ここは訂正が必

要かもしれません。上のマルポツの３行が我々の要望した案でございます。 

○江頭座長 ありがとうございます。貴重な御意見で、私もよく理解できました。ありがと

うございます。貴重な御指摘だと思います。 

それでは、浅見先生お願いできますでしょうか。 

○浅見構成員 ありがとうございます。 

私は全体的な質問で少し勉強のために教えていただきたいんですけれども、資料２のほう

です。実際に、義肢装具士の業務従事者数がだんだん減っているという現状があります。今

後カリキュラムをつくるに当たりましても、いろいろな指導を行うに当たっても、やはり義

肢装具士の方々はたくさんいていただきたいというのが臨床の現場の考えなんですけれど

も、基本的なことで直接的な今回の検討とは違うかもしれませんけれども、どうしてそうい

うふうになってきているのか、あるいは今後どういうふうに当たるのかをお聞かせいただ

きたいです。 

２つ目が、資料３で野坂構成員もお話しされていましたけれども、資料２の６ページにあり

ますが、法の第 14 条２項と第３項の施設というのが、結局いろいろな思惑があってこうい

う項目を作られたというふうに見ておりますけれども、実際はずっとそういう対象者がお

られないということで、今後課題のところに野坂構成員が御説明のときにおっしゃっては

いたと思うのですが、実際に動いていないこの項目をどうするかというのは本当に課題だ

と思っていますので、その辺のお考えをお示しいただければと思います。 

ついでに、今の二宮構成員がお話された件を私もちょっと付け加えて御質問させていただ

くと、もう一つはいろいろな医学部もそうですけれども、OSCE という制度がいろいろな職

種の中では整ってきているところになるのですが、そういうことを今後、義肢装具士の学校

としてはどういうふうに考えていらっしゃるかということをお聞きしたい。 

これが全体的な質問で、ついでに先ほどの二宮構成員の御質問で私もちょっと疑問に思い

ましたのが、福祉機器の指導者というのがそんなにいないということで、福祉機器の実務経

験が５年ある方を指導者とするということは現実的には理解したいとは思うところですけ

れども、やはりこういう学校の教育職でほかの方は義肢装具士だったり医師だったり資格

がある方が指導をするわけですよね。 

その中で、その方たちだけは結局まだ指導者講習の修了が要件ともならない中で、実務経験

といいましても５年の実務経験も様々な方がいらっしゃると思う中で、そこをきちんと取

決めをしないでこの方々を指導者として認めるというのは、せめて先生方、皆様方が考えて

おられる指導者講習を受けられた方じゃないと、やはり国として決めた指導要綱の中での

指導者としてはいかがかなというふうに思いました。 

質問をさせていただきました。 

○江頭座長 ありがとうございます。 
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では、板橋さんから回答をお願いします。 

○医事課（板橋） 事務局です。では、先に事務局の方から今いただきました御質問に対し

て説明させていただきまして、幾つかに関して団体のほうから御説明いただく必要がある

部分もありますので、おって団体から補足いただければと思います。 

御質問は３ついただきました。１つ目としては、従事者の数。２つ目は、受験要件として２

号、３号の扱いの部分、３つ目としては OSCE、または臨床実習指導者、それらについての

御質問だったと受け止めさせていただいています。 

１つ目の従事者の数に関してですが、資料２の３ページ目で示させていただきました従事

者の数、あくまでもこれは病院、診療所の中での従事者の数になっていまして、御説明の中

でもここに関しては医療施設のみのことをお伝えしており、メーカー等で働いている数の

ほうが多い義肢装具士はこの資料だけでは不足することから、参考資料４で団体からの補

足説明を後ほどしていただけばと思います。 

次に、２号、３号に関してです。資料２の２号、３号に関しては６ページ目、７ページ目に

付させていただいておりますが、御指摘のとおり、これは法ができてから学校自体が２号、

３号を使って新設されるということが今までございませんでした。これをつくっていると

いうのも、この職種を立ち上げるときに重要性、必要性という意味合いで、いろいろな方向

性から間口を広げて取り入れていくというためのつくりになっております。 

こちらについては今後どうするかというところは、まさに団体からの御意見というのも踏

まえながら進めていくことにはなりますので、団体の御意見を次にいただければと思いま

す。 

３つ目の御質問で、臨床実習前後の評価等のお話が出てきたかと思います。医師ではこれに

あたる OSCE というのは既に確立されて行われていますが、医療関係職種では臨床実習の

前後の評価、または実習後の評価というのがまだ十分に行われていない状況となっていま

す。 

これまでは医師が行っていた教育の中で取り入れているものを医療関係職種も順次取り入

れる傾向がありました。厚労省としても臨床実習に送り出す学生の質を担保するという意

味で、その評価を行っていくのは必要かと考えているところではあります。 

今回に関しては、要望の中でこの部分は触れられていないことから資料には入れていない

というふうに見ていただければと思います。今後、御検討いただくのは必要かと厚労省とし

ては考えているところでございます。 

また、臨床実習に関して、私のほうから補足説明にはなってくるのですが、資料４の７ペー

ジ目をお願いします。 

ここで書いている「望ましい」というのは、あくまでも臨床実習の講習会を受けることが望

ましいということで、講習を必須とするわけではありません。また配置は義肢装具士の５年

以上の勤務経験を有する者、または福祉用具の専門の分野で５年以上の実務経験を有する

者のどなたかの配置を求めるものとしています。 
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指導ガイドラインの中の臨床実習指導者に関して要件として、「医師または義肢装具士とし

て５年以上の実務経験を有する者」というのが定められています。ここにさらに要件を追加

し、臨床実習の指導者研修を受けることを義務づけるかどうかということが要望として追

加されていると認識いただければと思います。 

事務局からの補足は以上になります。 

○太田医事専門官 ２点目の法律のところについて若干補足させていただきますと、14 条２

号と 14条３号に該当する養成所は存在していないので残しておくかの議論もということで

すけれども、法律なのでどうしても国会の審議が必要になる。変えるとなれば国会の審議が

必要となるということは御理解いただければと思います。 

これから見直しを図るガイドラインとか指定規則の改正というものは、技術的なこと申し

ますと、省令の改正とか通知の改正なので法律と違った手続きとなることを念頭に入れて

いただければと思います。 

補足は以上です。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

あとは、ただいまの事務局からの説明に補足で団体からということで、また野坂先生か、あ

るいは早川先生からありますでしょうか。職種の養成の問題であるとか。 

○野坂構成員 この資料の御説明は早川先生にお願いしたほうがいいかなと思いますけれ

ども、いかがでしょうか。 

○江頭座長 では、早川先生、もしよろしければこの辺の背景を教えていただければと思い

ますが。 

○早川構成員 では、私のほうからはこの資料ではなくて義肢装具士の臨床実習の件に関し

て、実際の実習は現状どのように行われているのかについてお話をさせていただきたいと

思います。 

今、出していただいています参考資料の５を基にお話をさせていただきます。 

まず臨床実習なんですけれども、受け入れていただいた施設に学生を配置するのですが、こ

れ自体は全国の 10校が集まっている教育者連絡協議会で実習施設の調整を行っている状況

になっています。それで、実際に受入施設に行く学生ですけれども、全国いろいろなところ

の実習施設に行くことになります。各学校で指定している期間が５週間から７週間と若干

ばらついているんですけれども、その中での実習となっています。 

実際に義肢装具士の臨床実習ですが、義肢装具士に帯同して今のところは見学実習中心、そ

れから実技に関しては製作実習を行っていくことになります。ちなみに義肢装具士の１日

のスケジュールですけれども、左の表、患者対応中心の PO と、それから製販一貫性の PO

として参考資料に載せてあります。実際に統計資料を確認しようと思って調べてみたので

すけれども、そういう統計資料は文献等でもなかなかなくて、ここでは臨床実習に行った学

生の報告書より業務の一例を示しています。 

上は、主に患者対応を中心として、製作は施設内の義肢装具の製作技術者などに依頼する業
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務形態になります。 

下は、自身が対応した義肢装具は自身で製作をする業務形態になって、これを一般的には製

販一貫性の PO というふうに呼んでいます。 

実際の義肢装具士の業務ですが、所属の施設、これは義肢装具の製作施設が主になるんです

けれども、そこから病院ですとか医院、あるいはリハビリテーションセンター等に移動して、

義肢装具の採型ですとか適合の業務を行っております。 

この移動に関しては、時には数時間かけて行うことがありますが、臨床実習ではその義肢装

具士に帯同して義肢装具の採型ですとか適合を勉強することになります。多くの臨床実習

の指導者は、この移動する時間を使って臨床業務のフィードバックを行っています。 

したがいまして、義肢装具士の臨床実習ではこの時間も臨床実習時間として考えています。

また、会社に帰る時間ですけれども、定時で帰れることもありますが、多くの場合には定時

を超えての帰社というのが一般的になっているような形になっています。 

患者対応中心の義肢装具士は、当日に採型ですとか仮合せをした義肢装具製作情報を中の

製作技術者の方に伝達するですとか、伝票の整理、あるいは翌日の適合製作物のチェックの

業務を行っています。また、製販一貫性の義肢装具士の場合には、これらの作業に加えて場

合によっては義肢装具の製作を行うこともあります。 

ちなみに、この左の例では 22 時まで残業、先ほどの二宮構成員からのお話もありましたよ

うに遅くまで残業をされているところもあるということになります。 

義肢装具士の養成校の臨床実習では、いずれの形態でも病院ですとか医院の作業状態によ

って臨床実習への帰着という時間が非常に遅くなることもあることがあります。ですので、

一般の病院で定時での実習が終わるということはなかなか望めないということがあります

ので、これらも含めて 40 時間というのをまず基本的な実習時間、それから先ほどの野坂構

成員からも御説明がありましたように、学生の負担等を考えて 45 時間以内の実習にしてい

ただきたいということになっております。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

臨床実習の実態ということで、残業の話がいま一つ、二宮先生に御説明いただいたときはそ

うなのかなという感じだったのが、これを見ると、こういう状況なんだということが読み取

れるということで、これを前提にこれでいいのかということもあるんですけれども、議論し

ていきたいと思います。ありがとうございます。 

少し途中になりましたけれども、浅見先生、取りあえずよろしいでしょうか。 

○浅見構成員 今回、法を変えてまでという気持ちはありません。ただ、資料を見た上でそ

ういうことが気になりましたので、今後の方向性をお尋ねしたという次第ですので、よろし

くお願いいたします。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

あとは、全体的なところではいかがでしょうか。時間も大分過ぎていますので、各論点のほ

うに移らせていただいてよろしいでしょうか。 
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緒方先生、お願いいたします。 

○緒方構成員 すごく漠然とした質問で、全体ということであればさせていただきたいので

すけれども、一応、国家試験の試験委員の委員長をしておりますので、これらを踏まえたカ

リキュラムが行われるのは 2024 年ということで、その先の試験だと 27 年ということです

から私が委員長をやっていることはまずないと思いますし、どうなっているか分からいと

思うのですが、ちょっと気になるのは、このカリキュラムの変更に伴って将来的に試験内容

の変更、あるいは分野の変更、特にさっきの浅見先生の御質問と関連するんですけれども、

実習が倍以上増えているということになると、臨床実習に対してのペーパー試験というの

はなかなか難しい面もありますし、理学療法士のほうではその辺は特段変えてきてはいな

いようですけれども、義肢装具士の試験の内容として臨床実習に沿ったような問題に変え

ていく方向性があるのかだけ教えていただければと思います。 

○江頭座長 では、事務局からお願いいたします。 

○医事課（板橋） 事務局です。 

先生の御指摘のとおり、教育の内容が変われば国家試験の出題の内容も変更することにな

ります。 

ただ、一方で、それが今どうなるかということは担当している会議自体が異なるということ

になりますので、今の時点でこちらから言えるところがあまりないと御認識をいただけれ

ばと思います。 

傾向としては、応用的な内容を入れるなど医師でもやられているような対応を今後取られ

てくるかと思いますが今後を注視いただければと思います。 

○江頭座長 先ほど浅見先生から御質問があった OSCE みたいなものは、医師の場合だと国

家試験ではないんですけれども、卒業時にこれから要求される可能性もあるということで、

まだ何も決まっていないんだと思いますが、そういった方向性はありかなというふうに個

人的には思っています。 

要するに、何の能力を測りたいのかということで試験の形態も変わってくるので、ペーパー

テストで全て測れるわけではないというのは大前提としてあるかと思いますし、一方で実

技を入れるのは非常に大変だという現実的な問題もありますので、その辺の兼ね合いでま

た今後検討していくことになるのだろうと思います。ありがとうございます。 

それでは、一旦ここで全体的なところから各論といいますか、４つの論点についての討議に

移りたいと思います。 

では、資料４の論点のところを出していただけますでしょうか。 

まず、最初に次のページです。先ほど既に１単位 40 時間というところの趣旨については御

説明いただいたかと思いますけれども、改めて臨床実習の１単位の時間数見直しに関する

事項でよろしいんですよね。これが一番先に論点として挙げさせていただければと思いま

す。 

自己学習、単位の考え方というのはいつもよく分からなくなるんですけれども、もともとい
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わゆる講義、演習については１単位 15 から 30 時間ということですね。それから、実験、 

実習及び実技については 30 から 45 というのがいわゆる大綱か何か出てきた単位の基本な 

考え方ということになるのですが、それはそれとして、先ほどの御説明のような状況があ 

りますので、ここで 40 という数字をあえて明示してはどうかというような趣旨なのかなと 

いうふうには理解しているところになります。 

いかがでしょうか。改めて、この点について御意見があれば。 

では、事務局からお願いします。 

○医事課（板橋） 事務局です。 

先ほど参考資料５を説明いただきまして、今回の要望のところと絡めて事務局で確認した

いことがあり、発言させていただければと思います。参考資料５を開いていただけますでし

ょうか。 

先ほどの説明で、現在の実習時間外のところを表として表していただいています。８時半か

ら移動の時間を含めて 22時までというのが一番長いところの表にはなっていると思うので

すが、その間も移動の時間というのもフィードバックを行うから実習の時間外というとこ

ろでやられている部分に含まれるということですね。 

それで、要望の中で 40 から 45 時間と言っていた、その間の５時間のところにこの移動の

部分が含まれるような考えかと思うのですが、これは野坂先生に確認になるんですけれど

も、要望として言われているものは１単位を 45 時間から、40 から 45 というふうに変えた

いというもので、現状の実習の形態を抜本的に変えることを言われているのか、それとも単 

位数の枠をこのまま１単位 40 から 45 に変えて１週間での見方というのをやめるという考

えをされているのか。どちらのことを示されているのか、資料として分からなかったので教 

えていただけますでしょうか。 

○野坂構成員 私の認識では１週間、企業によっては 40 時間というところもあれば 45 時間 

というところも実はあるんです。それで、基本的な考え方としては、月曜日から金曜日ま 

で８時間を５日間、実習を行えば 40 時間に達するので、土曜日が休みの企業に行った場合 

でも１週間で１単位をクリアできるという一つの狙い、それから土曜日も半日勤務という 

か、実習をして行っても１単位ということで、週単位でクリアできるようなことを狙って 

40 から 45 というふうに書かせていただいております。 

それで、先ほど二宮構成員が言ったように、夜遅くまで日常業務として常に行っているとこ

ろにおいては間に休みを設けてあげるとか、そういう配慮もぜひこの機会にやってもらい

たいということも含めて提案させていただきました。 

○医事課（板橋） すみません。重ねての確認になってしまうのですが、事務局です。 

そうすると、１日の中でやる実習の時間というのはあくまでも変えずに、間に時間を設ける

とか、そういうことですか。 

○野坂構成員 １日単位で言うと、凸凹があるのかもしれません。８時間やる日もあれば、

10 時間実習を行う日もあるかもしれません。 
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○医事課（板橋） では、週の中で５日間やるわけではなくて、１日の時間が 10 時間とか 

長いときがあれば、週５日ではなく３日とか４日とかで収めていただくようなスケジュー

ルにしてほしいということですか。 

○野坂構成員 そういうスケジューリングをしてもらいたいという要望であります。 

○医事課（板橋） それは、各学校に対して実習に送り出す学生さんたちのスケジュールを

組むときに調整するようにという、そこに対してのメッセージということですか。 

○野坂構成員 基本的には受け入れる臨床実習先が管理をするので、そこの企業にお願いす

るときに、従前の方法ではなくてマックス週 45 時間を超えないような取扱いをお願いした

い。こういうような場合には実習を早目に切り上げるとか、そういうことの配慮をして学生

が過度な実習にならないようにという配慮をしてほしいということを要望として出して、

最終的には製作施設のほうで管理をしてもらうということになるのではないでしょうか。 

○医事課（板橋） もう一つ確認になってしまうのが、１単位 45 時間というのは決まってい

ますけれども、１単位は１週間だというような運用上でやられているような取決めでして、

国のほうで何か示しているものというのは一切ないんですね。 

ただ、そこはあくまでも運用上のところで１単位、中身の時間数を変える。それで、運用上

のところは今までどおり１週間という流れの組み方でやりたいという認識で言われている

ということでよろしかったですか。 

○野坂構成員 私は、そういう認識を持っております。教育者連絡協議会の早川会長さん、

どうでしょうか。 

○早川構成員 発言よろしいでしょうか。 

○江頭座長 お願いします。 

○早川構成員 私としては、１週間に１単位ということではなくて、あくまでも 40 から 45

時間１単位ということで対応してもらいたいというところです。スケジュールを組むとき

に、たまたまその１週間というのが今のところは１単位に当てはまるような状況になって

いますので、それは各学校、それから受け入れていただく施設との調整で考えていただくの

がよろしいのではないかと思っています。 

こんな回答でよろしいでしょうか。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

実習を受け入れる立場の構成員の先生から何かありますか。二宮先生からは先ほどいただ

きましたが。 

○二宮構成員 今、聞いていましたところ、野坂構成員と早川構成員の考え方がちょっと違

っているような気がしますけれども、それは内部で調整していただいて統一した見解を出

してほしいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○野坂構成員 全て１週単位ということではなくて、実習を２回に分けて組んでいる養成校

が多いと思うのですけれども、４単位６単位とか、５単位５単位という実習を考える上で、

それを５単位であれば５週という感覚で行っていることが現状は多いと思うので、その中
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で 40時間以上 45時間未満で５単位をお願いするということで企業側とやり取りをすれば、

例えば５週前にこの時間を十分超えてやっているので早目に切り上げても単位はクリアし

ているというところで、製作施設と学校側でのやり取りが確認できればいいということで

は週単位ではないのかもしれません。 

トータルということではきっと変わらないと思うんですが、ただ、受け入れる養成施設側か

らすると週単位で考えたほうが考えやすいかなと思って例を挙げただけであります。 

よろしいでしょうか。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

そうすると、基本的には早川先生と同じ考え方ということでよろしいでしょうか。 

○野坂構成員 はい。 

○江頭座長 いかがでしょうか。 

○二宮構成員 どうしても実習生というのは、最初に何週間来ますというふうに日程が決ま

って会社に来るんですよね。例えば、６週間お願いしますと言って来るんです。それで、時

間というのは出来高なので、何時間やったかというのは分からないです。出来高で、本当は

６単位だけれども７単位になっちゃったよ、８単位になっちゃったよということが起こる

かもしれませんけれども、私としては最初に１週間を１単位と決めて、それで時間数をこち

らで調整するというほうがすっきりした考え方でいいんじゃないかなと思って、最初の野

坂構成員の話のほうが分かりやすいなと思った次第ですけれども、いかがでしょうか。 

○江頭座長 いかがでしょうか。 

私の個人的な感覚だと、１週間１単位というようなことを書くこと自体ができないんじゃ

ないかと思うんですけれども、そこは運用でやっていただく内容で、このカリキュラムとい

うか、ガイドライン上にそれは書けないんだろうなというふうには思います。 

もう一つは、もしかしたらやはり受入側にもいろいろなタイプがあって、それに応じて１週

間が１単位みたいなことではないほうがいいところもあるのかなというのもあるので、そ

の辺の共通をクリアしなければいけないのがこのカリキュラムだと思いまして、そこで単

位制というのが出てきているということかと思いますので、どちらかというと今のお話は

学校側と受入先の中での話合いの中で調整いただくということがいいのかなという気がい

たしました。いかがでしょうか。 

ですので、あくまでもやはり単位は単位ということで、これが１週なのか、２週間なのか、

週に２回やるのか、それはいろいろなパターンがあっていいんじゃないかと思いますので、

ここでは１単位がどうなのかということを決める以上のことはできないかなとは思ってお

ります。 

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

二宮先生、お願いいたします。 

○二宮構成員 今の考え方で結構だと思います。 

○江頭座長 ありがとうございます。 
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ほかはいかがでしょうか。40 から 45 ということで、一方でその趣旨というのはある程度伝

わり得るのか。学校の中でよくその辺の共通理解というのを協会の中でやっていただくと

いうことでいけるかなという気はいたしますけれども、もちろん実習先ともよく調整をし

ていただくということでよろしいでしょうか。 

文言もこれで大丈夫ですか。何となく時間は、以上と以内というのをそろえてもいいのかな

という気もしましたけれども。 

○医事課（板橋） 事務局です。 

今、団体のほうから挙げていただいている文言の書きぶりに関しては、理学療法士作業療法

士で使われているのと統一したような書きぶりになっています。理学療法士作業療法士に

関しては、実習時間外で宿題関係は莫大な時間を使って毎日やらなければならないという

状況にありました。そういった背景があり、宿題の数というのがあり過ぎると、今後別の内

容のところに支障を来すという意味合いで、臨床実習中での時間外の学習に制限を設ける

というアッパーをつけるための書きぶりになっているんですね。 

今回の義肢装具士からの要望のものに関しても、実習時間外の内容についてアッパーを設

けるような書きぶりでの提案という形になっていますので、それでよろしければこのまま

進めさせていただいて、それとはまた別の意味合いがあるということであれば、事務局とし

て改めて違う書きぶりのところを提案させていただければと思います。 

○江頭座長 よろしいでしょうか。基本的な考え方ということで、今日はこの方向である程

度、合意はいただいたかと理解いたします。 

では、時間もあるので、少し次の論点にいきたいと思います。もし、何かまた考えがあれば

後で御発言いただければと思います。 

では、２つ目の論点ですが、これは科目の見直しと言ってしまうと正確な用語ではないかも

しれませんが、そういうことになります。基本的に、まず基礎分野、専門基礎分野、それか

ら専門分野というふうに大きく３つの分野に分かれていて、御説明いただいたとおり、専門

基礎分野で疾病と障害の成り立ちというところでいろいろな扱う病気が増えてきていると

いうこともあって、そこを増やしてはどうか。それから、その下の保健医療福祉とリハビリ

の理念は減らす方向でしょうか。 

専門分野のほうについては、基礎のほうが少し単位が多いので２つ減らし、その代わり応用

のほうに持っていく。その代わりということではないんでしょうか。応用のほうは少し増や

す。それで、内容は福祉用具というのが非常に重視されるようになってきているので、義肢

と装具と福祉用具学という形に明確に３つに分けて、それぞれこういうふうに単位を割り

振ってはどうかということですね。 

教育目標についても、かなり具体的に明確に書いていただいているのかなと思います。 

それから、やはり一番大きなあれかもしれませんが、臨床実習が４から 10 というようなこ

と、それから福祉用具についてはこちらにも実習をしていただく。後でまた実習指導者の話

が出てきますけれども、これを入れ込むというところの変化で、結果的に第１項のものです
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が、93 単位が 100 単位に増えるという形になります。 

こちらについて御意見でも御質問でも結構ですが、いただければと思います。いかがでしょ

うか。 

浅見先生、お願いいたします。 

○浅見構成員 浅見です。よろしくお願いいたします。 

臨床実習が非常に増えていて、とてもいい方向性になっていると思います。 

それで、１つ思いましたのが、今回新しい技術をということで、3D カードとか、3D プリ

ンターとか、そういう勉強もしましょうということで、それもとてもいいことだと思うんで

すけれども、リハビリテーションロボットとか介護用ロボットのロボットという記載が全

く出てこなかったのがちょっと不思議に思いましたので、今ロボットは医療にも介護にも

使われている状況の中で全く出なかった理由と、カリキュラムもしょっちゅう改定にはな

らないでしょうから、どこか少しでもそういう言葉を入れていただいたほうがいいかと感

じたのが１つです。 

もう一つは、臨床実習が非常に増えたのはとても喜ばしいことで、座学といいますか、具体

的な勉強の中では義肢学、装具学、福祉用具学と分かれているんですけれども、臨床実習の

中にも全体で 10 単位になっていますが、それも運用といいますか、中での取決めでもいい

のかもしれませんけれども、臨床実習の中で実際に義肢学、装具学、福祉用具学、それぞれ

何単位ずつぐらいとか分けていただくと、その実習先もその分をしっかり指導しないとい

けないかなと思っていただけるのではないかと思いまして、その辺りを質問さていただき

ました。 

○江頭座長 ありがとうございます。重要な御質問だと思います。 

最初のほうのお話でロボット工学みたいなところですが、野坂先生お願いいたします。 

○野坂構成員 今、浅見先生が御指摘いただいたリハビリテーションロボット分野につい 

ても十分必要だということの認識をしておりまして、福祉用具学という分野の中に当然そ 

こは含まれてくるだろうと思うので、概要の中にそこは追記したほうがいいのかもしれま 

せん。御発言を聞いて思いました。 

それをないがしろにしようということの意図はさらさらありませんので、そこは正確な話

をすると治療用のリハビリテーションロボットもあるので、リハビリテーションロボット

と一くくりにしていいのかという議論は必要かもしれないですが、福祉用具のところでも

十分そこの技術は享受する必要があると思うので、そこは含めて考えておりました。 

○浅見構成員 ありがとうございます。 

１つは、義肢装具士の方は隠れた人数もあるというお話ではありますけれども、本当減って

いるんじゃないかしらとちょっと心配もしていましたので、学校の先生もですけれども、若

い方が、よりそのカリキュラムの中身を見ていただいて、より興味を持っていただくような

ことも必要かなと思いまして、それも含めて。 

○野坂構成員 ありがとうございます。 
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２つ目がとても重い内容なのですけれども、義肢学と装具学と福祉用具を臨床実習の中で

この配分に合わせてやるべきだという御指摘をいただいたのですが、今、学生を全国の製作

施設に臨床実習を送っておりますけれども、受入先においての内容が非常に装具に特化し

た企業で義肢をあまりやっていない企業等も当然あるわけです。 

臨床実習の中で学生に実践力というか、臨床力というか、物を考えるということでの実習を

させるという意義を十分理解をして指導していただいている企業もたくさんある中で現状

で義肢も装具も福祉用具もというとかなり特定の、全国の中でも比較的大きな製作施設し

かそういう比率で教えられるところがないので、実情を鑑みると、目的としては義肢学、装

具学、福祉用具学を時間配分を通じて専門的な教育をするというよりは、臨床力を高めると

か、コミュニケーション能力を高めるとか、多職種のチームアプローチを十分理解するとか、

そういうところに主眼を置いていかないと成り立たないのかなと思っていますので、それ

は将来的にはしたいと思っているのですが、現状ではちょっと書けないかなと思っており

ます。 

○浅見構成員 ありがとうございます。おっしゃるとおりだとは思います。 

やり方としては、例えば１症例ずつは必ずケースを提示しなければいけないとか、そういう

やり方ぐらいでしかないのかもしれないと思いますけれども、ありがとうございます。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

また将来的に見直しなどもありますし、そういった課題があるということはぜひ記録いい

ますか、継続審議ということにはなろうかと思います。ほかの職種でも、そういう議論は確

かにあったと思います。何を何単位みたいな感じですね。あるいは、これは必須で入れるこ

と、選択必修と必修みたいな形でもいいのかもしれないですけれども、今回はそこまではま

だ難しいだろう。まずは増やして現状を見ていこうというような現実的な案を出していた

だいているんだと思います。 

ほかはいかがでしょうか。この科目と単位全体の見直しというところですが、よろしいでし

ょうか。 

○医事課（板橋） 事務局から、この部分に関して確認させていただければと思います。 

臨床実習の時間数を２倍以上というような形で、今回急激に増やすことをしようとしてい

ます。一方で、単位数が 45 時間から、40 から 45 というような形で１単位分が少なくなる 

わけではありますけれども、全体の総数としては増えることを予定している。 

それで、各学校の状況というのを要望書の中で資料としてつけていただいていると思うの

ですが、現状、専門学校とかは４単位でやられているところもあります。それが今回 10 単

位というような増え方をして、各学校大丈夫というような認識でいいのでしょうか。 

○野坂構成員 野坂から説明してもよろしいでしょうか。 

要望書の 38 ページに全国の臨床実習の単位数が書かれておりますけれども、現状、全ての

養成校を確認しますと、臨床実習は北海道科学大学は必須が６単位、選択６単位で選択すれ

ば 12 単位ということになります。 
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北海道科学大学だけ全ての学生が 10単位以上というのをクリアしているわけではないんで

すけれども、実は神戸三田校とか日本聴能言語福祉学院が必修４単位と書いておりますが、

これ以外に 10 単位を超えて実習をやっているというのが実情なんです。ただ、書いてしま

うと問題があるということで書いていないんですけれども、したがって北海道科学大学以

外の学校においては 10 単位以上の臨床実習というのが実情に合っているということで、ぜ

ひそのように実情に合わせて 10 単位にしてほしいというのが１つです。 

北海道科学大学においても、１人の学生を１週間実習に行かせても義肢装具士分野の教育

においては１人当たり 2,000 円しか製作施設に費用を払っていないというのもあって、あ

まり費用が大きく膨らむということがないということと、北海道科学大学内からも了解を

得ているので、臨床実習を 10 単位に増やすことに関しては 10 校全て了解をいただいてい

るのが現状であります。そういう説明で御理解いただけますでしょうか。 

○江頭座長 ありがとうございます。現状では、もう既に現場ではやはり必要性というもの

を認識して増やしていただく。 

浅見先生、お願いいたします。 

○浅見構成員 野坂構成員にお尋ねしたいんですけれども、実際は 10 単位なのに、なぜこ

のデータではこんな数字になるのでしょうか。 

○野坂構成員 昔から２回に分けて臨床実習をずっと送っておりました。大綱化の前から実

は５週、５週とか、４週、６週というのをずっと養成校は続けてやっているんですけれども、

大綱化になって急に４単位以上ということになってしまって、いきなり半分に減らすかと

いうと、やはり現状ではもっと臨床実習が必要だということで、大っぴらには書けないんで

すが、たくさんやっているのが現状ということで御理解いただけますでしょうか。 

○浅見構成員 すみません、大っぴらでないことをお尋ねしてしまいました。 

○江頭座長 講義などと違って、臨床実習はやはりなかなか単位とか時間とかいうものの管

理は難しいところはあるかと思いますし、その辺を今回改めてきっちりと定めて標準化、オ

ープンな形にしていこうというのも一つの趣旨になるのかなとは思います。ありがとうご

ざいます。 

それでは、よろしいでしょうか。この論点の２つ目については、基本的にはお認めいただい

た。大綱方針としてはお認めいただくというか、御意見をいただいて大体問題ないだろうと

いう形かと理解いたしました。 

では、時間もありますので、次の論点で、これは必要な器具類、ハード面ということになる

かと思います。これは御説明いただいたとおりで、様々なデジタル機器などを既に多分入れ

ていただいているんだろうと思いますけれども、改めてこういった形で整備をしたという

ところかと思います。これはいかがでしょうか。デジタル機器、それから先ほど来出ている

福祉用具ですね。三次元動作解析装置、これもどんどん進化しているのだろうと、私はあま

り詳しくはないんですけれども。 

二宮先生、お願いいたします。 
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○二宮構成員 最後に「福祉用具（車椅子・歩行補助杖・座位保持装置以外）」というふうに

書いてありますが、この座位保持装置以外というのはどういった項目なのでしょうか。 

教えていただきたいと思います。 

○野坂構成員 野坂から説明してもよろしいでしょうか。 

○江頭座長 お願いいたします。 

○野坂構成員 要望書の中には書かせていただいたんですけれども、重度障害者の意思伝達

装置とか、介助用リフターとか、フローテーションパッドとか、補装具の中に書かれている

けれども義肢装具ではない福祉用具というか、補装具と言われる分野を網羅したいという

のが１つであります。 

あとは、比較的安価なものであればリハビリテーションロボットとかも考えていただけれ

ばと思いますが、リハビリテーションロボットに限ってはレンタルリースが多いのでちょ

っと書きづらいかなというところはあるかと思います。 

○二宮構成員 この書き方でいうと、座位保持装置は置かないというイメージでしょうか。 

○野坂構成員 そうではなくて、もともと上に実はあるんです。車椅子、電動車椅子、座位

保持装置というのはもともとあるので、そこをいじらずに書きました。 

○二宮構成員 分かりました。 

○江頭座長 恐らく、資料の作り方を個表にしてしまったのでメッセージが分かりにくくな

っているかと思います。そこは、またどういう形で見せていくかというのは事務局でも検討

していくことになると思います。 

ほかにお気づきの点ありますでしょうか。これを入れたらどうかとか、この表現が分かりに

くいとかというところで、大体クリアでしょうか。何を指すのかというのは多分、先生方は

もう御理解いただいていて、私はよく分からないところもあるんですけれども。よろしいで

しょうか。 

では、こちらについても少し表現はこれでいいのかということは検討いたしますけれども、

大枠としてはこの方向でということで進めていきたいと思います。 

私の進行もあって、今７時でもう時間になってしまったのですが、重要な会でもあるので、

もしお時間が許すようであれば少し延長してしっかりと意見を聞いていったほうがいいと

いうことなのですが、そういうことでも大丈夫でしょうか。もしお時間がということであれ

ばそちらに行っていただくということで、お時間が許すようであれば御参加を引き続きい

ただければということでございます。 

緒方先生、お願いします。 

○緒方構成員 次の会議がもう入っているので、10 分ぐらいで終わらせていただければ助か

ります。すみません。 

○江頭座長 了解いたしました。ありがとうございます。 

そうすると、今の器具についてはよろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。 

では、続きまして臨床実習指導者の要件ということで、まず既に表現の問題がちょっと 
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分かりにくいということで御指摘いただいておりますが、論点としては福祉用具専門分野

の実務経験者が臨床実習の指導者になるのに当たって必ずしも講習会を受けなくてもよい

ということと、それから資格が必ずしもあるわけではない方が指導する可能性があるとい

うところですね。それは少しどうなんだという意見を既にいただいているところかと思い

ます。 

それから、２つ目の○については１つ目の○をどう考えるかということにもよりますけれ

ども、義肢装具士だけでなくて、指導者はこの講習会を修了していることが望ましいという

意味合いなのかなと思いますので、ちょっとここは表現を変える必要があるかと思います。 

それから、その後も関連するところで、実習指導者講習会というものについてはその後で現

状こんな形でやりたいということを既に企画をいただいているということで、これは２つ

の団体が共同でやられる全国レベルの講習会というものにそれぞれの実習の指導者に参加

いただくという形なのかなと思っております。こういう形でいいのか、もう少し何かこうい

うことをやったらいいんじゃないかとか、そういうことも含めて、それ以外の論点も含めて

御意見いただければと思います。いかがでしょうか。 

緒方先生、お願いいたします。 

○緒方構成員 資料３の臨床実習指導者要件の見直しに近いんですけれども、野坂先生が御

存じのとおり、これは協会と学会の問題になってしまうのですが、学会のほうでは今、実は

義肢装具専門医、医師に対してというのと、義肢装具士さんに対しては義肢装具学会認定士

という制度を３年ほど前からつくっていて、ある程度認定資格というものをつくっている

のですけれども、この資格とこういった指導者との関連というか、どういう位置づけにして

いくのか、ちょっと教えていただければと思います。 

○江頭座長 医師についてということでよろしいですか。 

○緒方構成員 野坂先生は御存じだと思うのですけれども、医師に対しては、これは正直、 

専門医の２階建て的な意味合いもあって義肢装具の専門医をつくったというのと、それか

らもう一つは義肢装具士さん向けにやはりある程度認定施設をつくろう、資格をつくろう

ということで日本義肢装具士学会の認定士というのをつくったので、これはこれでもちろ

ん単独でいくのか、あるいはこういった指導者との関連として位置づけるのか、その辺のビ

ジョンがもしお分かりであれば教えていただければと思います。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

これは、また野坂先生でよろしいですか。 

○野坂構成員 御指名をいただいたので、義肢装具学会が今、運用されている認定試験に関

しては有資格者のみが対象者なので、今回我々が提案させていただいた福祉用具専門分野

にも学生を行かせたいという思いが結構あったものですから、義肢装具学会が運用されて

いる認定制度とは別個に今、考えております。 

したがって、必ずしもそこでの資格がなくても、医師や義肢装具士が５年以上の実務経験を

有する者、または福祉用具の５年以上の実務経験を有する者ということで考えておりまし



 

35 

 

た。 

先ほど浅見先生の提案されたように、福祉用具について多くの先生方が臨床実習指導者講

習会を受講しなければ認めないという御指摘があれば、それはそれでもありかなと、私自身

は個人的には思っております。 

以上です。 

○江頭座長 私のほうからも質問になるのですが、緒方先生が今、言及された専門認定医、

あるいは認定のスペシャリティーのところは、現状、数としては十分実習ができて、その方

たちだけで十分賄えるぐらいの数が既におられるということになりますでしょうか。どれ

ぐらいの規模なのかということです。 

○緒方構成員 緒方のほうからお答えさせていただきますと、これは制度ができて３年ほど

で、毎年 40 名から 50 名ほど認定しています。それから、１年目は特例ということで、既

にある程度の経験のおありの方は自動的に認定していますので、詳細な人数は私ははっき

り申し上げられないんですけれども、多分 200、300 名ぐらいはいるのだろうと思っており 

ます。 

こんなものでよろしいでしょうか。多分、300 前後だと思います。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

それで実習の指導が賄えるかどうかというのは、ちょっと私もぴんとこないのですが。 

○野坂構成員 実は、義肢装具士の臨床実習先の多くは製作施設に行かせている関係があっ

て、義肢装具学会が今、認定している方々というのは比較的、医師、理学療法士、義肢装具

士、多職種で資格を取られていて、義肢装具士に限定するとうんと少なくなってしまうので、

臨床実習指導者にこの要件を入れるとかなり厳しいというのが現状だと思います。 

○江頭座長 了解いたしました。現実的なところということですね。 

浅見先生の前に、事務局からお願いします。 
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○医事課（板橋） 事務局です。すみません。 

立てつけのところですけれども、臨床実習指導者に関して中身が臨床実習を指導するに当

たっての教育の目標はどういった形で設定するべきなのかとか、ハラスメントの行為とし

てはどういったものなのかとか、プログラムの理念とか制度ですね。そういったところを認

識した上で教育していただきたいというものになっていて、職種の専門性のところを問う

ようなものというよりも、指導する本当に教育の部分を行っていただくものになっている

んですね。 

医師でいえば、プログラム責任者講習会というのが病院長に対してあると思うんですけれ

ども、あれがスライドしてきたものというように認識していただければと思います。 

以上です。 

○江頭座長 今のは、指導医講習会ということですね。 

○医事課（板橋） そうですね。臨床実習指導者講習会として、医療関係職種では今、言わ
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れているような形のものは、医師で言い換えればこの指針の案のものを丸々そのままプロ

グラム責任者講習会の指針というふうに見ていただければと思います。 

○江頭座長 では、浅見先生お願いいたします。 

○浅見構成員 先ほど野坂構成員も発言していただいたのですけれども、今の資料のもう一

つ前ですが、私は個人的には福祉用具の指導者としては先ほど事務局から御説明もありま

したように、この臨床実習指導者講習会というものが何を講習するのかというのは、人とし

てあるべき姿というところもあって、指導者としてやはりあるべき姿も学んだ方が指導す

るべきではないかというふうに私は個人的には思います。 

それで、下のほうを見てみますと、やはり指導者講習会を修了した者とか、他の職種のとこ

ろとか、望ましいとか、せめて望ましいぐらいに、すぐにはそういう方々がそろうとは思い

ませんので、やはり記載をしていただきたいと思います。 

先ほど緒方構成員がおっしゃったように、そういうリンクができれば一番いいと思います

けれども、多分、今はまだ少ないので、国家資格を持った義肢装具士の方、国家資格を持っ

た医師が指導するのであれば、それはそれだけの勉強をしてきた方々なので、指導者として

はそれで今回はいいのかなと思います。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

御指摘のとおりだと思います。全ての職種がいずれは必須化されていくということですし、

その辺のスペシャリティーの要件というのも場合によっては入ってくるだろうと思います

が、時間軸の関係で少しそれに至るまでにはそれぞれ時間がかかってくるだろうというこ

とを反映した今回の提案というふうに御理解いただければと思います。 

緒方先生、時間がもうちょっとかかりそうな感じもありますので、もしあれならば御退席と

いうことで、後ほど議事録等は送るという形でまた御意見お寄せいただければと思います

ので、適当な時間に抜けていただければと思います。 

○緒方構成員 ありがとうございます。適当な時間に退席させていただきます。 
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○江頭座長 申し訳ありません。 

あとはいかがでしょうか。この臨床実習指導者の部分ですが、よろしいでしょうか。こちら

も受入側の先生方から何かあればと思いますが、よろしいでしょうか。 

事務局からはどうですか。大丈夫ですか。 

○医事課（板橋） 今いただきました御意見をまず事務局として持ち帰らせていただきまし

て、どういった形で修正がいいか検討させていただきます。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

私のほうから１点だけ、この指導者講習会の開催の準備状況というのは今どれぐらいです

か。具体的に、もう始まっているんでしたか。 

○野坂構成員 野坂から説明します。これをやるための委員会を発足した段階で、構成メン

バーが決まっただけです。 
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○江頭座長 そうすると、もうちょっと時間がかかるということでしょうか。 

○野坂構成員 そうですね。もうちょっと時間がかかるということで、一応来年を目標に 

準備をしていく予定にはしております。 

○江頭座長 ありがとうございます。そういう状況だそうです。よろしいでしょうか。 

あとは、４つの論点についてですが、全体を通じてのことでも結構ですし、最初の論点に戻

っていただいても結構ですが、最後ということで御意見がもしあればお受けしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

神村先生、お願いいたします。 

○神村構成員 あまり現場のことがよく分からなかったので、ずっと聞かせていただいてお

りましたけれども、やはり現状の在り方にどれだけすり合わせて制度をつくっていくかと

いうことになっているんだなというふうに拝見しております。 

ただ、その広がりの上に、さっき浅見先生がおっしゃったように、若い方がここに参入して

くるような魅力のある業界になるようにということを目指す方向性と理解しておりますの

で、今日の議論は大変そんなふうになっているんだなと納得しております。最後の感想でご

ざいます。 

○江頭座長 ありがとうございます。理想と現実をうまくバランスよく組み合わせていくと

いう形になるんだと思います。 

中川先生、お願いします。 

○中川構成員 お時間がないときに申し訳ございません。 

参考資料４で、協議会と義肢装具士協会から今回御提出した資料についてですけれども、一

部誤りがございまして、内容については問題ないのですが、『義肢装具士白書 2019』の発行

年月日を 12 月 28 日と記載するべきところを誤りがございました。この後、事務局のほう

に訂正したものを送らせていただきますので差替えをお願いいたします。 

以上です。 

○江頭座長 ありがとうございます。 
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ほかはよろしいでしょうか。 

野坂先生、お願いいたします。 

○野坂構成員 私の説明のところで訂正をするべきところをし忘れてしまったので、資料３

の中で今の中川構成員と同じように訂正箇所が２か所ございます。 

資料３の 31ページの装具学の第３項のところの数字が「６」になっていますが、これは「７」

に変更になります。 

次のページの臨床実習の同じく第 14 条３項の「８」という数字がございますけれども、こ

こは「９」になってトータル 52 ということで、指定規則の説明では 52 になっていたので

すが、ガイドラインのほうは間違えてございましたので訂正させていただきます。すみませ

ん。 
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○江頭座長 ありがとうございます。 

それでは、時間も延長してしまって本当に申し訳ございません。貴重な御意見ありがとうご

ざいました。 

締めの方向に向かいたいと思いますが、それでは今回いただいた御意見、内容について改め

て事務局のほうで整理をさせていただいて、次回のこの検討会で各論点に関する変更とい

いますか、修正案といいますか、そちらについての事務局提案というのを示していただき、

さらに議論を深めていただきたいと思っております。今日は、非常に貴重な議論ができたの

かなというふうに認識しております。改めて御礼申し上げます。 

以上をもちまして、本日の議題は終了ということになります。事務局からは何か追加ありま

すでしょうか。 

○太田医事専門官 次回の検討会の日程につきましては改めて御連絡させていただきます

ので、調整方よろしくお願いいたします。 

○江頭座長 そういうことで、本日は長時間にわたり、司会の不手際もありまして延長して

しまって申し訳ございませんでした。本当にありがとうございました。 

それでは、これで本日の「義肢装具士学校養成所カリキュラム等改善検討会」を終了とさせ

ていただきます。引き続き、よろしくお願いいたします。 

どうもありがとうございました。 
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2021-10-27 第２回義肢装具士学校養成所カリキュラム等改善検討会 

○太田医事専門官 定刻でございますので、ただいまから第２回「義肢装具士学校養成所カ

リキュラム等改善検討会」を開催します。 

本日はオンラインでの開催でございます。先生方には御多忙のところ御出席を賜り、誠にあ

りがとうございます。 

構成員の出欠についてでございますが、浅見構成員が用務のため遅れての御参加と伺って

おります。 

それでは、資料の確認をお願いいたします。資料１として「第１回改善検討会の主な意見と

事務局提案について」、それから、参考資料１から４として義肢装具士法等の法律、通知等

があります。 

不足する資料がございましたら、事務局のほうに御連絡いただければと思います。 

また、構成員の皆様へのお願いでございますけれども、御発言の際は、Zoom サービス「手

を挙げる」のボタンがございますので、クリックいただいて、座長の指名を受けた後にマイ

クのミュートを解除の上、御発言いただきますようお願いいたします。御発言終了後はマイ

クを再度ミュートにしていただきますようお願いいたします。 

以降の進行につきましては、座長、よろしくお願いいたします。 

○江頭座長 おはようございます。座長を拝命しております東京大学の江頭です。 

本日は２回目ということで、前回の議論を受けて議事を進めていきたいと思います。 

本日の議題ですけれども、第１回目の改善検討会の主な意見とそれに基づいた事務局提案

について。それから、２つ目がその他となっております。 

初めに、議題１、前回の主な意見と事務局提案ということで、事務局から資料１に基づいて

御説明をお願いできればと思います。よろしくお願いします。 

○医事課（板橋） 事務局です。 

それでは、資料の説明に移らせていただければと思います。資料１を御覧ください。第１回

検討会の主な意見と事務局の提案としてまとめているものとなっています。 

２ページ目に移ります。要望書事項の全体像として前回の検討会で出させていただいた資

料です。検討する項目としては、教育内容及びその単位数の見直しに関する事項。また、臨

床実習の在り方として、臨床実習の１単位の時間数について、臨床実習指導者の要件につい

て。そして、備品関係として教育上必要な機械器具、標本及び模型についての見直しを行う

としております。 

３ページ目に移ります。３、４ページ目に関しては、構成員の先生方からいただいた御意見

を各項目ごとでまとめさせていただいたものになっています。教育内容、備品、臨床実習に

関する内容と１単位の時間数、そして、指導者に関しての御意見をいただいています。これ

らについては５ページ目以降で個々の内容の御意見としてまとめている部分がありますの

で、そちらで説明をさせていただければと思います。 

それでは、５ページ目に移ります。５ページ目では改善要望を踏まえた臨床実習に関する見
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直しの方向性についてになりますが、構成員よりいただいた御意見としては、各養成施設は

臨床実習の必要性を容認し、ほとんどが 10 単位以上行っている実情にある。また、現状の

臨床実習受入先は、装具に特化した企業が非常に多く、義肢は行っていない施設などもある

という御意見をいただきました。また、医療施設などから帰社する時間の多くが定時を超え

ることが一般的となっているというような意見もありました。 

これら意見を踏まえて、事務局提案を下に書かせていただいていますが、まず、指導体制を

改善するため、臨床実習の単位数引上げと臨床実習１単位の時間数を見直すとともに、学生

の過度な負担をなくすための配慮をしつつ、実習内容に偏りが起きないようにした上で実

習の理解度を補う以下のような対策を組み立ててはどうかというのを挙げさせていただき

ました。 

事務局提案の１）２）に関しては要望として挙げられているものでして、単位数の引上げ、

４単位から 10 単位に上げてはどうかというもの。そして、１単位の時間数に関して、１単

位の時間数を実習の講評や実習時間外に行う学修等の実施を考慮し、45 時間以内とすると

いうもの。これらはそのままとし、３）４）５）として学生の過度な負担を考慮し、１単位

は１週間に収まることを目安に調整する。また、実習内容の偏りが起きないように、病院な

どの義肢装具部門を含めた義肢装具関連施設で行う実習を４単位以上、そのうちの１単位

以上は医療施設で行うこととして、実施内容に共通する項目を設けるような形を取るとう

のを挙げています。また、実習の理解度を補うという意味で、指導者の実習の講評を必須と

するということを盛り込ませていただきました。まずはここについては、この方向性でどう

かということでの資料を挙げさせていただいています。 

６ページ目に移ります。６ページ目では教育内容、教育目標、また単位数の見直しに関する

事項でまとめています。右側が今回の事務局提案となりますが、赤字で書かれている部分に

ついては団体からいただきました要望の修正箇所になります。今回、構成員の先生方から新

設の福祉用具学にリハビリテーション関係のロボットも教育として追加していくべきでは

ないかという御意見をいただきました。これについて緑字で追記しています。教育の内容と

目標、単位数について案のとおりの見直しとしてはどうか提案いたします。 

７ページ目に移ります。教育の内容に合わせて備品関係の見直しを行うという団体からの

要望についてまとめている資料になります。こちらでも同様に、赤字のものが団体からの要

望として挙げられた修正内容、緑字が今回の構成員からいただいた御意見を踏まえて事務

局提案としたものになります。 

構成員の先生方からいただいた御意見としては、福祉用具について新設しているが、より具

体的な記載にしてはどうかという御意見をいただきました。それに対して幾つかの項目、除

外項目を増やし、また、取りそろえる備品の数を一式から３種以上というふうにより具体的

な形を取ってみたものになります。こちらについても御意見を後ほどいただければと思っ

ております。 

８ページ目に移ります。８ページ目、９ページ目に関しては、５ページ目で出させていただ
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いた事務局提案を項目ごとに分けたとみていただければと思います。８ページ目では、臨床

実習の中で実施する教育の内容に関する項目として資料にまとめています。構成員からい

ただいた御意見として、臨床実習の内訳を義肢学、装具学、福祉用具学に区分することで網

羅的に実習するべきではないかという御意見があります。また、義肢装具士は義肢装具の製

作施設から医療施設などに移動して採型や適合の業務を行っており、臨床実習はその義肢

装具士に帯同し、移動の時間を活用して振り返り学修を実施している状況にある。 

そして、義肢・装具・福祉用具をまとめて実施する製作施設は、全国でも比較的大きな特定

の製作施設しかないという現状にあるというのをいただきました。 

これらを踏まえて、事務局提案で先ほど挙げさせていただいた１）実習の単位数の引上げ、

それとともに４）偏りが起きないようにする実習 10 単位の中の内訳についての記載。 

また、実習の理解度を補うという形で、実習の講評を必須で行うというのを盛り込む提案と

させていただいています。 

９ページ目に移ります。９ページ目では、臨床実習の１単位の時間数についてまとめている

ものとなります。構成員からいただいた御意見は、学生の指導として１週間当たりの実習時

間を 45 時間を超えて実習しないようにしてほしい。また、学生の過度な実習にならないよ

うに配慮してほしいといった意見を幾つかいただいております。 

これらを踏まえた事務局提案としては、まず、１単位の時間数については 45 時間以内とす

る。また、学生の過度な負担にならないように１単位は１週間に収まることを目安に調整す

るということを入れさせていただいています。 

10 ページ目に移ります。10 ページ目では、臨床実習指導者の要件に関する事項について載

せさせていただきました。構成員からいただいている意見として、要件案に車椅子やシーテ

ィング業界等の義肢装具士がいない施設での臨床実習を想定し、福祉用具分野において５

年以上の実務経験を有する者とある一方、義肢装具士が配置されていることが望ましいと

の文言は矛盾が生じているという御意見をいただきました。また、これらのほか、福祉用具

専門分野には義肢装具士がいることが少ないという状況。そして、指導者が少ないため、福

祉用具の実務経験が５年以上ある方を指導者とする考えは現実的には理解できるという御

意見などをいただいています。 

これら指導者の要件としての事務局提案としましては、福祉用具関連の臨床実習を行う機

会が増えたことから、福祉用具専門分野において５年以上の実務経験を有する者を実習指

導者として追加する。また、義肢装具士は厚生労働省が定める基準に合った指導者講習会を

修了した実習指導者であることが望ましく、福祉用具専門分野において実習指導者になる

者は、当該講習の修了者であることを必須とするということを提案とさせていただきます。

こちらについても後ほど御意見をいただければと思います。 

11 ページ目、12 ページ目については、臨床実習指導者講習の指針の内容についてまとめて

います。団体からいただきました要望、提案をそのままここで持ってきている状況になって

いまして、他職種と並びとしています。指導者講習会の開催期間としましては、実質的な講
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習時間は約 16 時間以上、受講対象は実務経験５年以上の義肢装具士または福祉用具専門分

野における実務経験が５年以上である者としています。指導者講習会の形式はワークショ

ップ形式で参加者主体の体験型の研修となるようにしていただくとしています。 

12 ページ目に記載している指導者講習会のテーマは、義肢装具士における実習制度の理念

や概要、また、到達目標と修了基準、臨床実習プログラムの立案、そして、指導者の在り方

についてということ、これらを必須で行うようなものとし、また、５番目に記載の臨床実習

指導者におけるプログラムの評価、その他の必要な事項について、こういったものも行って

はどうかという内容になっています。 

要望の内容に関して、事務局の提案としましては以上の修正というような形で皆様の御意

見をいただければと考えております。 

資料については以上になります。 

○江頭座長 資料の御説明、ありがとうございました。前回、非常に幅の広い御意見をいた

だきましたけれども、その間、調整を行いまして、事務局の提案が前回の意見を加味し、方

向性としては要望書の提案に沿ったものになっているのではないかと思います。 

それでは、早速ですけれども、論点ごとにそれぞれの論点について議論の上でまとめていき

たいと思っております。まず、資料の５ページ目をお願いできればと思いますが、これは改

善要望を踏まえた臨床実習に関する見直しの方向性ということでまとめてあるものですね。

事務局提案が下半分に出ているということで、単位の引上げ、時間数、負担、偏りがないよ

うに、それから理解度という５つとなっていますが、これについて何か賛成、反対も含めて

御意見、御質問があればお願いできればと思います。いかがでしょうか。 

二宮先生、お願いします。 

○二宮構成員 質問なのですけれども、１単位が１週間に収まることを目安ということなの

ですけれども、例えば、うちの会社では月２回土曜日出勤とか隔週土曜日出勤とかがあるの

ですが、１日８時間として週５日だと 40 時間、次の週は土曜日を入れると 48 時間、次の

週は土曜日を休みにして 40 時間と、やはり１週間単位で 45 時間ということで、２週間と

か１か月で平均 45 時間というふうにするわけではないのですね。１時間単位でもう 45 時

間以下にしたいということなのですね。それをお聞きします。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

では、事務局から。 

○医事課（板橋） ありがとうございます。今回の事務局提案とさせていただいたのは、学

生の過度な負担をなくすという意味合いでつくっていますので、１週間の中で 45 時間とし

ています。全体の実習自体が１か月間のものだったとして、その全体で調整ではなく、まず

は１週間という単位で調整の提案と見ていただければと思います。 

○二宮構成員 分かりました。よろしいです。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

ほかはいかがでしょうか。特に御意見ございませんでしょうか。10 単位に引き上げるとい
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うことも、現状がほぼそうなっているということで、あまり問題はないかなという認識でお

りますが。 

お願いします。 

○緒方構成員 ４）の施設の説明なのですけれども、これはいわゆる義肢装具の学校として

は、この文言で何の問題もなければ構わないのですが、いかがなのですか、野坂先生。 

ちょっとよく分からないなというのもあったのですけれども、共通言語としてこれは大丈

夫なのですかね。義肢装具関連施設というのと医療提供施設の養成施設というのが、会社に

行かれる方だけではなくて、何を満たしている施設ということになっているのでしたっけ。

すみません。 

○江頭座長 野坂先生、お願いします。 

○野坂構成員 緒方先生、質問をありがとうございます。ここの文言の説明なのですけれど

も、義肢装具関連施設というところは、メインは義肢装具製作所がメインなのですけれども、

兵庫リハとか神奈川リハビリテーションセンターのようなところは義肢科があるので、そ

ういうところを想定しております。病院の義肢装具部門というのも、赤十字病院や厚生年金

病院のようなところでごく一部、義肢装具製作部門があるところがあるので、そういうとこ

ろを含めてということのニュアンスで、あくまでもここで言うのは義肢装具部門がある施

設ということでの説明となると思います。 

○江頭座長 事務局から補足はありますか。 

○医事課（板橋） 特に何もありません。 

○江頭座長 緒方先生、よろしいでしょうか。 

○緒方構成員 承知しました。大丈夫です。 

○江頭座長 施設の用語は実際にいろいろ難しいところが、連携だの、関連だの、学外だの

とあって、正確な定義をしているわけでは多分ないと思うのですけれども、これはどこかに

書き込むことになるのですか。 

○医事課（板橋） 事務局です。 

８ページ目を見ていただけますでしょうか。実際には指定規則の中に書き込むことを考え

ています。臨床実習の備考として、うち４単位以上はいわゆるメーカー等関連の施設で行う

と。また、そのうち病院等の医療提供施設で行う実習を１単位以上としています。また、同

時に、実習の講評、振り返りの学修関係も必須化することになるかと想定しています。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

ということで、規則に書き込む用語ですので、これで紛れがないかどうかということを改め

て御確認いただき、後でまた議論にはなるかと思いますが、ちょっと先取りになりますけれ

ども、大丈夫でしょうか。混乱がなければ、この用語を今回新たにつくってこれを使うとい

う提案かと思います。ありがとうございます。 

では、これはよろしいですかね。この用語でいくということと、内容的にも御理解、体共通

意識が持てたということかと思います。ありがとうございます。 
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あとはいかがでしょうか。時間の話は若干トリッキーなところもあったのですが、そちらも

一応御賛同といいますか、御理解いただいているのかなと。 

○神村構成員 神村でございますが、よろしいでしょうか。ちょっと戻ってしまいますけれ

ども、先ほどの 45 時間以内、週当たりの実習単位の話ですけれども、もう少し皆様の御意

見を伺ってはっきりさせたほうがいいのかなと感じたところです。 

やはり会社は月単位で、それから、仕事の量の濃淡も結構あるかと思いますので、どうして

もそういうことに引きずられて、週によってはもう少しやりたいというところもあるかも

しれませんけれども、そこは明らかに学生の負担にならないように明確に 45 時間以内とす

るというふうに定めるのか、結構現場で柔軟に対応されてしまうのか、その辺りも明確にお

示しいただいたほうがいいかと思いました。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

いかがでしょうか。現実にはなかなか、例えば分単位ではずれはあるのだろうなということ

で、現場は現実には柔軟に対応しているのだと思いますけれども、それとこういう文言をつ

くるということは少しギャップがあるような気がしておりますが、それを含めてどう書き

込むかという御提案だと思います。いかがでしょうか。明らかにこれは必ず先ほどのように

隔週で 48 と 40 になるみたいなことで組まれているようであれば、それはちょっとこの文

言では合わないのだろうなということだと思います。御意見ありますでしょうか。 

これは受ける側と送る側の両方ということになるかと思いますが、学生側の立場で、改めて、

もしよければ、野坂先生にお願いしてよろしいでしょうか。 

○野坂構成員 ありがとうございます。 

送る側からすると、厳密に言うと１日当たり８時間というのが基本だと思うので、それを超

えて実習させたくはないのですけれども、送られる側というか、受入先の実情を考えたりす

ると、妥協策としては、例えば１週当たり実習時間を 45 時間を原則超えては実施しないで

ほしいということが落としどころの１つの案かなというふうに今、意見を聞いていて思い

ました。 

トータルで４週とか６週受けた実習元、実習のバイザーが時間を管理して、トータルで合わ

せるというのも案としては１つあるのかなと思いますので、二宮構成員が話したところを

尊重するのであれば、そういう書きぶりがあってもいいのかなと感じました。 

○江頭座長 ありがとうございます。戻ってしまった感じでもあるのですが、二宮先生から

改めて何か御意見ありますでしょうか。先ほどの御意見でよろしいですか。 

○二宮構成員 実情としましては、やはり１週間単位である指導者について行う実習が多い

ものですから、その方が土曜日まで出ると、どうしても一緒に土曜日まで出ざるを得ないと

いうか、そのほうが勉強になるわけですね。だから、できれば、例えば月単位とか、平均 45

時間とか、先ほど野坂構成員がおっしゃったように 45 時間以内を原則とするとか、 

ちょっと余裕を持たせていただくと、受ける側としてもいい指導ができるのではないかな

と思います。 
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○江頭座長 ありがとうございます。 

いかがでしょうか。今回の一つの問題点の抽出の中に過度な負担を減らすためにどうする

かということがありますので、それが達成できるかどうか。あまり柔軟にするとやはり難し

いのだろうなということでこういう提案が出ている背景があるのだと思いますが、一方で、

二宮先生がおっしゃることも。 

○神村構成員 神村ですけれども、よろしいですか。やはり現状の現場でどうなっているか

というところにあまり激変が入ってしまうと、教えてくださる指導者の方にもかなりの負

担がかかってしまうというのはあまりいいことではないかなと思います。例えばこういう

場合に、１週 45 時間を基本とするけれども、２週で 90 時間は厳守するとか、今の二宮構

成員のお話からすると、２週単位ならもう少し柔軟で実効性のある実習ができるのかなと

いう感じもいたしますが、その辺の現場の感じはいかがなのでしょうか。 

○二宮構成員 基本的に１週間で 45 時間以内と決めてしまうと、恐らくうちとしては、土

曜日は完全に休みにしていただくしかないと思うのです。土曜日に出てしまうと 40 時間を

超えてしまって、48 時間になってしまいますから、完全土曜日休みというふうになってし

まうと、土曜日にしかできない実習が、例えば社内の勉強会とか、あるいはそういった特別

なことがたまに、これは勉強になるのになということができない可能性がありますので、で

きれば余裕を持たせていただいて、２週で 90 時間とか、たまには土曜日に出るようなこと

も行って余裕があったほうが教える側としてはありがたいと思います。 

○江頭座長 事務局からお願いします。 

○医事課（板橋） 先生方、ありがとうございます。事務局の修正としてどこを直せばいい

かの確認になってしまうのですけれども、今までの実習も１単位 45 時間とするきっちりし

たものがありました。ここが今回は 40 から 45 時間と修正となりますが、１単位を１週間

に収めることを目安に調整するというところがどうなのかというような意見だったと認識

しています。ですので、５ページ目で修正部分は、２）ではなく３）の１単位が１週間に収

まることを目安に調整する、これを２単位が２週間に収まることを目安に調整する、といっ

た御意見としてはどうかとのものと受け止めてよろしいでしょうか。 

○二宮構成員 よろしいと思います。 

○江頭座長 少し柔軟に現場で調整ができるということになるのかなと。どちらにしても目

安という言葉がやや幅のある言葉なのかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。今、

具体的な提案が出たので、大体それで学校側も大丈夫でしょうか。これは勉強になる、なら

ないは別として、学生がそもそも土曜日に行きたがるのかなというのをちょっと私なんか

は単純に思ったりもするのですけれども、あまりそういうことは問題にならないのですか。

野坂先生、お願いします。 

○野坂構成員 義肢装具の養成校のほとんどは土曜日に実際に切断者の方をお呼びして実

習をやっているのが現状なので、土曜日に実習をやるということの違和感は特にないし、土

曜日しか見られない実習も臨床実習先においては十分考えられるので、今、事務局の提案し
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ていただいた２単位が２週間で収まることを目安に調整するという案が私も実情に沿った

案かなと感じておりますので、問題ないと思います。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

働き方改革なんかで代休を取らなければいけないみたいな話もあったりするので、ちょっ

と気になりましたけれども、それでは、こちらに関してはマイナーな修正、重要な点ではあ

るのですけれども、２単位２週間という方向で修正していくことで考えていきたいと思い

ます。よろしいでしょうか。 

ほかの点はよろしいでしょうか。ここが一番気になる点ではあったので、ある程度御意見を

収束していただいたのかなということで、御提案ありがとうございました。 

それでは、特に５ページに関しては、もう一度事務局のほうでも問題がないか再確認してい

ただくということですが、いただいた御提案の方向で修正をしていくということで進めて

いきたいと思います。ほかの点は大体問題ないのかなという御意見だったかと思います。あ

りがとうございます。 

それでは、次の論点ということで、６ページ目に行っていただければと思います。こちらの

表の記載で、赤字と緑字のところ、専門分野の応用義肢装具学を３つの内容に分けるという

のがメインになるかと思います。あと単位数も変わってくるというところですが、こちらに

関しましては御意見いかがでしょうか。もちろん御質問でも結構です。よろしくお願いしま

す。 

神村先生、お願いします。 

○神村構成員 ６ページの福祉用具学のところのリハビリテーションロボットというのは、

具体的にはどんなものか教えていただけますでしょうか。 

○江頭座長 これはどなたに。野坂先生、よろしいでしょうか。 

○野坂構成員 リハビリテーションロボットは結構広義、意味が広いのですけれども、一番

代表的なのは歩行訓練ロボットだと思うのですが、重度の障害がある方が歩行訓練を安全

にするためにロボットのような装置をつけて転倒を防止して歩行訓練をする装置であると

か、筋力の弱い方がそのロボットをつけることによって歩行が獲得できるとか、ロボットの

目的によって若干違うのですけれども、そういったものがリハビリテーションロボットの

代表的なものだと思います。先生によっては、筋電義手とか電動装具とかも含めてリハビリ

テーションロボットと称している方もいらっしゃるので、そういったところも含めてもい

いのかなと思っておりますが、メインは歩行支援というか、歩行訓練の機器だと思います。 

補足があれば、緒方先生、お願いします。 

○緒方構成員 緒方です。 

今、野坂先生がおっしゃっていたとおりで、ロボットというと一般的にはガチャガチャ勝手

に動くようなロボットをイメージされて、サイボーグのようなイメージですけれども、我々

の言っているロボットというのは、患者さんに装着をして補助してもらえるような機器と

いうイメージですので、モーターがついていて、それで歩行をアシストしてあげるような機
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器と思っていただければと思います。 

ですので、機械のでかいのがあって勝手に何かやっているというロボットではなくて、患者

さんにつけていろいろやっていくものというふうに考えていただければと思います。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

いかがでしょうか。これはトレーニングのときというか、日常生活でもこれをつけて生活さ

れることになるのですか。 

○緒方構成員 どちらかというとリハビリテーション治療の間に行ったりすることも多い

ですね。ただ、野坂先生がおっしゃっていたとおり、すごく幅が広いので、ふだんも歩行の

ときにつけているような方もいらっしゃるので、定義としては幅が広いかなというところ

です。ただ、こう言うしかないというのもあるので。 

○江頭座長 神村先生、今ので。 

○神村構成員 ありがとうございます。一番大事なのはやはり歩行のアシストに使われると

いうものなのでしょうかね。もしそうだったら、それはマストということで、歩行訓練など

をはじめリハビリテーションロボットとか、そこのところは必ずするみたいなことは必要

ないのでしょうか。 

○江頭座長 ロボットの中でも重みづけというか、プライオリティーが高いものをもうちょ

っと明示してもいいという。 

○神村構成員 かなり幅広ということだし、重要な点は歩行のアシストに資するものという

ことであれば、歩行用の何とかかんとかをはじめとするリハビリテーションロボットとか、

何か特出しして一つ付け加える必要はありませんでしょうか。 

○江頭座長 いかがでしょうか。 

○緒方構成員 どうでしょうかね。さっき野坂先生がさらっとおっしゃったように、筋電義

手なども含めて言うと広義なロボットになってしまうので、歩行のアシストに限らなくて

はいけないかというと、その必要もないのかなというところもありますし、将来的にいろい

ろなリハビリテーションの世界も含めてロボットが入ってきていますので、例えば上肢の

アシスト的なものも実際に今できているところもございますから、歩行に限局する必要は

ないのかなと思っておりますけれども、いかがでしょうか、皆さん。 

○江頭座長 新しい項目なので、どういう表現がいいかということで、ぜひ御意見を。 

○神村構成員 どちらかというと歩行に原局というよりも、歩行補助のものは必ずとかそう

いう意味合いはどうなのかなと思ったところなのです。 

○緒方構成員 要するに、やるのだったらもうちょっと、ここはやってほしいというのをあ

えて入れるということですか。どうでしょうかね。義肢装具士さん自体は、上肢も下肢も体

幹も一通り含まれてはいますし、それに対してのロボットというのが各ありますので、あま

り限局するのもよくないのかなと私は思いました。 

○江頭座長 野坂先生、お願いします。 

○野坂構成員 ありがとうございます。神村先生や緒方先生の意見を聞きながら思ったので



48 

 

すけれども、５年に１度ペースでの改訂なので、この辺のリハビリテーションロボットに対

する開発は非常に進化が速いので、あまり限定しないでいただいたほうがいいのかなと感

じております。多分、今までない、１単位だったのが３単位になるということで時間は十分

ありますので、懸念している項目が外れるということは考えられないので、リハビリテーシ

ョンロボットという漠然としたものでも、歩行訓練のところのロボットを外すという授業

をやることは考えられないので問題ないと思います。重みづけは年々変わるのかなと感じ

ております。 

○江頭座長 非常に進歩の速い分野なので、なかなか来年のことも分からないぐらいの感じ

なのではないかと思いますが、あともう一つは、教育目標を三、四行で非常に簡潔にまとめ

なければいけないところで、どこまでその辺を書き込むかというところもポイントになる

のかなと思います。 

これは細目みたいなものを書くのはないのですね。それは各学校で定めていただくという

ことになるかと思いますので、これを見て各学校が、自分のところで何を教えるかというこ

となのだそうです。そこがあれば、その辺のより必要なものを書き込む余裕もあるのかなと

思うのですけれども。 

緒方先生。 

○緒方構成員 ちょっと議論を元に戻すようなことで大変恐縮ですけれども、これは福祉用

具学に入れていたほうがいいのですか。というのは、単位の問題でしょうから、もちろんこ

れで私は構わないと思うのですけれども、その上のリハビリテーションの理念のところに

入れてもいいのかなと一瞬思ったのです。野坂先生、私は経緯を知らないで言っているので、

問題がありましたら御指摘いただければと思います。 

○野坂構成員 ありがとうございます。発言させていただきます。 

緒方先生がおっしゃるように、座学だけの授業ということであると保健医療福祉とリハビ

リテーションの理念の中に入れるべきだと思うのですけれども、一部実習を伴ったことを

やることを想定しておりますので、専門分野の中の福祉用語学というところで単位を実習

させて、体験をさせたりということも経験させたいということで、あえて下に入れておりま

す。上はあくまでも座学がメインなので、その区分けをしております。 

○江頭座長 事務局から補足はありますか。 

○医事課（板橋） 事務局です。 

今回、事務局のほうで提案させていただいた緑字が福祉用具学に入っている、ここの経緯に

ついて触れさせていただきますが、３ページ目に単位のところ、各構成員からの前回の検討

会での御意見をまとめています。ここの矢印の２つ目、医療介護分野の中でリハビリテーシ

ョンや介護用ロボットは多く用いられている現況を考慮し、教育内容として明示的に含ま

れるようにすべき。また、矢印の３つ目、リハビリテーションロボット分野は、福祉用具学

の中に追記すべきではないか。こういった御意見をいただきましたので、それらを踏まえて

書き入れている状況になっています。 
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以上です。 

○江頭座長 よろしいでしょうか。恐らくほかのところでもロボットの話は扱うことをされ

ているのではないかと思いますが、明示的に書くのはここだということで今提案させてい

ただいているということだと思います。リハビリテーションロボットは広い意味で言う福

祉用具ということでよろしいですね。 

ほかはいかがでしょうか。臨床実習の教育目標は福祉と福祉用具という文言と単位の問題

だけですかね。少し教育目標がこれでいいかということも含めて確認いただければと思い

ます。前回はそれに御意見は特になかったということだと思いますが、よろしいでしょうか。 

そうしますと、ちょっと議論いただきましたけれども、ロボットの件は種々の理由もあり福

祉用具のところに入れて、ただ、ここはリハビリテーションロボットというところで特定の

ものは指さないで、何を実際にやるかは現場の学校ごとに考えていただくというような方

向になるかと思います。 

それでは、６ページに関しては事務局提案のとおりで進めていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

続きまして、７ページです。次のページで少し内容が変わりまして、機械器具、標本、模型

についてというところで、これは新しい、いわゆるデジタル機器みたいなものがたくさん必

要になってくるということ。たくさんでもないですかね。時代に合わせてそれを書き込む要

があるということで、このような修正といいますか、提案をさせていただいているというこ

とかと思います。 

いかがでしょうか。これが足りないのではないかとか、あるいはこれはちょっと実際にそろ

えるのは難しいのではないかとか、そういう観点も含めて御意見を。 

二宮先生、お願いいたします。 

○二宮構成員 二宮です。 

最後の福祉用具というところで、車椅子、何とかかんとかを除くというふうに書いています

けれども、これを除いた３種以上ということになりますと、かなり限定されてくるのではな

いかと思います。ですから、特別にこうなったら３種以上というふうに書いたほうが分かり

やすいのではないかと思います。 

あと、質問ですけれども、例えば福祉用具関連施設に臨床実習に行くということで、福祉用

具専門相談員がいるレンタル施設、そういったところも想定しているのでしたら、ッドとか

トイレとかマットとか、そういったことも含めるのかなと。これは質問ですけれ 

ども、まず第１に、３種以上と書いているのではなくて、具体的にこの中から３種以上とか、

そういった書き方のほうが分かりやすいのではないかと思いますけれども、いかがでしょ

うか。 

○江頭座長 いかがでしょうか。これは事務局からは。 

○医事課（板橋） ありがとうございます。事務局として今回提案させていただいた福祉用

具で「これ以外」という書きぶりをより具体的にしました。御意見として「除く」ではなく、
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何々などというように福祉用具として最低限そろえるべきものの例示を挙げるのがいいの

ではないか。というふうにいただきました。もし例示を挙げるとした場合、何々などといふ

うに入れる文言は、何がいいというのがあればと思うのですけれども、どうでしょうか。野

坂先生、そういったところはございますでしょうか。 

○野坂構成員 ありがとうございます。日本義肢装具教育者連絡協議会とここについて具体

的事例はどんなものがあるか協議したので、早川構成員のほうから説明いただいたほうが

いいかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○江頭座長 お願いします。 

○早川構成員 よろしくお願いいたします。 

私たちの義肢装具士の国家試験を取りまとめていただいているテクノエイド協会という協

会があるのですけれども、そこは主に福祉用具の研究開発ですとか推進を行っているとこ

ろなのですが、そこに福祉用具情報システムという項目がありまして、その中の福祉用具の

大分類というのがあります。それを基準に義肢装具士として関連のある項目を野坂構成員、

中川構成員と検討して挙げてみました。それらの中から最低１つずつをそろえるというこ

とを提案させていただきます。 

まず１つは、スライディングボードですとか、車椅子も含まれるのですけれども「移動機器」

という分類。それから、先ほど二宮構成員からもお話がありました、ベッドも含めた「家具・

建具、建築設備」という分類。また、最後に重度障害者の意思伝達装置も含めた「コミュニ

ケーション関連用具」という分類があります。その「移動機器」「家具・建具、建築設備」

「コミュニケーション関連用具」という３つの分野からそれぞれ１つずつそろえるという

ようなことを提案させていただきます。 

具体的な品目についてなのですけれども、各校において臨床で使用する福祉用具の状況、そ

ういったものに合わせて選定していただくことが望ましいのではないかと考えています。

以上です。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

事務局のほう、よろしいでしょうか。また後で確認いただければと思います。 

○医事課（板橋） 具体的な御意見をありがとうございます。今、ここのところを除くとい

う書きぶりで書いていますけれども、そこから「移動機器」「家具・建具、建築設備」「コミ

ュニケーション関連用具」で、また３種以上という書きぶりになるのか、細かいところに関

してはまたちょっと調整をさせていただいて、方向性としては、この「除く」ではなく、具

体的な項目として持っていければと思っています。先生方、それでよろしいでしょうか。 

○江頭座長 確かに「除く」だとちょっと分かりにくいので、今のほうがいいのかなと思い

ます。今の早川先生の御提案の方向でよろしいでしょうか。 

ありがとうございます。 

ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

お願いします。 
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○二宮構成員 先ほど質問したのですけれども、福祉用具関連施設というのは、先ほど言っ

たようにレンタル会社、そういったところも含めるということで、それに関連した福祉用具

もそろえるという考え方でよろしいのでしょうか。 

○江頭座長 事務局から。 

○医事課（板橋） 事務局です。 

今いただいた御質問のレンタル用具のというのは、実習先としてレンタル用具の施設に行

かれる場合ということでよろしいですか。 

○二宮構成員 はい。そういったことも想定されているのかなと思いまして質問しました。 

○医事課（板橋） ここで記載させていただいた備品関係は、学校として持つべき備品関連

であり、実習先にあるから学校で準備しなくてもいい、そういった備考的な書きぶりもでき

なくはないと思っているのですけれども、現状の義肢装具士の備品関係に関してはその記

載はないため、あくまで学校で取りそろえるものと見ていただければと思います。 

質問の御意図はこういった形で回答は合っていますでしょうか。 

○二宮構成員 福祉用具関連施設に臨床実習に行く想定としまして、そういったところも 

考えていらっしゃるのかなと思いまして、レンタル施設とか、あるいは私は最初はシーティ

ングとか座位保持装置の会社、車椅子の会社とか、そういったところを想定しているのかな

と思ったのですけれども、福祉用具をそろえるということはレンタル会社での就職とか臨

床実習とかも考えていらっしゃるのかなと思いまして、質問しました。 

○江頭座長 お願いします。 

○医事課（板橋） ありがとうございます。そうしましたら、私のほうでというよりも、全

般的な福祉用具学を教育として入れるとか、臨床実習先に福祉用具のところに行かせる、そ

ういった話にもつながっていきますので、どちらかというと野坂先生に全体を総括してお

話しいただければと思うのですが、どうでしょうか。 

○野坂構成員 ありがとうございます。臨床実習ということで、二宮構成員がおっしゃった

ように車椅子とか座位保持ということをメインにやっているところを福祉用具製作事業所

と称して我々は臨床実習に送ることを想定しているのですけれども、現実の義肢装具士の

就職先ということで言うと、レンタル業者で実際に患者さんに車椅子を提供する、貸し出し

をするというところに就職している学生も少しずつ増えているのが実情になっております。

したがって、各学校で臨床実習先ということでレンタル会社に実習に行かせて、実際にレン

タルを適合させるというか、患者さんに合わせるという業務に送るところも当然今後は出

てくると思っておりますので、そういうところは除外するという考えは一切ないです。積極

的に増やすというよりは、自然発生的に増えていくのかなと想定しております。 

よろしいでしょうか。 

福祉用具全般をなぜ理解させる必要があるかというと、義肢装具士として狭い義肢装具と

いうことだけに教育を特化させるのではなくて、患者さんの QOL を高めるということで言 

うと、当然、義肢装具士にも福祉用具の広い知見というか見識が必要なので、それを前提 
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に教育が必要だということを考えて入れたつもりであります。就職先がメインで福祉用具 

に行かせたいからということを積極的に考えているわけではないです。 

以上です。 

○二宮構成員 了解いたしました。 

○江頭座長 よろしいでしょうか。かなり大きな話だったと思いますが、そういう意図で今

回、福祉用具関係が強調されているというところなのかなと思います。 

よろしいでしょうか。ほかはいかがでしょうか。 

お願いします。 

○中川構成員 中川ですけれども、先ほどの早川構成員の補足なのですけれども、日本義肢

装具士協会と日本義肢装具教育者連絡協議会で話をしましたところ、先ほど早川構成員が

おっしゃったように、テクノエイド協会の福祉用具の大分類から市場で出ている数、パーセ

ンテージの高いものを福祉用具の項目として今３つ挙げさせていただいておりますので、

当然、臨床実習にレンタル業者さんなどに行った場合も、この３つの項目に関しては必ず学

生が目にしたり、手に触れて学ぶ機会があるものと考えて３つお示ししたということでご

ざいます。 

以上です。 

○江頭座長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

それでは、福祉用具の最後になるのでしょうか。真ん中の箱の一番下のところについては修

正を入れるということで、それ以外はこちらの事務局提案を承認いただいたということで

進めさせていただきます。よろしくお願いします。 

文言等については、もう一度確認の上で提案ということになるのでしょうかね。 

では、続きまして、先ほども少し出てきましたけれども、８ページについて、単位が増えた

ということと、その内容について、施設なんかも今回こういう文言で規則のほうに書き込む

ことになるということで、こちらについては何か御質問、御意見ありますでしょうか。ここ

の提案はシンプルに、今まで議論してきたところをこういう形で書くということでよろし

いでしょうかね。今まではただ４単位と書いてあるだけだったのですね。先ほどもちょっと

ここは議論いただきましたので、特にこれで異論といいますか、御意見は。 

では、事務局から。 

○医事課（板橋） ありがとうございます。そうしましたら、方向性としてこのまま受け取

らせていただければと思っていまして、あくまでここで記載させていただいている事務局

提案で指定規則、別表第１備考と書いてはいますけれども、イメージとして受け取っていた

だいて、必ずそこに入るものではないというふうに、また、文言についても、これから法令

上の精査を行いながら入れていきますので、大体こういったところに、こういった書きぶり

に入るというふうに御認識いただければと思います。この４単位以上、そういったところの

数字が動くとかいう話ではなくて、文言を若干きれいに直したりということはあり得ると

いう形で認識いただければと思います。 
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○江頭座長 確かに文言はもう少し洗練してもいいのかもしれないですね。医療提供施設は

医療施設でもいいような気もしますし、その辺はまた最終的なところで。これは規則な 

ので、そちら側の面からも見ていかなければいけないということかと思います。 

続きまして、９ページになります。これも先ほど議論いただいたところで、時間の問題とい

うことで、ここは先ほどの御提案のとおり、右下の赤字の（４）が２単位を２週間に収める

というようなことになっていくのだろうと思っていますが、改めてここについてはいかが

でしょうか。これはガイドラインのほうに書く内容ということですね。 

事務局からお願いします。 

○医事課（板橋） 先ほどの８ページの話と同じになってきますが、資料上はあくまでガイ

ドラインと書いています。一方で、各学校に一律必須で目安を入れるならば、文科省の指定

する大学も対象範囲となる指定規則に入れる内容とになってきますので、今回の資料上で

はこういった文言を盛り込んでいくというイメージを皆さんで持っていただくための資料

と見ていただければと思います。 

文科省の成相さん、これは問題ないですか。 

○成相課長補佐 文部科学省の成相です。 

今おっしゃられたところについては、特段問題はないかと思っております。 

○江頭座長 今の点は規則に書くか、ガイドラインなのかというのは、これから事務局側で

検討するということですか。 

○医事課（板橋） 恐らく今の話を全体として書くならば、資料上で今はガイドラインと書

いていますけれども、指定規則のほうがいいのではないかなと思っております。 

○江頭座長 むしろそちらを提案する。どちらかというと規則のほうが重いものというふう

に理解をしておりますが、よろしいでしょうか。提案がガイドラインになっているので、若

干分かりにくいところかと思いますが、内容自体は特にもう議論いただいたところで大体

承認といいますか、同意いただいている内容かなと思います。 

それでは、こちらは規則のほうに書き込む方向でまた御提案させていただくと。内容は２単

位を２週間ということで、45 時間ではなくて 90 時間ということになるのですかね。その辺

はどういう文言にするか、もう一度事務局で規則にちゃんと合うような文章にするという

ことですね。検討いただくということで、今日は内容については承認いただいたということ

かと思います。 

それでは、時間もあれなので、最後に 10 ページ、これはまた全然違う話で、臨床実習指導

者の要件についてというところで、前回ちょっと混乱があって御指摘いただいたところを、

複雑ではあるのですけれども、こういう形で提案させていただいて、大分すっきり分かりや

すくなったかなと思うのですが、いかがでしょうか。これで大丈夫でしょうか。これで矛盾

とかがないかというところを御確認いただければと思います。あと、現実にそれぞれの実習

先で指導者の養成がこれに沿った形でできるかどうかというところかと思います。 

これはちょっと確認ですが、講習会の受講を必須にしているということでよろしいでしょ
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うか。 

○医事課（板橋） 今回の事務局提案とさせていただいているものは、福祉用具専門分野の

指導者は講習会の受講が必須と義務づける提案とさせていただいています。一方で、義肢装

具士の指導者に関しては、この講習会の受講を推奨として書かせていただいています。 

○江頭座長 失礼しました。私自身が混乱しておりました。そこの違いも含めて。 

野坂先生、お願いします。 

○野坂構成員 実際の実施のことを医事課とちょっと相談しながら進めておったのですけ

れども、一応、日本義肢装具士協会と教育者連絡協議会で義肢装具士の臨床実習指導者講習

会を来年以降開催するように準備を進めております。メインの義肢装具製作所に関して 

は、日本義肢協会の理事会等で私のほうから、こういうのを来年から実施するので詳細が決

まったらお願いに上がりますので御協力をお願いしますということで理事会には報告させ

ていただいて、特に反対意見とか質問はございませんでした。 

福祉用具に関しては、先ほど来出てきているテクノエイド協会や日本車椅子シーティング

協会に私のほうからこの講習会の内容を説明して、理解をいただいて、各製作所のほうに両

団体から連絡をしていただこうと思っております。 

追加の報告でした。 

○江頭座長 ありがとうございます。これが達成できるように着々と準備を進めていただい

ているということで、大変ありがとうございます。 

いかがでしょうか。ちなみに、11 ページ、12 ページが講習会の指針といいますか、こうい

うことが出ていて、こちらは一応オンラインでもできるような形だと聞いておりますので、

結構長い時間受けなければいけないのですけれども、受けやすくはなっている。お金がどれ

ぐらいなのか分からないですけれども、受けやすくはなっているのかなと思ってい 

ます。よろしいでしょうか。 

もちろん、いずれは全ての指導者がこの講習会は受けていただくということを要件に、全て

の職種で多分その方向になっていくのだろうと思いますけれども、今回についてはこうい

う形でどうかということで提案させていただいているということです。 

ありがとうございます。それでは、こちらの提案ということで進めさせていただきたいと思

っております。 

それでは、論点に関しては以上となりますが、全体を通して何か御参加の皆様から御質問と

かコメントはありますでしょうか。大丈夫でしょうか。 

ありがとうございました。それでは、本日いただいた御意見を踏まえて、少し修正もいただ

いたと思いますので、事務局で整理の上、次回の検討会で報告書の取りまとめ案を提示いた

だければと思っています。よろしいですかね。 

では、以上をもちまして本日の議題は終了となりますが、最後に事務局から何かございます

でしょうか。 

○太田医事専門官 次回、第３回の検討会につきましては、12 月１日水曜日を予定しており
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ます。時刻と詳細につきましては、改めて御連絡さしあげたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○江頭座長 そういうことで、本日は長時間にわたり非常に貴重な御意見をいただきまして、

ありがとうございました。これで「義肢装具士学校養成所カリキュラム等改善検討会」を終

了したいと思います。引き続き、またよろしくお願いいたします。お疲れさまでした。 
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2021-12-1 第３回義肢装具士学校養成所カリキュラム等改善検討会 

 

○太田医事専門官 では、ただいまから第３回「義肢装具士学校養成所カリキュラム等改

善検討会」を開催いたします。 

 本日もオンラインの開催でございます。先生方には御多忙のところ御出席を賜り、誠に

ありがとうございます。 

 構成員の出欠等についてですが、緒方構成員が所用により途中退席される旨の御連絡を

いただいております。また、事務局におきましては山本医事課長が別命用件により欠席と

なっております。 

 それでは、資料の確認をお願いいたします。本日の資料は資料１－１、資料１－２、そ

れから、参考資料１から参考資料５までとなっております。 

 不足する資料がございましたら、事務局宛てへお申しつけください。 

 また、皆様へのお願いでございますけれども、御発言されます際には、Zoomサービス内

の「手を挙げる」というボタンがございますので、クリックいただいた後、座長の指名を

受けた後にマイクのミュートを解除の上、御発言いただきますようよろしくお願いいたし

ます。また、御発言終了後はマイクを再度ミュートにしていただくようお願いいたします。 

 それでは、江頭座長、お願いいたします。 

○江頭座長 お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 それでは、早速、議事を進めてまいりたいと思います。 

 本日の議題ですけれども、検討会の取りまとめ報告書（案）についてということになり

ます。 

 初めに、事務局から資料１－１と資料１－２の説明をいただきます。次に、浅見先生が

入られたらということになると思いますが、御意見が届いておりますので、参考資料５と

いうことで御説明をいただく予定としております。その後、議論を始めていきたいと思っ

ております。 

 それでは、事務局から資料１－１、資料１－２、それから、参考資料５について説明を

よろしくお願いいたします。 

○医事課（板橋） 事務局です。よろしくお願いします。 

 資料は今、開いているものは資料１－１の概要になっています。資料１－２では報告書

の一式としてまとめさせていただいた取りまとめのものがありますが、こちらの資料１－

１で御説明させていただければと思います。 

 １ページ目を御覧ください。１つ目は、指定規則及び指導ガイドラインの教育内容と単

位数の見直しについて行わせていただいています。 

 義肢装具士を取り巻く環境の変化に伴って、義肢装具士の養成に必要な教育内容と教育

目標及びその単位数について検討を行わせていただきました。教育内容の見直しに当たっ

ては、診療技術の進歩とともにデジタル技術及び工学技術の臨床での活用を踏まえた教育
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となるよう、教育内容の見直しを行い、総単位数は93単位以上から100単位以上へ引上げを

させていただいています。 

 また、主な見直し内容としましては、専門基礎分野では疾病と障害の成り立ち及び回復

過程の促進。こちらでは単位の増とさせていただいて、保健医療福祉とリハビリテーショ

ンの理念。こちらは単位を減らし、一部の内容を専門分野に移動させています。また、専

門分野の中では基礎義肢装具学の単位数を減らし、教育内容の変更、また、一部内容を他

の専門分野に移動させています。応用義肢装具学は単位を増やし、教育内容の再区分。ま

た、再区分の中身が義肢学・装具学・福祉用具学に分けているような状況となっておりま

す。また、最後に臨床実習の単位数を増やすなどを行わせていただきました。 

 ２ページ目に移ります。次に、臨床実習の在り方について見直しを行っております。 

 この中で大きく分けまして４つの区分で、１つ目が臨床実習の１単位の時間数について

見直しを行っています。今まで１単位45時間と定めていたものになりますが、臨床実習１

単位の計算方法について、臨床実習は１単位を40時間以上の実習をもって構成することと

し、実習指導者との実習の講評や実習時間外に行う学修などがある場合には、その時間も

含めて45時間以内とすることとしております。 

 ２つ目としまして、臨床実習の１単位の調整期間について定めさせていただいています。

安心・安全な臨床実習を行う意味合いから学生の過度な負担への配慮をしつつ、義肢装具

士特有の業務形態に対応できるよう臨床実習の１単位の時間数は２単位が２週間に収まる

ことを目安に調整するようにさせていただきました。 

 ３つ目としましては、臨床実習の中で実施する教育内容について、臨床実習を10単位に

引き上げさせていただいていますが、このうちの４単位以上は義肢装具関連施設で行う実

習を行い、さらに、そのうち１単位以上は、医療提供施設で行う実習とするというふうに

させていただいています。また、医療提供施設で患者の下で行う臨床業務について、実習

指導者による臨床業務における講評を必須として定めることとさせていただきました。 

 臨床実習の在り方の最後としましては、臨床実習指導者の要件に関する事項について、

福祉用具専門分野において実習指導者となるものは、厚生労働省で定める要件を満たす臨

床実習指導者講習会を修了したものであることを要件として追加とさせていただいており

ます。義肢装具士として実習指導者となるものについては、同様に、この講習を修了した

ものであることが望ましい。必須の規定ではなくですが、定めるような形を取らせていた

だいております。 

 その他、備品としましては、教育の内容が変更されるのに伴って、養成所で備える必要

がある備品などについて、現状に合わせて見直しを行わせていただきました。 

 最後に、適用時期と経過措置に関してとなりますが、適用時期に令和６年４月の入学生

からというふうに法第14条第１号、修業年数が３年以上のところについては当てさせてい

ただき、また、同条第２号、修業年数が２年以上の課程のところに関しては令和７年４月

から適用。また、同条第３号、修業年数が１年以上の課程については令和８年４月からの
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適用というふうにさせていただければと思っています。 

 概要の説明については以上になりまして、資料１－２を開いていただけますでしょうか。

２ページ目を御覧ください。 

 目次になります。第１から第７の章に分けさせていただき、はじめに、教育内容と単位

数の見直し、実習の在り方、その他、適用時期。ここまでは先ほど説明させていただいた

範囲となります。 

 また、第６のところでは今後の課題として、カリキュラムとして定める総単位数の定め

方の他、（２）（３）（４）と課題を挙げさせていただいております。 

  また、浅見先生が第２回の検討会で御出席できなかったこともありまして、御意見書

を頂戴しております。とりまとめ案はいただいた情報を踏まえてつくらせていただいたも

のになっていて、こちらはそのまま進めてよろしいかどうかの判断も構成員の先生方から

適時いただければと思っているような状況となります。 

 資料１の説明は以上となります。 

○江頭座長 資料１－１、それから、資料１－２ということで、資料１－２については、

この後、時間を取って、一つ一つを細かく御意見をお伺いする時間を取りたいと思ってお

ります。 

 では、続けて、浅見先生にも御出席いただいていると思いますので、参考資料５を使っ

ていただきまして、こちらの御説明を浅見先生にお願いできればと思いますが、よろしい

でしょうか。お願いいたします。 

○浅見構成員 ありがとうございます。佐賀大学の浅見でございます。 

 前回の会議には欠席になりまして申し訳ございませんでした。その後に、資料にありま

すようなことで御提案をさせていただいた次第です。 

 「リハビリテーションロボット」ということで、ロボットの内容を入れていただいたほ

うが若い義肢装具士の方の今後の将来性を見る上でもいいのだろうということで入れてい

ただいたところではございますけれども、どうしても「リハビリテーションロボット」と

しますと医療機器のみの形に印象づいてしまうところもありまして、今、義肢装具士の方

も介護の領域にも進出していただきたいという思いもございますので、まだ確かに用語と

してはっきりとした定義づけられたものにまでは至っていないところはあるのですが、

PT・OTの国家試験の中でも、その辺も問題に上がっているところではありますけれども、

一応「ロボット支援機器」ということで出させていただいたほうが広く取り込めるかなと

いうことを考えまして御提案をさせていただきました次第です。 

 よろしく御検討をお願いいたします。 

○江頭座長 ありがとうございます。要望のことで、非常に的確な御提案をいただいたの

ではないかと思います。 

 資料１－１、事務局からのものはこの後にやるとして、こちらの参考資料５に関する御

提案について、何かこの段階で御質問等があればお受けしたいと思いますが、いかがでし
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ょうか。 

 本来は前回議論すべき内容だったのですが、私のタイムマネジメントが悪くて、浅見先

生に御出席いただく機会を逸してしまったところなのですけれども、よろしいでしょうか。 

 こうやって改めて見ると「リハビリテーションロボット」は確かにあまりふさわしくな

い名称なのだなというのがよく理解できました。よろしいでしょうか。 

（首肯する構成員あり） 

○江頭座長 ありがとうございます。それでは、こちらは変更ということで進めていきた

いと思います。 

 後でまた出てくるかもしれませんが、そのときに何か御意見があればいただくというこ

とでも構わないかと思います。 

 それでは、ここから今日のメインの議論になります。報告書（案）ということで、報告

書として完成させなければいけないということですので、それをきっちりと見ていきまし

ょうということになります。資料１－２に基づいて、一個一個見ていくというところにな

ります。 

 まず「第１ はじめに」についてということで、これは１ページちょっとになりますで

しょうか。こちらについて、まず、御意見を、もしくは御質問でも結構ですが、受けたい

と思います。 

 少し時間を取る感じでしょうか。じっくり見ていただくと、事前に見ていただいている

かも分かりませんが、そういうことで取りたいと思いますが、御意見があれば逐一「手を

挙げる」ボタン、もしくはミュートを切っていただいて直接発言いただくということでも

構わないかと思います。よろしくお願いします。 

 内容を見ていただきますと、恐らく最初の部分はあまり問題なくて、３ページ目の後半

の辺りですか。改正は行われていない。なぜ、改正が必要かというところが少し、こうい

う書きぶりでいいのかというところで、デジタル技術等の活用が進んできている、国民の

ニーズと多様化による業務の拡大、環境の変化というところが、教育も変わっていかなけ

ればいけないというところが一番重要なポイントなのでしょうか。 

 これでよろしいでしょうか。 

 これは個人的な意見を私が言うのもあれなのですけれども、何か皆さんからいただける

と。よろしいですか。 

 個人的には「国民の医療ニーズ」を先に持ってきたほうがいいのではないかと思うので

すが、どうでしょうか。いきなりデジタル化に対応するために変わるというよりは社会の

変化みたいなところを先に持ってきたほうが報告書的にはいいかなとは思ったのですが、

いかがでしょうか。 

○浅見構成員 浅見ですけれども、私もそのほうがよろしいのではないかと思います。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 ほか、御意見はいかがでしょうか。 
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 今日は本当にこれを仕上げるようなつもりで来ていますので、そういう細かいところも

含めて、ぜひ。 

 それで、４ページ目の一番最後のところでは「国民の信頼と期待に応える質の高い義肢

装具士を養成する」という非常に高い目標を掲げているところで、これは非常にいいので

はないかと思っております。 

 よろしいでしょうか。 

 では、また後で何か気づいたところがあれば御指摘いただければということで、次に行

きたいと思います。ここは総論的な話で、もう少し要件的な話がここから出てくるかなと

は思います。 

 続きまして、第２というところで、これは実際の報告書も「第１」「第２」は後で消す

のですか。これは残すのですか。 

○医事課（板橋） 一応、残す予定でいます。 

○江頭座長 第１、第２というタイトルになるのですね。 

○医事課（板橋） はい。 

○江頭座長 分かりました。今日の議論の分かりやすさのためではなくて、第１、第２と

いうことですね。 

 「第２ 指定規則及び指導ガイドラインの教育内容と単位数の見直しについて」という

ところで、ここに先ほどの用語の問題も出てきますか。これはどこに出てくるのでしたか。

この中には出てこないのですか。 

○医事課（板橋） 後ろについている別添２という資料です。 

○江頭座長 別添も含めて見ていただく形でしょうか。 

○医事課（板橋） はい。 

○江頭座長 そういうことで、ここについて何か御意見がある方がいらっしゃればお願い

したいと思います。 

 ここは別添でいうと、別添１と別添２が含まれるというふうに御理解いただければと思

います。行ったり来たりというところで大変なのですが、改めて目を通していただければ

と思います。 

 最初に「１．基本的考え方」です。改正する理由が改めて書いてあるというところ。 

 それから、内容が、先ほどの概要に出てきました93単位から100単位以上で、細かい内容

は別添に書いてあるというところかと思います。 

 いかがでしょうか。 

 何かそういうところばかりが気になるのですけれども、５ページの下から３行目の「超

高齢社会となる中、デジタル技術の飛躍的な進歩と実用化により」という言葉が書いてあ

りますが、これはそれでよろしいですか。超高齢社会なのでという感じに読めるのですけ

れども、実際に超高齢の患者さんが増えてきて、その方たちに装具であるとか福祉用具な

どを適用する機会が増えているという理解でよろしいのでしょうか。 
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○浅見構成員 佐賀大学の浅見ですけれども、よろしいでしょうか。 

○江頭座長 どうぞ。お願いいたします。 

○浅見構成員 今、私もあまり気にせずに読み落としていたかと思いますけれども、超高

齢化社会になるのはとてもこの世の中の流れを表している言葉だとは思うのですが、その

一方でやはり少子に対する、子供たちに対してもしっかりと義肢装具領域も向き合わない

といけないと思っています。義手とかも先天性の欠損の子供たちに筋電義手とかたくさん

処方しておりますけれども、そういう意味であまり高齢者だけを対象にしているようなイ

メージはあまり入れないほうがいいような気もするのですが、いかがなものでしょうか。 

 全般的にやはり義肢装具領域はどの年代にも、子供たちにも高齢者にも大事なものです

というニュアンスが伝わったような文章のほうがいいような気もいたしましたけれども、

ちょっと意見を述べさせていただきました。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 私も、ニーズが増えたのがこれだけが理由であればそれでいいかなと思ったのですけれ

ども、多分、そういうことでもない。私も一応、老年医学の専門なのですが、そうでもな

いかなと。 

 神村先生、お願いいたします。 

○神村構成員 今、浅見先生がおっしゃったとおりだと私も同じように考えました。分か

りました。高齢者だけでなくて、様々な福祉用具あるいは様々なサポートを必要としてい

る方に適合するようにということで考えていれば高齢者だけではないのだなということは

認識いたしましたので、浅見先生がおっしゃるとおり「超高齢社会」というものは必須事

項ではないなと思いました。 

 以上です。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 よく言われるダイバーシティーとかインクルージョンとかというものはいろいろな方た

ちが多分入ってくる。そういう社会の変化に合わせてというのは間違いないのだろうと思

いますけれども、あえて入れなくてもいいかなという感じはいたしましたので、より広い

対象。実際、そうなのかなという気もいたしますので、そこは文言の問題ではありますが、

変えていく方向でお願いいたします。 

 そこも大事なのですけれども、実際の単位とか、その辺の問題は大丈夫でしょうか。改

めて御確認をいただければと思います。本来、10単位だったものが９単位と書いてあると

か、そういうことがあると困るので、ぜひそういうチェックもしていただければと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

○緒方構成員 すみません。緒方です。 

○江頭座長 お願いいたします。 

○緒方構成員 私もそろそろ行かなければいけないのですけれども、これもおっしゃると

おりだと思いますので、私もなしは賛成でございます。よろしくお願いいたします。 
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○江頭座長 ありがとうございます。 

 先生、もし出られる前に、何か全体を通してあれば御発言を最後にお願いできればと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○緒方構成員 いや、先日お電話も差し上げたとおり、特に大きな不一致はございません

ので、基本的には賛同させていただいておりますので、大丈夫でございます。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 別添１と別添２を出していただいて、あまり時間を取るのもどうかと思いますけれども、

一応、念のため、チェックをお願いいたします。 

 これが別添１ですか。 

 別添２がこういう形に、ですので、何ページでしょうか。最後のところに、ロボットが

どこに出てくるのですか。 

○医事課（板橋） 「福祉用具学」のところです。 

○江頭座長 そこですね。発見いたしました。失礼いたしました。 

 「福祉用具学」の下から２行目に「ロボット支援機器」と、ここが用語の修正があった

ということですので、改めて御確認ください。 

 これはそろえなければいけないものには入っていないということですね。勘違いしてい

ました。すみません。 

 よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、第２については今、少しありました変更ということで、マイナーな変更かな

とは思っています。 

 続きまして、これも大事なところですけれども「第３ 臨床実習の在り方について」と

いうことで、こちら、御意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 これは前回、いろいろな議論がありましたが、いわゆる土曜日に実習をするようなとき

に、45時間を超えるような状況もあり得るのではないかということで、フレキシブルに対

応できるようにしたほうがいいのではないかという考えだと思うのですが、２週間で２単

位で90時間未満みたいな、そんなイメージでつくったということになるかと思いますが、

それは「２．改正の内容」の（２）の最後のところですか。「（１）の時間数は２単位が

２週間に収まることを目安に調整する」ということで提案させていただいているところか

と思います。１と２をセットで考えていただくということになるかと思います。 

 こういう形でよろしいでしょうか。現場で実際に実習をしていただいていて、何か御意

見はありますでしょうか。もしあれば御発言をお願いします。 

○浅見構成員 すみません。浅見ですけれども、よろしいでしょうか。 

○江頭座長 お願いいたします。 

○浅見構成員 単位数とかには前回、多分、たくさんの議論があってのこの形なので賛同

させていただきたいと思いますけれども、御質問なのですが、文章として６ページの「１．
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基本的考え方」の上から４行目に「１日の中で行われる指導が長時間となり、学生に負担

を強いることが少なくない」という、ほかのカリキュラムの文章がどんなふうになってい

るのか、よく分からないですけれども「強いる」とかという言葉をこういう公的な文書に

出すのが何となくよろしくないのではないかという感じもしたのですが、そんな無理なこ

とを今までさせてきたのだろうかという感じにも捉えられなくもないので、もうちょっと

軟らかい表現はいかがでしょうか。 

○江頭座長 ありがとうございます。御指摘のとおりのような気がいたします。 

 多分強いているわけではないと思いますので、強いている面もあったりするかもしれま

せんが、実際にはそうなって、結果的に負担は多いところもあるのかなと思いますけれど

も、こういう価値観が入るような言葉は入れなくてもいいかなと思います。ありがとうご

ざいます。重要な御指摘かと思います。 

 それでよろしいでしょうか。 

（首肯する構成員あり） 

○江頭座長 長時間勉強したいという面と大変だという面と、どんな業種でも今、働き方

改革の中ではそのバランスが難しいところで、あえてこういう書き方はしないほうがいい

かなと思いました。ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 実習の場所によって本当に様々だということで、できるだけフレキシブルに対応できる

ようにということで今回の提案も２週間でというところに、落としどころといいますか、

設けたところかと思います。 

○太田医事専門官 ここの表現の直し方なのですけれども、負担云々は書かないとして、

学生指導を行う必要があることから、１日の中で行われる指導が結果的に長時間となって

いる実情にあるくらいでいいでしょうか。 

○浅見構成員 ありがとうございます。それがよろしいのではないかと思います。 

○江頭座長 表現を落ち着いてよく考えて適切なものにしていただくのがいいと思います。 

 いかがでしょうか。 

 あとは（３）で言うと、やはりフィードバックというのですか。講評を必須とする。こ

れは新しく入ったものですね。 

○医事課（板橋） はい。 

○江頭座長 そういうことを定めて、定めなくてもやっておられるような気もするのです

けれども、改めて定めたというところと、それから、指導者がやはり重要なところで、こ

れもいろいろな議論がありますし、ほかの職種とも必ずしも様々な状況ということで、今

回は義肢装具士に関しましては、福祉用具専門分野においては必須としたということです

ね。それから、義肢装具士として実習指導者となるものは、望ましいということで多分、

次回には必須とするという方向性を出させていただいたところかと思います。 

 別添３になるのでしょうか。それをもう一度確認でしょうか。 
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 これは要件が書いてあるだけですか。ここは特にいじっていないわけですね。 

○医事課（板橋） はい。 

○江頭座長 そういうことで、これを受けていただく必要があるというところです。 

 この（３）（４）についても、改めて確認になりますけれども、これでよろしいでしょ

うか。 

○浅見構成員 すみません。何度も私だけ話をして申し訳ないのですけれども、佐賀大学

の浅見でございますが、よろしいでしょうか。 

○江頭座長 もちろん、お願いいたします。 

○浅見構成員 今、出ております臨床実習指導者の要件の件で、前々回は最低、講習会を

受けていただいた方に指導していただいたほうがいいのではないかという話のところまで

で私がこの前、申し訳なく不参加になっておりますけれども、この時点ではそういう準備

も整いつつあるので大丈夫ではないかという御発言もあったように思ったのですが、やは

り間に合わないということになりますでしょうか。 

 あとは、次回の見直しといいますと、次回がまた５年後とかになりますので、５年間は

この状況でいってもよろしいのかどうかというところを、すみません。もう一度、確認を

させていただければ、実情的にそれが難しいということであれば致し方ないことだと思い

ますし、ただ、何らか別の方法で、推奨の中身がどうなのかというところがもう少し決め

ていたほうがよろしいのではないかとか、皆さん、そのあたり、情報をお聞かせいただけ

れば大変安心するところでございますので、よろしくお願いいたします。 

○江頭座長 大事なポイントだと思います。 

 この「望ましい」のほうの要件が今回、なぜ「必須」とせずに「望ましい」としたのか

の背景をということだと思うのですが、これはどなたでしょうか。 

 野坂先生、お願いいたします。 

○野坂構成員 日本義肢装具士協会の野坂です。よろしくお願いいたします。 

 浅見先生の御指摘いただいた件に関しまして、教育者連絡協議会と医事課と相談しなが

ら、どういう形が可能かということを模索してきました。ほかの医療関係職種の臨床実習

指導者講習会の実情をお聞きしますと、全ての職種で必須になっていないということを聞

いております。我々の団体は国家試験合格者が6,000人程度が実情で、その中で大変少ない

教育機関と、それから、臨床実習指導者の中でやりくりをしている実情はございます。 

 福祉用具専門分野においては皆様の指摘をいただいて必須とさせていただいております

ので、それはちゃんとルールどおり、我々の団体が中心として講習会をやろうと思ってい

るのですが、臨床業務に忙しい方々を対象とした講習会を16時間必須にすることに関して

はなかなか、ここ１～２年でやるのは非常に厳しい状況がございますので、必須にしてし

まうと、いざ実習に行かせるときに実習先がないとか、そういうことが当初の間は懸念さ

れる事項としてありますので、５年後には必須にできるように、多くの方に受講できるよ

うにはしていきたいと思いますけれども、必須にするには厳しい状況ということでこうい
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うふうにお願いしました。 

 以上です。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 浅見先生、いかがでしょうか。 

○浅見構成員 状況について、よく理解できました。 

 懸念するのは、期間が５年も空くのだけが、２～３年後にまた改定があればそれはそれ

でよろしいのかしらと思っていましたけれども、５年間、そのままの状況なのが、せっか

く準備も進めてくださっているので、３年後ぐらいにはひょっとしましたら、そういう体

制も整っている中でそのままというのももったいないような気もしたところだったのです

が、そこは難しいところで、例えば５年間のうち、移行措置とか、何かいろいろなやり方

もあるような気もしましたけれども、法律的にはよく分からないですが、やはり今回、５

年間はこのままでいくのが国としての形ではスムーズということでよろしいのでしょうか。 

○江頭座長 では、板橋君、お願いします。 

○医事課（板橋） 事務局です。ありがとうございます。 

 ここの部分については指導者講習会、こちらとしてはやはり質の向上を考えるならば当

然、必須であってほしいところではあるのですけれども、一方でそれを実施するに当たっ

て関係団体との協力をいただかなければ成り立たないところもあります。また、これを必

須としてしまって過度な負担を現場の方々にかけることによって臨床実習先としての受入

れを拒否していくことも起こりかねないというのもあります。それらのあんばいを踏まえ

て、最終的には医事課として「望ましい」にするということでの了解するような形を取ら

せていただいた次第です。ほかの職種も一律、必須になっていないところについては同様

な理由が出てきていまして、職種ごとでそこのところの状況を鑑みて行っているというふ

うになっています。 

 それで、見直しの時期が５年をめどというふうに今回はさせていただいています。これ

も早めてやっていくという御意見も今、いただきましたが、実際に教育の内容は、今まで

義肢装具士は見直しをやってきたというのが、コンスタントに行っていたわけではなく、

今回が大きな改定になっていると考えています。その場合に、学生さんたちがこれから新

カリキュラムで配置されてきて、またどういった変化が起きているのか。そういった状況

を見ながら、また次の見直しというふうに踏まえさせていただければと思っておりまして、

３年おき、また、５年よりも前というふうになってくると少しスパンが短くて、前の状況

がどうなっているのかという反映ができないのかなという認識でいます。 

 ですので、今のところに関しては、今回は「望ましい」とさせていただき、５年おきの

見直しとする。それで、猶予期間というところは、今回はその選択肢は使わずに行わせて

いただいているような状況となっております。 

 以上です。 

○江頭座長 いかがでしょうか。 
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○浅見構成員 ありがとうございます。状況はよく理解できましたので、それで結構だと

思います。 

 ただ、推奨というものが、推奨も様々な推奨の仕方があるかと思いますので、法律的に

はこの内容でよろしいかと思いますけれども、各協会や義肢装具士学会などが推奨という

意味では最低といいますか、最低はないですが、必須ではないのでないのですけれども、

やはり５年のうちには何回か受けてくださいとか、それが通常の形なのだということを今

後働きかけていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 もちろん、どれぐらいの方が受けているのかという数字、パーセンテージとか絶対数と

か、その辺をしっかりとぜひモニタリングしながら進めていただけるといいかなと思いま

すし、そのときの状況をちゃんと見直しながらやっていければいいのかなとは思っており

ますので、そこはぜひよろしくお願いいたします。 

 でも結局、５年ぐらいかかってしまいそうな感じだという、そこも定量的に一応、検討

していただいたのかなとは思いますので、５年というものがその結果として出てきたとい

うことかなと。 

 野坂先生、お願いいたします。 

○野坂構成員 今、両先生がお話しされたような、５年後に100％になるというよりは、我々

の団体としては一年も早く100％になるように毎年努力をしようとは思っておりますので、

日本義肢協会や日本義肢装具学会のときにいろいろとアナウンスさせていただいて、積極

的に臨床実習指導者講習会を受けてもらうように毎年促すように考えておりますので、５

年と言わず、早い時期に100％になるように努力はしていきたいと思っております。 

 そういうことでお許しいただけますでしょうか。 

○江頭座長 ありがとうございます。大変だと思うのですけれども、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 それでは、やはり臨床実習のところは非常に大事なことで、議論も御意見もいただきま

したが、第３のところは、そのほかはいかがでしょう。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、次に「第４ その他について」で、これは短いのですが、これは先ほどの備

品のところですね。「１．養成施設に備えるべき備品等の見直しについて」で、別添で言

うと別添２で、基本的なやり方はあまりそんなに深くは変えていないということで、この

別添２が大事になりますでしょうか。こちらについて、一応、確認をお願いいたします。

先ほどいただいたのかも分かりませんが、前回とは違う並びといいますか、見せ方になっ

ているかと思います。 

 これはどこが議論になりましたか。いわゆるデジタル機器の部分があったような気がい

たしましたけれども、表現などもちょっと難しいところもあるかと思いますが、三次元動

作解析装置とかは大丈夫ですね。 
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 むしろ専門の皆様から特に御意見がなければ大丈夫かなと思いますが、お願いいたしま

す。 

○早川構成員 日本義肢装具教育者連絡協議会の早川です。 

 機器の細かい内容のことではないのですが、用語の使い方に関して御検討いただきたい

のが１点ありました。最初詳しく見ていなかったので申し訳なかったのですが「第１ は

じめに」のところに、教育施設に関して「指定学校養成所」というふうにまとめた定義を

されている箇所が最初にありまして、それからすると、この第４の部分に「養成施設」と

いう部分ですとか、それから「養成所」という文言が書いてあるところ、それから、第５

にも書いてあるのですけれども、そこには「養成所」ですとか、あるいはその下の別添２

のところも「義肢装具士養成所指導ガイドライン」となっているのですが、これをもし第

１の文言に統一するということであれば「指定学校養成所」に統一していただいたほうが

より分かりやすいのではないかと考えます。いかがでしょうか。 

○江頭座長 ありがとうございます。第４と関連してですけれども、全体を通じての用語

の統一ということかと思います。 

 第１のところに細かく、３行目でしょうか。（以下「養成所」という）とか、併せて「指

定学校養成所」と書いてあって、こちらの別添には「養成施設」ということになるのです

が、これは何か使い分けているのでしょうか。 

 お願いいたします。 

○医事課（板橋） 事務局です。 

 ここに関しては使い分けをさせていただいています。というのも、指導ガイドラインに

関しては養成所に対応するものになっていて、これは文科省指定の大学には必須のものに

はなっていません。そういう意味合いでここは「養成所」だけの記載になっています。 

 ただ一方で今、先生の御指摘いただいた「第４ その他について」の「１．養成施設に

備えるべき備品等の見直しについて」。ここは御指摘どおり「養成所に備えるべき備品等

の見直しについて」というふうに修正したほうがよろしいかと思いますので、ありがとう

ございます。 

○江頭座長 ありがとうございます。確かに突然「養成施設」が出てきたということです

か。ここは多分、修正が正しいと思います。 

 早川先生、今の点でよろしいでしょうか。 

○早川構成員 はい。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、第４はそこを修正するということで進めていきます。 

 続きまして、最後は「第５ 適用時期について」から「第６ 今後の課題」、それから

「第７ おわりに」というところで、３つまとめて、こちらについて御意見をいただけれ

ばと思います。適用時期などはややこしい話になるので、御確認をいただければと思いま
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す。 

 適用時期については、なかなか難しいですね。第１号は令和６年４月なので、来年の４

月は令和４年で、あと２年ちょっとということです。第２号はその１年先、それから、第

３号はその１年先というところで、この方たちは同じ時期に同じ試験を受けるということ

ですね。いわゆる期限が違うということで、一番早いのが２年後になるかと思います。 

 それから、課題については、さっきも議論もあったとおりなのですが、一応、５年をめ

どとして定期的に見直しを今後はしていく方針でいるわけですけれども、総単位数。ここ

に書いてあるのは、これをベースに次回の課題を洗い出していくような形になるかと思い

ます。 

 お願いいたします。 

○二宮構成員 日本義肢協会の二宮です。 

 「第６ 今後の課題」の（２）で、下から２番目に「義肢装具関連施設とのより効率的

かつ効果的な連携が取れるよう」という文言がありますけれども、福祉用具関連施設とも

恐らく臨床実習を行うように今後進めていくと思うのですよ。ですから、義肢装具関連施

設だけではなくて福祉用具関連施設、もしくはこれは施設、各会社独自との連携ではなく

て、各団体との連携が必要ではないかと思います。 

 義肢装具関連施設でいうと我々、日本義肢協会をはじめとする団体がありまして、福祉

用具関連施設としましてはいろいろな団体がありますが、例えば日本車椅子シーティング

協会とか会社組織がありまして、そういった義肢装具関連団体あるいは福祉用具関連団体

といったところの連携がこれから必要ではないかと思うのですけれども、どういった文言

がいいか分かりませんが「義肢装具関連施設」ですと、どうしても会社ごとに連携を取る

のかなという感じを受けますので、できれば義肢装具関連団体とか福祉用具関連団体、日

本車椅子シーティング協会とか日本福祉用具供給協会とか、そういったことが入ってくる

のではないかと思います。いかがでしょうか。 

○江頭座長 全てを挙げるのか、それとも、逆に抽象的な書き方にするのかという感じか

なと思って聞かせていただきましたが、これは事務局から何かありますか。これだけでは

限定的過ぎて、あまりよろしくないのではないかと。 

○医事課（板橋） 事務局です。御意見ありがとうございます。 

 確かに、ここのところで記載されているものが義肢装具関連のところでの記載しかあり

ませんでした。福祉用具関連についても連携が取れるようにという文言の追記という形は

ここを取らせていただければと思います。 

○江頭座長 では、これは確認していただいて、少し修正は入ることになるかと思います。 

○二宮構成員 それと（３）の上から３行目にまた「複数の義肢装具関連施設」という、

義肢装具にこだわっていますので、これも義肢装具関連施設のみではなくて、福祉用具関

連施設あるいは関連団体と。 

○江頭座長 了解いたしました。そこは今回のポイントでもあるので、しっかりと書く必
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要があるということだと思います。 

○二宮構成員 以上でお願いします。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

○浅見構成員 佐賀大学の浅見です。よろしいでしょうか。 

○江頭座長 お願いします。 

○浅見構成員 確かに福祉用具というニュアンスが含まれるほうがよろしい感じはします

けれども、実際にはこれは教育の場なので、あまり特定の団体というとまたニュアンスが

違ってくるのではないかと思います。 

 それで、今の御意見を入れると「義肢装具・福祉用具関連施設」みたいな形で、義肢装

具も福祉用具もどちらも関係しているような施設で、これはあくまでも教育実習の中です

ので、団体で実習を請け負うわけではないと思いますが、そういう形のほうが、あまり個

別の団体名を挙げても、その団体がずっと継続するとは限りませんので、それと、また新

しい団体も出てくるかもしれませんので、こういう全部を網羅するような表現のほうがよ

ろしいのではないかと思いますけれども、意見を言わさせていただきました。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 何か、そこは御意見はありますか。 

 私も気になったのは「努めていただきたい」とか、そんなことは誰が誰にというのがあ

って、課題を挙げるのはいいと思うのですけれども、対策まで具体的に名指しで出すのも

どうかなという気もするのですが、どうなのでしょうか。 

 二宮先生、お願いいたします。 

○二宮構成員 浅見先生がおっしゃったように「義肢装具・福祉用具関連施設」でよろし

いかと思います。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 「努めていただきたい」は、実施することが重要であるみたいな話では駄目なのですか。 

 お願いいたします。 

○医事課（板橋） 事務局です。ありがとうございます。 

 ここの書きぶりの形としましては、この検討会自体が２団体からの要望書をいただきま

して、検討会の中でもませていただき、最終的な結論というふうにまとめたものになって

いますので、お返しする方々という形の意味合いも含めて日本義肢装具士協会と日本義肢

装具士教育者連絡協議会というふうに、そこに対しての努めていただきたいという書きぶ

りで収めさせていただいたところになります。そこについてはどうするかというところは、

先生方の御意見でまた考えていければと思います。 

○江頭座長 課題のあれが、私の感覚でいうと、客観的に課題を挙げてということかなと

は思うのですが、それに対策っぽいことが入ってくるみたいなのだけれども、何か命令す

るようなものでもないし、努めるのはどうぞ努めてくださいという感じですが、ここから

何か言うのですかというのがあったりします。 
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 神村先生、お願いいたします。 

○神村構成員 ほかの医療関連の職種でも、やはり同じように報告書の段階ではこういう

協力していただいた団体名を公益社団法人何々とか、そういう形で記載されているので、

このままでもよろしいのかなとは思いました。 

 ただ、義肢装具士のみに偏らないように、福祉関連の何か団体があれば、そこは特定の

名前ではなくて、そちらとも連携するとか、何かそういう書きぶりもあってもいいのかと

思いましたけれども、実際に今、ここで書かれているのは、これはこれでよろしいかと思

いました。 

○江頭座長 了解いたしました。報告書は、これまでこういう書き方だということですね。 

 そうすると、福祉のこととか、関連するところは少なくとも少し加えたほうがいいだろ

うと。 

○浅見構成員 すみません。浅見ですけれども、よろしいでしょうか。 

○江頭座長 お願いいたします。 

○浅見構成員 何か、私たちの言い方があれだったかもしれませんけれども、私が文章の

修正をお願いできればと思いましたのは、二宮先生がおっしゃった意向を含めて、最初の

２つの団体の記載は別に何事もなくて、その後の「協議会には、義肢装具関連施設との」

という、そこの部分の「義肢装具」だけではなくて「義肢装具・福祉用具関連施設との」

という、そこだけ入れていただいたらどうかという意味合いで、最初の２つの団体名を削

除するという意味合いではございませんでしたので、一応、補足させていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

○江頭座長 ありがとうございます。私も余計なことを言ってしまったので、失礼いたし

ました。 

 ほかはいかがでしょうか。 

○浅見構成員 すみません。佐賀大学の浅見です。 

 ここで質問する話ではないのかもしれませんけれども、基本的に私の理解が不十分なの

で教えていただきたいのは、義肢装具士の皆様方もこの厚労省の会議でカリキュラムも決

め、試験も国家試験をして、立派な義肢装具士になっていただくわけですが、この学校名

はずっと養成校という、ほかの例えば放射線技師も養成校と言いますか。学校と大学と養

成校の区別が私がよく分からなくて、義肢装具士の方々も４年制もありますね。ですので、

その区別はどうやって、この義肢装具士の方々はずっと養成校という名前で今後もいくの

かどうかというのが、基本的なことで申し訳ないのですけれども、さっき、養成校といい

ますか、養成所という名前で御質問があったものですから、教えていただければと思いま

す。よろしくお願いします。 

○江頭座長 では、事務局からお願いします。 

○医事課（板橋） 事務局です。ありがとうございます。 

 答えになっているのか何ともというところはあるのですけれども、一般的な言い方とし
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て今は各職種で文科省の指定する大学及び都道府県知事が指定する養成所という位置づけ

のものがあります。同様な形での義肢装具士もあてがっているような状況にはなっている

のですが、都道府県知事が指定する大学という制度は今のところつくっていない状況にな

ります。 

 それで、養成所と大学、区分の中の内訳としては、文科省さん、ありますか。 

○成相課長補佐 区分の内訳ですか。学校数ということですか。 

○医事課（板橋） 恐らく、今のはどういうものだから養成所というふうに言われる、ど

ういうものだから大学としているという、そこら辺の切り分けの話だと思います。 

○文部科学省事務局 文科省の言い方としては養成学校という言い方をするのが一般的で、

では、学校の中にもいろいろな専門学校であったりとかという肩書なので、いわゆる学校

種でそれぞれ分けているという言い方をしますけれども、養成している大学とか養成して

いる短期大学とかという言い方をしますが、何か明確に養成所という言い方をしていない

だけであって、文科省的なお作法は一応、インクルードする言い方だと学校で、あとは養

成している課程によって大学とかという、学校種で言い分けをしているような形かなと思

います。 

○浅見構成員 ありがとうございます。 

 すみません。知識不足でいろいろお尋ねしてしまいましたけれども、ただ、何となく若

い学生さんたちが目指すに当たって、やはり短大、大学、養成校という、養成校という名

前があまり表には出ないのかもしれませんが、そこも今後、目指す人たちを増やす上では

何かそういう名称が変わってくるのも一つ大事なことかなというふうに、変えられるかど

うかが全然無知で分かりませんけれども、ちょっと感じたところで少しお尋ねさせていた

だきました。ありがとうございます。 

○江頭座長 ありがとうございます。確かにほかの職種でどうとか、その辺、あまり意識

はしていないところでしょうか。 

 重要な観点だと思いますので、時間をかけて多分、いろいろな職種の中で少し統一見解

みたいなものが出てくるかもしれないですけれども、今日はこれぐらいにさせていただけ

ればと思います。 

○浅見構成員 すみません。余計なことを聞きまして申し訳なかったです。ありがとうご

ざいました。 

○江頭座長 とんでもございません。私も、言われてみればそうだなという感じです。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 課題のところが多分、適用時期は大体、皆さんクリアでよろしいでしょうか。 

 中川先生、お願いいたします。 

○中川構成員 前回の打合せのときに気づかなかったのですけれども「日本義肢装具士教

育者連絡協議会」というふうに記載されているのですが「日本義肢装具教育者連絡協議会」

という名称ですので、そこを変更していただきたいと思います。 
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○江頭座長 ありがとうございます。失礼いたしました。 

 全部、チェックは必要ですね。そこは確実に修正するようにいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 では、確認ですけれども、適用時期は特に問題がないということで、このスケジュール

でお願いします。 

 課題については、いろいろとありますが、総単位数、実施体制については先ほどのよう

な修正ですね。教育内容も少し、それに関連して内容を修正する。これも微修正のレベル

で済むかなとは思っています。それから、団体名が間違っているということで、そこはき

っちりと修正をしていくということかとは思います。（３）の最後のところにもこういう

仕組みの確立を要望しているというのですか。そういう書きぶりになっているというとこ

ろですね。 

 それから、最後の要件のところに「受講を必須項目とすることを前提として」というこ

とで、先ほど議論のあったようなことをこういう文章で書いているところですので、これ

も御確認ください。 

 もし問題といいますか、何か御意見があればお願いいたします。 

 最後の締めのところですが、これはそんなに特段のことはないのですが、こういうこと

も入れたらどうかとかがもしあればお願いいたします。特段、具体的な内容に踏み込んで

いるわけではないと思います。 

 よろしいでしょうか。 

（首肯する構成員あり） 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 それでは、これで、別添については先ほど見ていただきましたので、あとは参考が載っ

ているぐらいでしょうかということになりますので、この改善検討会の報告書（案）を一

通り見て、御議論、御意見をいただいたところかと思います。 

 本日の議論でこの報告書（案）をおおむね御了承いただいたと考えます。本日いただい

た御意見を踏まえて、文言等、修正すべき点は修正し、最終的な報告書とさせていただき

たいと思います。 

 修正については、大変恐縮なのですが、座長に御一任いただければと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 そのような方針でお願いしたい。よろしいでしょうか。 

（首肯する構成員あり） 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 それでは、本日の議事はこれで終了とさせていただければと思います。その他、事務局

から何かありますでしょうか。 

○岩城医事課長補佐 事務局で医事課長補佐をしております岩城と申します。よろしくお

願いします。 
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 構成員の皆様方におかれましては、３回にわたりまして御議論いただきましてありがと

うございます。 

 本来であれば伊原医政局長が出席しましてお礼を申し上げるところでございますが、公

務が重なりまして出席がかなわなかったため、私から挨拶を代読させていただければと思

います。 

 構成員の皆様方におかれましては、令和３年９月１日の第１回以降、３回にわたりまし

て本検討会での議論に精力的に御参加いただきましたこと、改めて厚く御礼申し上げます。 

 本検討会におきまして、義肢装具士を取り巻く環境の変化に伴う対応と質の向上を図る

ために、養成に必要な教育内容、臨床実習の在り方など、皆様方の御見識に基づきまして

幅広く詳細な御議論をいただきました。この検討会で御議論いただきましたことが国民の

信頼と期待に応える義肢装具士の養成につながると強く思っているところでございます。 

 厚生労働省といたしましては、報告書がまとまりましたら、文部科学省と連携しながら、

指定規則の改正等を進めていきたいと考えているところでございます。 

 皆様方におかれましては、今後とも医療行政の推進、特に義肢装具士の養成等にさらな

るお力添えを賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 ありがとうございました。 

○江頭座長 ありがとうございました。 

 それでは、報告書はすぐできると思いますけれども、できましたら厚生労働省に提出し

ていくことにしたいと思います。 

 今年度の９月以降、この検討会を３回にわたりまして開催させていただきましたが、構

成員の皆様方の御協力によって、本日、ほぼ報告書がまとまったこと、厚く御礼を申し上

げます。私自身も、非常にとんちんかんなことを言ったりしましたけれども、大変勉強に

なりましたし、最後にこういういい報告書がまとめられたのではないかと思います。改め

て、本当に構成員の皆様に御礼を申し上げますし、私自身も大変勉強になりました。 

 それでは、これで義肢装具士学校養成所、これも今後またどうなるかですが「義肢装具

士学校養成所カリキュラム等改善検討会」を終了させていただきます。本日は長時間にわ

たりまして御審議いただきましてありがとうございます。 

 また何かありましたら、ぜひ御協力いただければと思います。本当にありがとうござい

ました。またよろしくお願いいたします。 
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2021-9-3 第１回視能訓練士学校養成所カリキュラム等改善検討会 

 

○太田医事専門官 皆様、お疲れさまです。定刻より少し前でございますけれども、構成

員の皆様が集まりましたので、ただいまから第１回「視能訓練士学校養成所カリキュラム

等改善検討会」を開催いたします。 

 本日は、先生方には御多忙のところ御出席を賜り、誠にありがとうございます。 

 初めに、今回、カリキュラム等改善検討会の構成員に就任いただきました先生方を五十

音順で御紹介させていただきます。 

 東京大学大学院医学系研究科医学教育国際研究センター医学教育学部門教授の江頭正人

構成員です。 

日本医師会常任理事の神村裕子構成員です。 

東京医科大学病院眼科視能訓練室の小林昭子構成員です。 

井上眼科病院診療技術部部長、日本視能訓練士協会会長の南雲幹構成員です。 

国際医療福祉大学副学長、全国視能訓練士学校協会会長の新井田孝裕構成員です。 

本日は欠席でございますけれども、帝京大学医療技術学部視能矯正学科教授、視能訓練士

国家試験委員長の林孝雄構成員でございます。 

続きまして、大阪医療福祉専門学校教務部長の平木たい子構成員です。 

大阪大学大学院生命機能研究科特任教授の不二門尚構成員です。 

近畿大学医学部眼科学教室教授の松本長太構成員です。 

委員の出欠でございますけれども、林構成員は欠席でございますが、そのほかの皆様はオ

ンラインにて御出席となっております。 

 続けて、事務局の体制を紹介させていただきます。 

 山本医事課長でございます。 

 医事課の板橋でございます。 

 私は進行を務めさせていただいております医事専門官の太田でございます。よろしくお

願いいたします。 

 本日は欠席でございますけれども、文部科学省医学教育課もメンバーとなっております。 

 初めに、山本医事課長より御挨拶申し上げます。 

○山本医事課長 医事課長の山本でございます。 

 構成員の先生方におかれましては、御多忙の中、構成員をお引き受けいただきまして誠

にありがとうございました。また、平素から医療行政の推進に御理解、御協力を賜りまし

て、改めて御礼を申し上げます。 

 厚生労働省におきましては、医療の質や安全の確保、向上、また、医療の高度化、複雑

化に伴う業務の増大に対応するために医療関係職種の連携ということでチーム医療を推進

しております。 

 そうした中で、近年、医療技術の進歩等々に目覚ましいものがございますので、各医療
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関係職種、視能訓練士におかれましても、そうした専門性を発揮していただくということ

が非常に重要になってくると考えております。 

 そうした社会背景を踏まえて、各視能訓練士の方々がどのような教育を受けていくかと

いうことについて、本日は御議論いただければと思っております。 

 こうして人が行う医療というものについては、医療専門職の人材の質の向上は非常に重

要だと考えておりますので、忌憚のない御意見、御議論をお願いできればと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○太田医事専門官 それでは、資料の確認をお願いします。 

 議事次第、資料１～４、参考資料１～３の構成となっております。不足する資料がござ

いましたら、事務局まで御連絡いただければと思います。 

 次に、オンラインで御参加の構成員の皆様へのお願いでございます。御発言の際には、

Zoomのサービスの中の「手を挙げる」というボタンがございますので、クリックいただい

て、これから決める座長の指名を受けた後にマイクのミュートを解除の上、御発言いただ

きますようよろしくお願いいたします。御発言終了後はマイクを再度ミュートにしてくだ

さいますようお願いいたします。 

 座長が選任されるまでの間、私のほうで議事を進めさせていただきたいと思います。 

 本日の議題でございますけれども「１．座長の指名について」「２．視能訓練士教育見

直しの背景と検討会の方向性について」「３．その他」でございます。 

 まず、議題１の座長の指名でございます。座長は構成員の互選となっておりますが、立

候補者がいないようですので、事務局としては、医療従事者教育の学識者として江頭構成

員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○太田医事専門官 異議なしとしますので、以降の議事運営につきましては江頭構成員に

お願いしたいと思います。 

 江頭座長、御挨拶をお願いいたします。 

○江頭座長 ありがとうございます。座長に指名いただきました東京大学、医学教育学部

門の江頭です。 

 先ほど山本課長からも御挨拶がありましたけれども、超高齢化、それ以外にもいろいろ

国際化等、社会がかなり複雑化してきて、医療に対する社会からのニーズも非常に高度化、

複雑化、要求も高くなってきているという中で、各医療職が求められる役割も大きく変わ

ってきている時代ではないかと思います。 

 その医療職の養成は非常に重要であるということは、以上のようなことから間違いない

ところなのですけれども、一方で、各職種についてのカリキュラム、一番基本になる卒業

前のカリキュラムについては、20年ぐらい前に各職種で、いわゆる当時の大学の大綱化と

連動していたと理解していますが、単位制が導入されて以来、あまり大きな改革といいま
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すか、改善といいますか、変化は見られなかったという状況になります。 

 それでは問題があるだろうということで、各教育機関ではもちろん時代に合わせた変化

はされているのだろうと思いますけれども、その辺の共通のカリキュラムの見直しは必要

だろうということで、こういった会ができたと理解しているところになります。 

 今回で終わりということではなくて、今後も５年ごとにこういったことを見直していく。

PDCAサイクルを何でも回すようにということだと思うのですけれども、そのとおりだと思

うのですが、一番の基盤になるのを今回作れればと思っておりますので、私も座長として

できるだけのことをやっていきたいと思いますので、ぜひ、いいカリキュラムになるよう

に活発な御意見をいただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 早速ですけれども、議事を進めてまいりたいと思います。議題１については終わりまし

たので、議題２の「視能訓練士教育見直しの背景と検討会の方向性について」の審議に移

りたいと思います。 

 まず、資料２について、事務局より御説明いただくということです。 

 続けて、当事者２団体より南雲構成員及び新井田構成員に資料３の要望書について御説

明をいただくということで進めたいと思います。 

 その後、さらに一気に資料４まで説明を事務局よりいただくということで進めていきた

いと思います。 

 資料２～４の説明を踏まえて、皆様に御意見を伺いたいという形で進めさせていただけ

ればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 早速ですけれども、事務局から資料２の説明をお願いできればと思います。よろしくお

願いします。 

○医事課（板橋） 事務局です。よろしくお願いします。資料２を御覧いただけますでし

ょうか。視能訓練士教育見直しの背景についてまとめた資料となっております。 

 ２ページ目に移ります。視能訓練士の概要として、職種で定められている内容をまとめ

ています。 

 「業務等」としまして「医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対するその両

眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行うこと」というものがありま

す。 

 また、医師の指示の下に、眼科に係る検査を行うことができるようになっていますが、

一部は医師の具体的な指示の下で、厚生労働省令で定めるような矯正訓練または検査を行

ってはならないというもので、幾つか定められているものもあります。 

 この職種は、現状としましては、免許取得者数は大体１万7000人であり、医療従事者の

数として、病院診療所で働かれている方たちは、合わせて約9,000名いらっしゃることとな

っております。 

 学校の数としましては28校、定員として約1,300名の方たちがいます。 

 ３ページ目に移ります。従事者数の推移を示している資料となっております。３年おき
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にとられている調査の結果となっていて、直近としては平成29年、右肩上がりに数が増え

ている状況となっております。 

 ４ページ目にはこの職種の養成所の数、また定員数の推移を示させていただいています。

数に関しては、先ほどの資料で示させていただいたとおりとなっております。 

 ５ページ目は国家試験の合格率の推移についてです。この職種は約９割の方たちが国家

試験に合格されている状況になっていると御認識いただければと思います。 

 ここまでの資料が、この職種の概要と受け止めていただければと思います。 

 ６ページ目に移ります。直近の令和２年度の国家試験の合格率の状況を、受験資格につ

いて示す法第14条で分けた資料となっております。 

 文科大臣が指定した学校、都道府県知事が指定した養成所の２つに分けると、おのおの

の合格率としては94.3％、88.5％になっています。 

 後ほど説明させていただきますが、この２つは国家試験を受けるまでの教育として定め

られているものが異なっています。合格率に関しては、この２つはそれほど差があるとい

うわけではないという認識で進めさせていただければと考えております。 

 ７ページ目に移ります。国家試験を受けるまでの受験の資格について、視能訓練士に関

しては法の第14条の１項、２項、３項、附則の第２項として定められています。 

 法第14条の第１項に関しては、文科大臣が指定した学校、または都道府県知事が指定し

た養成所、この検討会の中では俗語として指定学校養成所という言葉を使わせていただき

ますが、これらの場所で３年以上の教育を受けて卒業された方が国家試験を受けることが

できるようになっています。 

 法第14条の２項としましては、大学や旧大学令に基づく大学、養成所等において２年以

上の修業をして、かつ、告示の300号で定められる科目を修めた方であれば、指定の学校養

成所にて１年以上の教育を受けることで国家試験を受けられるようになっています。その

他、外国の方々、それから、この職種として法が定められたときに、限定的に受験ができ

ると定められている方々が受けられるようになっています。 

 今回の検討会の中では、法第14条第１項、第２項の２つをメインに話を進めていくこと

になると御認識いただければと思います。 

 ８ページ目に移ります。７ページ目の図表で示させていただいたものを文章化されてい

るものと御認識いただければと思います。このページの御説明は割愛させていただきます。 

 ９ページ目です。この職種が今までで教育に関する部分の改正をどのようにしてきたか

という概要を載せさせていただきました。 

 視能訓練士は、昭和46年に職種ができて教育が定められたとき、合計として2,130時間の

教育を行うと決められました。講義が1,185時間、実習が945時間となっています。 

 法第14条第２項に関しては645時間の講義、また、実習として660時間、計1,305時間とな

っています。 

 平成14年改正の大綱化のときに単位制の導入が行われまして、第14条の１項では93単位、
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第２項では67単位と定めが変更されております。 

 そのほか、一番下のカラムのところで、平成27年には国から都道府県に対して権限移譲

が行われた際に、指導ガイドラインを策定されております。この職種は今までは時間制か

ら単位制への変更、そして、指導ガイドラインの導入が行われてきた職種と見ていただけ

ればと思います。 

 10ページ目に移ります。法第14条第１項に関して、学校養成所の指定の基準として定め

られたものをまとめさせていただいています。ここでは１～13の定めがありまして、主に

修業年数は３年以上である。また、教育の内容としましては、別表第１で定められている

内容で進めるとなっています。 

 その他、学校の先生の数や、図書室を有するといったところの定めがあると御認識いた

だければと思います。 

 11ページ目です。先ほど別表第１と言わせていただいた内容が、ここに記載させていた

だいているものになります。 

 昭和46年に科目として並べられたものが、大綱化が行われた平成14年の改正のときに、

教育の内容として改められ、以下、ここで記載されている内容を行うこととなっておりま

す。 

 12ページ目に移ります。こちらでは、今度は法第14条第２項に関しての学校及び養成所

の指定基準を記載させていただきました。修業の年数としましては１年以上、教育の内容

としては別表第２で示すものとなっております。 

 13ページ目では別表第２に関しての内容をまとめさせていただいている状況と見ていた

だければと思います。主に基礎科目に当たるようなものが１項から除かれていると考えて

いただければと思います。 

 背景の資料としては、説明は以上になります。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 引き続きまして、南雲先生と新井田先生から資料３の要望書について御説明いただけれ

ばと思います。 

○南雲構成員 要望書について説明させていただきます。日本視能訓練士協会の南雲でご

ざいます。 

 今回の見直しの要望書につきましては、全国視能訓練士学校協会の新井田会長と要望内

容について説明させていただきます。 

 今回、指定規則及び指導ガイドラインをどのように見直していくかについては、要望書

の28ページ以降の資料にあります日本視能訓練士協会が５年ごとに実施しております視能

訓練士実態調査、2020年の2,604名の回答及び学校協会からの養成校へのアンケートの結果

を踏まえて、当協会と学校協会で協議を重ねて検討してまいりました。 

 要望書の１ページから概要について説明させていただきます。 

 まず、背景ですが、視能というのは「みる」能力を総称した用語でありまして、視能訓
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練士は視能矯正分野に特化した専門職として昭和46年に誕生し、50年を迎えております。 

 法制化の当時は、視能矯正、主に斜視、弱視に関する視能検査やその訓練を主な業務と

しておりましたが、1993年、平成５年の法改正後に、視能矯正分野に加えて、さらに多く

の眼科検査ができるようになりました。 

 その後、眼科医療の高度化と細分化、画像診断検査等による診断技術の進歩に伴って、

現在の業務は視能矯正のほか、広範な眼科一般検査が大きな割合となっています。 

 一方で、視覚障害を持つ方へのロービジョンケア、３歳児健診、生活習慣病健診への参

画など、業務の守備範囲はかなり広がっており、それに伴って学ぶべき内容も拡大してき

ております。 

 高齢化社会を迎えて、高齢者における視能障害は生活の質や社会活動にも大きな悪影響

を及ぼすだけではなく、介護を要することになれば社会的、経済的にも大きな問題を呈す

ることになります。 

 眼疾患予防、視能検査や視能障害が原因で日常生活に何らかの支障を来している方に対

しての視覚リハビリテーション、ロービジョンケアを提供することも、「みる」という機

能について専門的な知識を持つ視能訓練士の大きな役割となっております。 

 2025年に向けての地域包括システムの推進や医師の働き方改革に伴うタスクシフティン

グの推進に対応できる専門職として、高い知識と技術を持つ視能訓練士が現在求められて

おります。 

 平成16年に指定規則の一部を改正してから17年たっており、国民の医療に対するニーズ

の変化であるとか多様化、患者やチーム医療内での良好なコミュニケーション能力の必要

性など、時代の変化に即した教育内容を追加し、見直す必要があると考えております。 

 次に２ページ目をお願いいたします。視能訓練士教育制度と制度の見直しについてです。 

 先ほど事務局から御説明いただきましたので省略させていただきますが、視能訓練士の

教育は昭和46年の視能訓練士法の施行とともに、国立の養成施設の１年制からスタートし

ています。 

 現在は図１にありますように、大学、短期大学、専門学校と、教育体系が大きく３つに

分かれております。今回の教育内容及び単位数について、あるいは、隣地実習の在り方な

どの要望内容については、後ほど新井田先生から説明させていただきます。 

 ３ページ目になります。今後さらに視能訓練士に求められる能力及び強化が必要な内容

について検討したものになります。 

 １つ目の眼鏡処方検査及び眼鏡構造に関する内容ですが、眼疾患及び視能障害の理解に

基づいた眼鏡処方の検査です。 

 ２つ目は脳機能障害による視野障害や眼球運動障害などの視能評価や訓練です。 

 ３つ目は高い専門性を必要とする視能矯正、ロービジョンケアについては、先ほど説明

させていただきましたように、超高齢化社会を迎えて、視能に障害を持つ方を支える役割

を担う者として、さらに求められてくると考えております。 
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 ４つ目の発達障害・学習障害領域への対応ですが、近年、発達障害の児童、生徒が増加

し、眼科にも受診する発達障害児も増えてきていることから、屈折異常、斜視、眼球運動

などの異常を見逃さずに、個々の発達障害の特性を十分に理解した対応を行い、治療につ

なげるための検査を行うことが求められてきています。 

 ５つ目の手術室関連業務についてですが、医師の働き方改革に伴い、医師から医療職へ

のタスクシフティングの推進が進められています。医師から視能訓練士へのタスクシフト

に関しましては、現行法上可能な業務として、医師の指示の下で、手術室における白内障

及び屈折矯正手術に使用する手術装置の設定準備、患者情報及び術前の視機能検査で得た

データの手術装置への入力の業務が挙げられ、今後、手術室の業務についてのニーズは高

まってくると思われます。 

 ６つ目、８つ目についてですが、医療・介護・福祉との連携、地域包括ケアの在宅診療

において、視機能評価、眼疾患の早期発見のための検査、ロービジョンケアまでを眼科医

や多職種とともに視能訓練士もチーム医療の中で役割を提供するということが求められて

おります。 

 ７つ目の医療コミュニケーション能力と医療安全管理については、実態調査からも卒前

教育での充実が必要であるという回答が多く、ここに挙げさせていただきました。 

 以上、今後求められる視能訓練士の能力強化が必要と思われる内容について説明させて

いただきました。 

 ５ページ目からは学校協会の新井田先生から、具体的な教育内容及び単位数の見直し、

臨地実習の在り方等について説明いただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○新井田構成員 新井田です。よろしくお願いします。 

 この見直しの検討については、養成校全体でいろいろ意見を聴取しながら見直し案を練

って、その後、視能訓練士協会とさらに検討を重ねて、こういう要望書を作成いたしまし

た。 

 先ほどから出ていますように、（１）の高齢化の進展に伴う医療需要の増大と多様化、

医療・介護提供体制の見直し、視能訓練士を取り巻く環境の変化と、高度化する医療に対

応できる質の高い視能訓練士を養成するために、教育内容の見直しを検討してきました。 

 具体的なことなのですけれども、一番下の基礎分野「人間と生活」を「人間と生活・社

会の理解」に変更することは、先ほど南雲先生からもあったのですけれども、「社会の理

解」を追加し、人間関係論やコミュニケーション論等を通じた患者や医療スタッフとの良

好な人間関係の構築の学習を教育目標に追加したということです。 

 ６ページをお願いいたします。専門基礎分野の教育内容の追加と、それに伴い単位数を

３単位増加していただきたいということで、要望書に出しております。これは高度化する

医療需要に対応するために、生命現象の総合的理解、疾病とその成因を系統的に把握・理

解するとともに、今、多職種でも地域包括ケア、連携というのを非常に重視されています
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ので、その辺を視野に入れて、専門基礎分野の教育内容の拡充と単位数の追加を考えまし

た。 

 「①人体の構造と機能及び心身の発達」に、生命現象の総合的理解というのを加えまし

た。 

 「②疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進」ということで、ここは見直しで、感染

症をここに持ってきました。感染症に対する対応と救急対応、医療安全管理、高次脳機能

障害、発達障害等の基礎知識の学習を教育目標に追加して、必要単位数を１単位追加いた

しました。 

 先ほど南雲会長からも御説明がありましたけれども、リハビリテーションを多職種と一

緒にやっていく場合に、高次脳機能障害の基本的な理解とか見方が重要ではないかと考え

ております。発達障害も、最近、眼科の外来を受診するケースが非常に増えていますので、

発達障害児の扱い方ももちろん、検査法についてもいろいろ学んでいくべきであると思い

ます。 

 次に「③保健医療福祉と視能障害のリハビリテーションの理念」です。これは医療・介

護連携の推進、あるいは地域共生社会の実現に向けた取組の推進の対応には、地域包括ケ

アシステム、先ほど言いましたけれども在宅医療です。ここに多職種と連携しながら、視

能訓練士がどのように加わっていくのかということで、必要単位数を２単位追加させてい

ただきました。 

 続きまして、その下になります。専門分野の教育内容の追加と、それに伴い、全体でこ

こは５単位の単位数を増加するように要望いたします。 

 まず、「①基礎視能矯正学」です。これは系統的な視能矯正を構築できる能力を養うた

めに、視覚心理物理であるとか眼位・眼球運動、両眼視機能の生理と病態の理解、適切な

視覚環境を整えるための生理光学及び眼鏡学の基礎知識といったものを加えて、必要単位

数を２単位追加させていただきました。 

 検査学はもちろん大事なのですけれども、その前提となる理論、脳機能をしっかり学ん

でいくのがまず必要かと思っています。 

 「②視能検査学」ですけれども、これは１単位の増加ということで、特にこれは最近OCT

をはじめとする画像診断の需要が非常に増えていますので、ここは１単位は必要だろうと

いうことで追加させていただきました。 

 ７ページをお願いします。「③視能訓練学」については、単位数の増加はないのですけ

れども、視覚リハビリテーションの知識と技能の習得を教育目標に追加いたしました。 

 同様に、現在、視能訓練学で教育されている感染症に対する対応と救急対応は、先ほど

言いました「疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進」のほうに移行させていただきま

した。 

 「④臨地実習」です。これは病院だけではないのですけれども、実習に関しては見直し

をさせていただいて、２単位追加させていただきました。これは高度化、多様化する保健、
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医療、福祉、介護等に対応すべく、臨地での実践を通じた質の高い視能矯正技術と職業倫

理を備えた人材を養成することを目的に、現行の病院等において行う実習を１単位増加す

べきと考えています。また、臨地での実務実習に耐え得る学習・技能レベルに到達してい

るかどうかを確認するために、OSCE等の「実習前評価」、それから、最近はどの実習もリ

フレクション、振り返りが大事なのですけれども、実習後に学習成果を評価してリフレク

ションと実習後評価ということで、単位数を１単位追加する方向で、全体で２単位の追加

とさせていただきました。 

 この結果、合計単位数は、別表第一は93単位から101単位以上、別表第二は67単位から75

単位ということで、全体で８単位増加するということで追加をお願いいたしました。先ほ

ど言いましたように、専門基礎分野が３単位、専門分野が５単位となっております。 

 続きまして、以前の指定規則の改定からもう17年たっており、手に入らない機材が増え

ていますので、教育上必要な機器、器具、標本、模型の見直しを現状に合わせて改訂させ

ていただきました。 

 今の改定のところは、後ろのほうを先に見ていただいたほうがいいです。22ページ、23

ページを開いていただけますでしょうか。教育上必要な機械器具、標本及び模型に係わる

ものとして、削除が望ましいと思われるものです。これは養成校全体にアンケートをとっ

て、多くの施設で承諾が得られた物を並べております。ここにありますように、暗順応、

Ｘ線フィルムビューアー、位相差ハプロスコープなど、現在販売されていないものは削除

というふうに持っていきました。 

 現実の学内の実習とかの円滑な運営を鑑みて、その下の（２）をお願いいたします。「標

記の変更が望ましいと思われる機械器具」ということで、今までいろいろ、例えば大型弱

視鏡も３種類以上だったものを、大型弱視鏡というふうに大きなくくりとして、細かい分

類分けはやめました。 

 23ページです。数量ですけれども、倒像鏡、直像鏡は今まで４人に１とか２人に１だっ

たのですけれども、それほど必要ないということで、このように減らしてあるものもござ

います。その代わり、その下の「（４）追加が望ましいと思われる機械器具」の中に、光

学式眼軸長測定装置を今、臨床ではほとんどの施設でも用いられていますので、こういっ

たものは必要ということで加えさせていただきました。 

 また前に戻るのですけれども、８ページに戻っていただけますでしょうか。「（２）臨

地実習の在り方」です。学生は臨地で実際の患者さんの検査を通じて、あるいは、指導者

からの様々な指導を経て実践的な学びを習得しておりますので、養成校としては、臨地実

習のあり方を非常に重視しております。 

 単位数は先ほども言いましたように２単位増やすのですけれども、もう一つ、その下の

「１）臨地実習の１単位の時間数の見直し」ということで、単に臨地で経験する実習だけ

ではなくて、自学し発展させる必要がある。そこで、臨地での学びの時間を十分に確保す

るとともに、臨地実習時間外での学習時間をいろいろ調査しますと、学生は臨地実習に出
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ている期間は、レポートとか指導者からの様々な調べ物に対して、自宅学習というか、帰

ってから翌日までにレポートを仕上げたり勉強してくるという時間が必要ですので、実習

時間外に行う学習等が相当あるという場合が想定されますので、そういったことも含めて、

時間数に少し幅を持たせて、40時間以上45時間以内と変えさせていただきました。 

 その下の「２）臨地実習施設要件の見直し」です。病院で行う実習については、現行は

「臨地実習については、10単位以上は、病院等において行うこと。」だったのですけれど

も、これを１単位増やして「臨地実習については、11単位以上は、病院等において行うこ

と。」に見直すべきと考えております。 

 このほかに、昨今、多職種連携とかを含めて保健、福祉、介護等の現場での学びの機会

を設けて、多職種と連携していく、地域医療に参画することも大事ですので、ここを含め

て、３歳児健康診査などの保健分野で必要となる小児の発達過程とか心理的な側面の理解、

小児の接し方等の学習を目的とした保育実習等も一部の学校では既に行われているのです

けれども、こういったものを含めて、この下に「臨地実習には病院等での実習に加え、保

健、福祉、介護等について学ぶ機会を設けることが望ましい」と追加して、幅広い実践学

習の機会を設けることといたしました。 

 あとは資料４に詳しく書いてあります。 

 次は実習指導者要件の見直しです。これは南雲先生からでよろしいですか。 

○南雲構成員 はい。南雲から説明させていただきます。 

 実習指導者の要件の見直しに関してですが、現行のガイドラインでは、実習指導者は各

指導内容に対する専門的知識に優れ、視能訓練士または医師として５年以上の実務経験及

び業績を有し、十分な指導能力を有する者とし、そのうち１名は視能訓練士であることと

なっております。今回の要望としては、そこに厚生労働省が指定する指針に基づく厚生労

働省の後援を得て現在行われています視能訓練士実習施設指導者等養成講習会を修了して

いることが望ましいということを追加させていただきました。 

 別添えのほうに、実習施設指導者等養成講習会の開催指針に関して資料を載せておりま

す。現在行われております視能訓練士実習施設指導者等養成講習会につきましては、公益

財団法人の医療研修推進財団が主催し、厚生労働省、日本視能訓練士協会が後援し、1997

年から年１回開催され、これまで延べ1,583名が受講している講習会になっております。 

 今年の開催概要、募集要項については資料に載せていただいております。 

 以上です。 

○新井田構成員 ありがとうございました。 

 「４）臨地実習の構成、方法等」は、先ほど一部お伝えしましたけれども、大事なとこ

ろは、下に書いてあります保健、福祉、介護等について学ぶ機会に加えて、臨地での実務

実習に耐え得る学習技能到達レベルに達していることを確認するための実習前の評価です。

これは一般的に、多職種ではOSCEとして、既に多くの学校が取り入れていますけれども、

そういったものです。 
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 それから、先ほど言いましたように、実習後のリフレクション、振り返りというのは今、

非常に重視されていますので、ここの部分をきちんと含むようにということで、その構成

を一部、このように記載いたしました。 

 以上となります。ありがとうございました。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 引き続きまして資料４ということで、こちらは事務局からお願いしたいと思います。 

○医事課（板橋） 事務局です。資料４を御覧いただけますでしょうか。 

 今までのところで、職種の背景としての情報、団体からの変更の要望書という御説明で

した。これに続けるような形で、資料４では、検討会の今後のスケジュール案と論点につ

いて説明させていただければと思います。 

 ２ページ目をお願いします。まず、検討会の進め方についてとなりますが、視能訓練士

の学校養成所カリキュラムなどについて長期間見直しが行われてこなかったことを踏まえ、

また、関連団体から合同の要望として挙げていただきましたものを受けて、以下の基本的

な方針として進めさせていただければと思います。 

 １つ目としては、質の向上、または患者の安全の確保に資するような教育カリキュラム

に見直しを行う。 

 ２つ目としては、関連団体から要望として挙げていただいたものを踏まえて安全・有用

な教育及び臨地実習が実施されるように、改善点を挙げて検討していくというふうになり

ます。 

 今後のスケジュールに関してなのですが、2021年９月から立ち上げましたこの検討会の

話がまとまりましたら、年度末には取りまとめとできればと考えております。 

 その後、事務的な作業を進めさせていただいた後、法令関連の改正を行わせていただき

まして、学校、養成所における準備期間を１年以上設けさせていただいて、2024年４月の

入学生には適用させるような進め方でできればと考えております。 

 今回の検討会で議論していただく内容によっては、内容の詰めをさらに細かくしていか

なければならないところが出てくる可能性もあります。そういったところを補助的なサポ

ートをしていただくという意味合いで、今回、厚労科研で江頭先生に研究代表者となって

いただきまして、サポートをしていただくような体制をとっています。 

 今後、このカリキュラムの見直しに関しては、各職種で約５年をめどの見直しという形

で進めているところもありまして、これらを考えるといずれ２職種、３職種が同時に改定

の時期を迎えることもあります。そういったときにスキームとして出来上がったものがな

ければ、なかなか対応が厳しくなってくるというところもありますので、そういった意味

合いの形づくりというのも、この研究班で行っていただければとは考えている状況であり

ます。 

 ３ページ目に移ります。資料３で団体からの要望書の全体の御説明をいただきました。

これについて、全体像を１枚紙にまとめたものと見ていただければと思います。 
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 要望の内容は区分として３つに分けられまして、１つ目としては教育の内容及びその単

位数の見直しに関する事項です。 

 ２つ目としては臨地実習の在り方に関する事項です。 

 最後にその他として、備品関係のものについて要望として挙がっている状況となってい

ます。 

 論点としては６つに分けられまして、教育の単位数、中身についての見直しのほか、臨

地実習では１単位の時間数について、臨地実習の中で実践学習すべき範囲について、臨地

実習の前後の評価及び実習後の振り返りについて、臨地実習指導者の要件に追加する内容

が挙げられている状況となっております。 

 ４ページ目をお願いします。ここからは各論点に関して、先生方から要望として挙げて

いただきましたものを構成員の先生方に御意見をいただくための資料として作らせていた

だいています。４ページ目では、臨地実習１単位の時間数について挙げていただいている

要望が、１単位は今まで指導ガイドラインで45時間と定められていたものが、１単位を40

時間以上、自己学習を含め45時間以内としたいという要望となっておりました。こちらに

ついて、先生方の御意見をいただければという資料になっています。 

 ５ページ目に移ります。教育の内容、教育の目標及びその単位数の見直しに関して、先

生方からの要望が団体として挙がってきているものを、ここに挙げさせていただいていま

す。赤字で書かせていただいているものが対応する部分での追記または修正として、取消

線のところが削除の文言と見ていただければと思います。単位数としましては、93単位か

ら101単位、第２項に関しては67単位から75単位への単位引上げという要望となっておりま

す。 

 ６ページ目、７ページ目では、備品に関して教育の内容が変化するのに伴っての変更と

見ていただければと思います。先ほど説明が入りましたので割愛させていただきますが、

赤字の部分が要望の提案と見ていただければと思います。 

 ８ページ目に移ります。臨地実習の中で実践する教育の内容に関する事項を、ここで記

載させていただきました。臨地実習の中では病院または診療所といったところでの実習、

この中に加えて、保健、福祉、介護などで行う機会を設けることが望ましいということの

追加を要望として挙げていただいています。その他、臨地実習の前後の評価などを行うと

いうことを、必須項目として挙げることを要望されております。 

 ９～11ページ目に関しては、臨地実習の指導者要件に関する内容となっております。９

ページ目で挙げさせていただいている部分は、各職種での臨地実習の指導者講習の追加に

関して、どのような体制をとられているかというのを示させていただきました。団体から

挙げていただいているのは、臨地実習指導者講習会を修了している人が臨地実習指導者に

なることが望ましいということを挙げていただいています。 

 あくまで望ましいと書かれているのは、次の見直しを行う際に必須で行う、それまでの

時間を潤沢に設けるという意味合いで、今回は望ましいというような書きぶりで追加する
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という意図となっております。ほかの職種で言えば、看護師、理学療法士、臨床検査技師

は必須とする方向性での記載に変更されており、診療放射線技師、臨床工学技士に関して

は視能訓練士同様、次のときには必須とすることを前提として、望ましいという書きぶり

を入れている状況となっております。 

 10ページ目、11ページ目で書かせていただいている、こちらの団体のほうからの要望書

に挙げていただいている指針案に関して抜粋してきたものになります。中身としましては、

医師のプログラム責任者講習会の指針からそのままスライドしてきている形のものになっ

ていまして、講習の時間としては16時間以上、形態としては、参加型の体験型の研修とな

っています。 

 11ページ目の５番目にありますように、テーマとしましては、5.1から5.4で臨地実習指

導者としての制度、理念、概要、到達の目標と修了の基準、プログラムの立案、臨地実習

指導のあり方、ハラスメントを含めて、こういったものが必須の内容となっております。 

 要望に関しては、こういったものについて先生方の御意見をいただければと思っており

ます。 

 説明としては以上になります。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 今のことと関連しまして、研究班の話が出ましたので、それについて簡単に説明させて

いただきます。 

 参考資料３です。厚労科研の研究計画書を御覧いただければと思います。これは私が主

任研究者ということでやらせていただくことになる研究ということで、「医療関係職種の

養成教育における課題解決に資する研究」といったタイトルになっています。 

 次のページの真ん中辺りを見ていただければと思います。研究班の構成としては私と、

今日も構成員として御参加いただいている神村先生に分担研究者、あとは私の部門の講師

を務めている泉谷が分担研究者として参加させていただくということになっています。 

 １ページ開けていただいて、研究目的のところをお願いできればということで、先ほど

来ずっと話がありましたとおり、全部で８つ、医療関係のメディカルスタッフのカリキュ

ラム、養成課程の見直しを行っている途中でありまして、さらにこれは継続的に、一応５

年ごとみたいな形で今後も見直しを続けていく予定になっているということです。 

 この中で、例えば職種ごとに特有の問題もあるでしょうし、共通の問題、課題というこ

ともあるでしょうから、そういったところを抽出して、どういった問題点があるのかとい

うところをしっかり把握するとともに、５年ごとの見直しなどの妥当性の検証も行うとい

うことが、研究としては目的になっています。 

 例えば、今回の検討会においても、しっかりとした検討がさらに必要であるという課題

が出てきた場合には、この研究班の中でも同時に検証をさせていただくといいますか、議

論をさせていただくことを計画しているということで、その際には、先ほど御紹介しまし

た研究班のメンバーだけではなくて、今日御参加の皆様にもぜひ参加いただいて検証を進
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めていきたいといった枠組みで考えておりますので、また必要があればお声がけさせてい

ただきますので、ぜひ御協力いただければと思います。 

 話を戻しまして、資料２～４ということで御説明いただいたところで、特に資料３の要

望書の中で、今回、視能訓練士のこれから持つべき能力を明確に示していただいて、それ

に合わせた形でのカリキュラムの改正案を出していただいたのではないか。非常にきれい

にまとめていただいたということで、座長としても大変感謝するところなのですが、こち

らについての議論に移りたいと思います。 

 まずは資料全体です。どこでも結構なのですけれども、全般についての御意見をお聞か

せいただきたいと思います。続いて、こちらのほうが少し時間をとれればと思うのですけ

れども、資料４の３ページに全部で６つの論点ということで、事務局でまとめさせていた

だいていたと思いますので、それぞれの論点について１つずつ議論を進めていくというこ

とで、この内容でいいのかどうかということを、４ページ以降の資料を用いて１論点ずつ

検討していくという形で進めていきたいと思います。 

 まず、全体的な御質問、御意見ということであれば、構成員の皆様からいただければと

思います。 

 資料２～４の説明が終わったというところで、論点１つずつの議論に入る前に、まず全

体的な御意見、御質問についてお受けしたいと思います。 

 不二門先生、よろしくお願いいたします。 

○不二門構成員 勉強不足で済みませんけれども、以前の改定で、必要とされる時間数が

単位に変更になっていますね。１単位が15～30時間ということであれば、１単位増やすと

いうことは15時間授業を増やさなくてはいけないという理解でよろしいでしょうか。 

○医事課（板橋） 事務局です。お答えさせていただきます。 

 御認識のとおりでして、講義、演習に関しては15～30時間、実験、実習、実技に関して

は30～45時間の範囲での単位ということでやっていただくことになります。 

○不二門構成員 もう１つ質問なのですけれども、これはレクのときにも聞いたかもしれ

ないのですが、新しい案として、臨床実習をやるときに40時間以上の実習をもって構成す

ることとし、実習時間以外の学習がある場合にはその時間も含めて45時間以内とするとい

う言葉があるのですが、一般的な文言としては分かりにくいような気がするのです。これ

は45時間やることを推奨しているのか、やらなくてもいいけれども、やりたかったらやっ

てもいいのかというニュアンスがちょっと伝わってこないのですけれども、そこら辺が分

かったら教えてください。 

○医事課（板橋） これについても事務局から説明させていただきます。 

 １単位の中でやる時間に関しては、１単位を45としているものを最低40時間以上はやっ

ていただき、その時間数に関して、時間外学習、宿題等があったとしても、時間に関して

は１単位の中ではプラスの５時間、45時間までとしていただくというように、アッパーを

設けるような形での書きぶりと見ていただければと思います。 
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 この職種に関して要望を挙げていただくに当たって、時間外学習が多いということを伺

っています。それについては団体のほうから補足的な説明をいただければと思うのですが、

南雲先生、ここのところをお願いしてもよろしいでしょうか。 

○南雲構成員 新井田先生からがよろしいかと思います。 

○新井田構成員 私のほうから、資料３の30ページになります。臨地実習のところです。

「臨地実習（病院等での実習）における時間外学習について」のところです。ここに補足

として、実際の臨地実習における時間外学習の実態について報告させていただいておりま

す。 

 実習記録、レポート等の様々な課題が出ますので、それを含めて学生はトータルとして、

実習として考えていくべきだろうというコンセプトになっております。 

 下にスクロールしていただくと分かるのですけれども、これが臨地実習の後に自宅学習

をどのくらいの時間しているかというグラフになりますけれども、２～３時間ぐらい、学

生によっては４時間以上レポート等に費やしている学生さんもいますので、これで体調を

崩すということはないのですけれども、臨地に行って緊張の中でさらにこういうレポート

課題等でかなり時間を費やしているというのが実態になっております。これを含めて45時

間の中でということが、多職種も同様の動きなのですけれども、今回40～45時間という形

で幅を持たせるということにさせていただきました。 

○不二門構成員 分かりました。要するに、体を大切にしましょうという制限ですね。了

解です。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。もしありましたら、手を挙げる機能でお願いいたします。よ

ろしいでしょうか。 

 それでは、今のも論点の一つであったのですけれども、６つの論点ということで焦点を

絞った形で議論を進めていきたいと思います。 

 資料４の３ページを見ていただければと思いますけれども、こちらに全部で６つの論点

がありますので、それぞれ１つずつ確認をしていきたいと思います。 

 ４ページをお願いいたします。まさに今、議論になったところですけれども、「臨地実

習の１単位の時間数見直しに関する事項」ということで、右側の赤のところの（３）です。

このような表現にするということです。趣旨としては、先ほど御説明いただいたとおりと

いうことかと思います。 

 こちらについて、さらに追加で御意見あるいは御質問等あればお願いしたいと思います

が、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 この単位数の考え方というのがいつも分からなくなってくるのですけれども、これはも

う大学もそういう形でやっているそうなのですが、基本的には実習時間も含めて学習時間

ということで単位が入ってくるという考え方で、その中で実習、演習といった実技系のも

のは、少し講義よりは時間を多くとるということです。 
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 論点１に関して、さらに何か御意見などあればお受けしたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

 それでは、こちらに関しましては御意見をいただき、この記載の方向で進めていくとい

うことで、ある程度この会の中では合意をいただいたのかと理解いたします。 

 続きまして、２つ目の論点に移りたいと思います。５ページをお願いできますでしょう

か。これは非常に重要なところで、教育内容、教育目標、単位数の見直しについてという

ことで、左側が現行、右側が今回の改正案になっております。 

 全体として基礎分野、専門基礎分野、専門分野ということで、大きく３つのカテゴリー

に分かれていまして、基礎分野の中では今回、「社会の理解」といった項目を入れるとい

うことで、社会との関わりということについても特に学んでいただくということです。 

 専門基礎分野ということで言うと、教育目標を変えるということもありますし、疾病の

ところで言うと、感染症の問題であるとか医療安全など、高次脳機能障害等、発達障害等

もここで扱う。それに伴って単位数が増えてくるということです。 

 全て説明はしませんが、リハビリテーションの理念のところにも社会保障のことなど、

あるいは多職種連携などもここに入れているということかと思います。 

 専門分野もかなり強化をしていくということと、現代的なところでいろいろなキーワー

ドが入ってくるということ。それから、何と言っても臨地実習のところで単位数も増やし、

内容も例えば、こちらの教育目標についても現代的なところに合わせていくという形で御

提案いただいているところかと思います。 

 ここについてはいかがでしょうか。御意見、御質問、確認したいこと等あればお願いで

きればと思います。 

○南雲構成員 要望書を検討するときに、右側の提案事項のところになるのですけれど、

専門分野の視能検査学のところに「職業倫理を高める」というのが現行では入っていまし

て、その「職業倫理を高める」を臨地実習の方に持っていこうということで決まっていた

のですが、そこの文言が抜けておりまして、臨地実習の下のところです。「対応できる知

識と技術を習得し、職業倫理を高め、医療チームの一員としての責任と自覚を培う」と修

正させていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○江頭座長 ありがとうございます。確かにそうですね。見え消しになっているところが

幾つかあって、そこの意図がどうなのかと改めて思ったところですが、この職業倫理のと

ころは臨地実習のほうに追加をしていくということで今、御提案いただいたと思います。 

 ちなみに、視能訓練学の感染症は上に持っていくような形ですか。救急対応とか。ここ

も見え消しになっています。 

○太田医事専門官 専門基礎のところです。 

○江頭座長 専門基礎のところに加わったということでよろしいですね。そういう意図で、

修正の過程まで資料の中に入れていただいているということかと思います。 

 これはそういう方向でよろしいでしょうか。 
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 ありがとうございます。それでは、不二門先生、お願いいたします。 

○不二門構成員 何度も済みません。 

 一つは、専門分野の基礎視能矯正学が12単位に増えるところなのですが、「眼位・眼球

運動、両眼視機能の生理と病態を理解する」という文言が入っているのですけれども、こ

れは既に今の段階でもやられていることではないのでしょうか。あるいは、さらに高度な

ことをやるということなのでしょうか。そこら辺を新井田先生にお伺いしたいのです。 

○新井田構成員 ここは脳機能との絡みで、例えば立体視の脳内機能とか、その辺をもう

少ししっかり今後の学生さんに学んでほしいという意味で加えた文言です。 

○不二門構成員 ということは、より充実させるといった要素があるということですね。 

○新井田構成員 そうです。もちろんそのとおりです。 

○不二門構成員 私はロービジョン学会の理事長をやっているのですけれども、リハビリ

テーションを充実していただけていたのは非常にうれしいのですが、足りない点としては、

見て行動に移すというところの理解が視能訓練士は非常に弱いのです。例えば、歩行訓練

士とどうつないでいくかとか、同行援護のシステムはあるけれども、そういうことについ

ての授業とかはあまりないみたいなので、リハビリテーションにそういう運動機能との協

調みたいなところを入れていただくといいかと思います。 

 ロービジョン関係で言うと、盲学校との連携のところも少しやってほしいと思っていま

す。というのは、視覚障害児の発達を考える上では、早期発見、早期治療と、それをリハ

ビリにどうつなげていくかというところが、盲学校との連携が非常に大事なのですけれど

も、そういう連携というところに盲学校という文言もどこかに入れていただけるとありが

たいと思います。 

 以上です。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 ただいまの件について、いかがでしょうか。 

○新井田構成員 養成校の全部ではないのですけれども、実は既に同行援護従業者資格は

もう取れる学校が結構いっぱい出てきています。それから、盲学校の見学とか、その辺も

多くの学校がやっているのではないかと思っているのですけれども、ただ、文言として加

わることは可能ですので、検討させていただきます。 

○江頭座長 よろしいでしょうか。 

○不二門構成員 はい。 

○江頭座長 もし入れるとすると、実際に文言をどこに入れるかにもよると思うので、臨

地実習としてやっていくような感じなのでしょうか。それは新井田先生にお聞きするのが。 

○新井田構成員 臨地実習も絡みますし、訓練学のところにも両方絡むので、ここは少し

文言をうまく調整できたらと思います。 

○江頭座長 了解しました。それでは、取り入れる方向で検討していくということになる

かと思います。 
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 続きまして平木先生、お願いいたします。 

○平木構成員 今、不二門先生から盲学校という文言をというお話がありましたけれども、

私どもも最初のころはそういったところに行っていて、今も視覚支援学校ということで、

申し込むのですけれども、視覚だけの障害ではなくて、結局、身体、心身のほかにも幾つ

か重複障害を持っている方がすごく多いということで、なかなか見学の機会もないといい

ますか、非常に難しいという実態が数年前にもありまして、なかなかそれが実現できなか

ったというのがあります。ただ、不二門先生がおっしゃったように、必要なことだとは思

います。 

 あと１点なのですけれども、ここでこれをお聞きしていいのかどうか分からないのです

が、私は専門学校から代表ということで出させていただいていまして、専門学校３年以上

と、あと１年以上という法律があって、第14条第２項のところです。１年以上というとこ

ろの養成過程も持っているのですが、非常に単位が増えるということで、１年以上あれば

いいということなので２年でもいいかと思うのですけれども、そこで質問があります。 

 単位を増やすことに関しては全然疑問を持っておらずに、むしろ賛成です。時代も変わ

ってきたので必要な勉強も変わってきているし、単位的にも増やすことに関しては大賛成

なのです。ただ、単位数が多くなるということなので、１年では難しいというのをここ数

年ずっと実感はしております。 

 ここに関係あるかどうか分からないのですけれども、事務局にお聞きしたいのですが、

教育再生実行委員会の会議というのがあって、例えば大学の単位も、高校で学んでいれば

読み替えが利くというように変わっていくと聞いています。今、専門学校などでも、大学

で学んできた、例えば基礎分野の一般教養の分は幾つか単位を読み替える、既修得単位と

いうことにしているのですけれども、そういった教育再生実行会議とかがあって、高校の

単位が大学に認められるのであれば、例えば、この専門の勉強、専門学校だったり大学だ

ったりで、基礎分野ではなくて専門基礎分野で学ぶべきものを、例えば、その前の段階の

高校であるとか専門学校で学んだものを既修得単位として認めるということは可能なので

しょうか。 

○江頭座長 事務局からお願いします。 

○医事課（板橋） ありがとうございます。事務局です。 

 単位を免除する関係に関しては、指定規則上で定められている内容というのがあります。

詳しくは指定規則の別表の第１、備考というところを見ていただければと思うのですが、

そこの第２番に記載されている内容でして、言語聴覚士とか義肢装具士とか別の職種等で

教えているような学校、養成所といったところでの既に履修した科目については免除する

ことができるというのがあるのです。なので、高校に関しては対象外になってしまうとい

うのはあるのですけれど、既に履修した科目を各学校に入職するときに認められるかどう

かの判断を確認した上で行うことが可能になります。 

 ほかの職種でも同様のことがありまして、１年生の課程とか、ここで現段階でも１年以
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上の教育、67単位というのは結構無謀な単位数になっているというのは私も見てとれるの

ですが、免除するような形は、個々の学生さんたちを見て行うような形をとっております。 

○江頭座長 よろしいでしょうか。 

○平木構成員 ということは、一般的には基礎分野ではなくて専門基礎分野でも、ほかの

専門学校といいますか、私どものほかの課程とかで学んだものを、例えば１年生課程の単

位として読み替えていいということなのですか。 

○太田医事専門官 意味を取り違えていたらあれですけれども、告示で免除をされている

科目というのは外国語とか心理学、保健体育、生物学といったところで、いわゆる基礎分

野だと思うのですけれども、専門基礎分野をほかの課程で学ばれてきたときに、それが免

除されるかというと、今のところは免除されないです。話の過程で、単位互換が将来的に

ないかといったら、例えば言語聴覚士であればそういった制度も設けてあるので、議論の

末にというのはあると思います。いずれにしても科目の免除については整理して回答しま

す。 

○平木構成員 分かりました、ありがとうございます。 

 それでは、５月の終わりとかに新聞に出ていたような内容は、基礎分野だと前からある

けれども、専門に関しては難しいという話ですね。 

 また別のところでも結構です。 

○江頭座長 

 松本先生、お願いいたします。 

○松本構成員 非常に充実した改定プログラムになっていると思うのですけれども、１点

だけお聞きしたいのです。 

 今回、視能検査学のところが１単位増えているということなのですけれども、皆様方御

存じのように、前回のときに比べまして、眼科の検査が非常に多様化してしまっていると

いうことと、視能訓練士の方が卒業して現場で、現実的には非常にたくさんの検査を一気

にしないといけないという現状もあると思うのです。そういう面を踏まえて、この１年間

で全てうまく網羅して講義が進められるのかどうかです。これは現場の教育の仕方、ある

いは実習の組み込み方にもあると思うのですけれども、この辺りはどうでしょうか。 

○新井田構成員 先生、御指摘ありがとうございます。 

 実は今回、その辺も非常に議論したのですけれども、一つは、例えばOCTにしても、養成

校でそろえているところはまだそんなに多くないのが現実でございます。特に高額な機器

は、養成校で全部そろえるというのはかなり難しいので、臨地実習に出て、いろいろ機械

に触れて勉強させていただくというところが多いと思います。それを含めて、今回、臨地

実習の単位を厚くするということと、基礎視能矯正学のところで倫理的、理論的なことを

しっかり押さえた上で、臨地実習でしっかり学んでいきましょうという方向性なのですけ

れども、御理解いただけますでしょうか。 

○松本構成員 分かりました。特に実際に、臨地実習がすごく大事になってくるとは感じ
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ております。 

 ありがとうございます。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 事務局からお願いします。 

○医事課（板橋） 新井田先生、南雲先生、要望書として上げていただいたこれについて

なのですけれども、追記の御相談なのですが、臨地実習で１単位を実習前後の評価、振り

返りが必須ということを、別のところで要望で書いていただいていました。これらは教育

の目標の中にも追記していただくという形をとってもよろしい内容でしょうか。 

 御相談になります。 

○新井田構成員 追記が必要ですので、よろしくお願いします。 

○医事課（板橋） そうしたら、文言については御相談という形にさせていただければと

思います。 

 ありがとうございます。 

○江頭座長 ２つ目の論点については以上としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、文言の変更といいますか、見え消しのところとか、直接の論点ではないです

けれども、専門基礎分野の読み替えみたいなことができるかどうかとか、その点を持ち帰

らせていただくということで、次の論点に移りたいと思います。 

 ６ページと７ページを併せて、必要な機械器具、標本、模型に関する事項ということで、

先ほど松本先生からも御指摘いただいたとおり、専門外ですが私もそう思うのですけれど

も、非常に新しい検査機器なども出てきているということで、そういった時代に合わせて

いく必要があるだろうということで、古いものを削り、新しいものを可能な範囲で入れて

いくという御提案かと思います。 

 一つ一つはもう御説明しませんが、いかがでしょうか。これは難しいのではないかとか、

これは入れたらどうかというのがもしあれば、御意見をいただければと思います。よろし

くお願いいたします。詳細をよく見ていただいて、御意見いただければありがたいと存じ

ます。 

 まずは事務局からお願いします。 

○医事課（板橋） 学校協会のほうにお伺いになるのですが、挙げていただいた要望のも

ので、幾つも削除がある中、追加のもの、名前を変更されているものがあります。これら

は新規で施設、学校を立ち上げるときに必須として置いていただくものたちになるのです

が、なかなか厳しいとか、これを追加することによって各学校でそろえなければいけない

ような備品が増えるという、金銭的な意味では問題ないという認識で受け取らせていただ

いてよろしかったでしょうか。 

○新井田構成員 今回、そんなに高額なものは増やしていないと思います。IOLマスター、

光学式の眼軸長測定装置ぐらいですかね。実はOCTなどは学校協会がメーカーのほうと、展
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示品とかで使わなくなったものを抽選で養成学校に差し上げるという事業もやっています

ので、昨年度もOCTについては実習機器として３校に配備することができている状況になっ

ています。 

○医事課（板橋） 承知いたしました。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 不二門先生、お願いします。 

○不二門構成員 これはディスコンになってしまって作っているところがないからかもし

れませんけれども、暗順応検査装置というのは非常に大事だと思うのです。国家試験とか

でもコールラウシュの屈曲点とか言っているのに、実習で１回もやったことがないという

のは、代替の機器とか探してもないのでしょうか。 

○新井田構成員 実は、私も国際医療福祉大学の視機能療法学科を20年前に立ち上げると

きに既に新品が売っていなくて、中古の物を何とか探してもらって業者の人に入れてもら

ったという経緯があって、残念ながら現状ではもう全く手に入りません。 

 ただ、先生がおっしゃるように、暗順応の原理自体は非常に大事なので、何とかビデオ

とかいろいろな物を使って、映像教材として引き継いでいきたいとは思っているのですけ

れども、実習としては今の機器が壊れると代替はないというのがどこの養成校でも現状だ

と思います。 

○不二門構成員 しかし、暗いところに行ったら、どのぐらいで物が見えてくるかという

経験はできますね。 

○新井田構成員 できます。 

○不二門構成員 ですから、それに匹敵する何か簡単な検査ではないけれども、体験をす

るとか、そういうことをしてはどうでしょうか。 

○新井田構成員 分かりました。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 事務局からお願いします。 

○医事課（板橋） そうしましたら、今いただきました御意見を踏まえて、ここの書きぶ

りは削除ではなくて、関するものなど、何かしらの文言を御相談しながら提案させていた

だければと思います。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 特に御意見がなければ、今の変更点を検討していくことで、次の論点に移りたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、次の論点は、臨地実習の中で学習すべき内容ということで、地域包括ケアな

どの現場も必要だろうということで御説明いただいたかと思いますが、そういった内容を

追加するということ。それから、振り返りを必須とする。臨地実習に出ていいかどうかと
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いうことを、OSCEという御説明もあったかと思いますけれども、そういったことを前にや

って、現場に出て、その振り返りを必ず必須とするということを意図して、指導ガイドラ

イン内にこういったことを追記してはどうかということです。今まではそれに関する記載

は全くなかったようです。 

 その大きく２つの内容を入れていくことを御提案いただいていますが、こちらに関しま

していかがでしょうか。これは特にいいのではないかということだとは思うのですけれど

も、文言の表現なども含めて、特段もし御意見があればと思います。よろしいでしょうか。 

 お願いいたします。 

○小林構成員 手が挙げられないので、申し訳ございません。小林です。 

 臨地実習を受ける立場からというところですが、今回いろいろ検討したいただいたこと

は、本当に現状に見合ったところをいろいろと取り込んでいただいて、単位数も増えてい

て大変だと思うのですが、充実してきているという印象を持っています。 

 先ほど、レポートでかなり時間を使っているというお話があったのですが、実際、本当

にレポートをどう書くかというのは結構苦労している学生さんも多いので、テキストを何

ページも写して時間をかけたり、そういう形になったりする場合もあるので、ここに文言

をということではないのですけれども、実習前の評価というところで、レポートをどうや

っていくのかというところも含めた学習になってほしいということです。 

 実習だけではなくて、それまでのレポートかもしれませんが、そういうものを学校教育

の中でやっておいていただくと、実際現場でレポートの書き方を指導するのではなくて、

中身のことを話していけるのではないかというのが、実際に実習を受けている者の立場の

印象ですので、文言というよりは、そう思っていますということをお伝えしたいと思いま

した。 

 以上です。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 最近、レポートをきちんと書ける学生は少ないのかとは思いますので、文言に入れると

いうことではないのかとは思うのですけれども、そういった方向もぜひお考えいただけれ

ばと思います。 

○新井田構成員 小林先生、ありがとうございます。今の学生がスマホ世代で、結局、LINE

で短い文章に慣れ親しんでいるというのは非常に大きな弊害だと思っていまして、文章を

書けないのです。これはもう１年次から大学教育でも、記述問題を出しても、昔の学生に

比べると短い文章で、中身のない文章しか書けない学生が増えてきていることは事実です。 

 それに対して、私たちも書く練習とか、レポーティング、ライティングの練習というの

を１年次からしているのですけれども、上から下までの学力差もあって、徹底していない

というところが現状でございます。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 平木先生の前に、事務局から補足です。お願いします。 
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○医事課（板橋） これは今後、事務局の提案として出していくに当たっての確認になっ

てくるのですが、先生方から今、実習前の評価というところに、レポートの書き方もやる

べきなのではないかということをいただきました。これは、ここを文章の中に書き入れる

かどうかというところでお話をいただいているのですけれども、落とし方のところは必須

のものとして扱った方がよろしいですか。それとも、望ましい的な扱いでということを言

われているのか。ここら辺は新井田先生に聞いた方がいいのか、小林先生に聞いた方がい

いのか、御意見いただければと思うのです。 

○新井田構成員 板橋様、これは既に初年次からやっている教育全般を指していますので、

特に臨地実習だけということではないと思います。 

○医事課（板橋） それでは、実習前の評価として入れるというよりも、学内の学習の中

でやっていただきたいという意味合いがあったという認識でよろしいですか。 

○新井田構成員 そうなのです。もちろん、まず実習前に、対患者のコミュニケーション

能力がどれだけあるのかとか、実技試験で、手技の説明と実際の実技がどこまできちんと

できるかというところがOSCEでは一番問われるのですけれども、レポートに関してはむし

ろそれ以外の、そこまでの過程で学ばせているという考えですけれども、小林先生、よろ

しいでしょうか。 

○小林構成員 私も文言というよりは、そういうふうにやっていただいているのも重々承

知の上で、一応確認ということでお話しさせていただきました。 

○医事課（板橋） ありがとうございます。 

○江頭座長 平木先生、お願いいたします。 

○平木構成員 臨地実習の件に関して、指導ガイドラインの追加は私もとても賛成です。 

 ただ、臨地実習というのは現場での時間数を読むと思って今まで全部してきていますの

で、一部、実習前後の評価が、学内でやったことも臨地実習の単位として認めるというこ

とになるかと思うのですが、単位の制限というのは設けなくてもいいものなのでしょうか。

なるべくなら、外での実習、例えば保健施設とか幼稚園だったり福祉施設だったり、それ

もあると思うのですけれども、実習に行けないので、すごくたくさん学内で読み替えてし

まいましたみたいなことにはならないのですかね。 

 そこだけ気になりました。 

○新井田構成員 そこはまだ想定していなかったのですけれども、私どもはそんなに多く

の時間を実習前に使うという考えは全然なかったです。OSCEにしても半日あれば終わりま

すので、そこで１単位というのはつけられないと思います。 

 実習後のリフレクションも、実習報告会とか、それぞれが課題を提出するという形で考

えても、１単位には満たないものではないかと考えていました。実習外のものが増えると

いう感じでは考えていません。 

 そちらは文言に入れましょうか。 

○平木構成員 どうなのですかね。絶対現場に行かないと駄目だというのはずっと言われ
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続けていました。今はコロナで実習に行けない部分は、学内実習でも読み替えていいとい

うことがここ１、２年は認められていますが、その部分がそのままになってしまったら怖

いというのが若干あります。 

 ただ、臨地実習の単位はたくさんあるので、臨地実習１、２、３、４とかいろいろな分

け方は確かにできると思うのです。私も新井田先生がおっしゃったように、そんなにたく

さんは考えていないのですけれども、そこはどうなのかというのが気になったということ

です。 

○新井田構成員 私から１点よろしいですか。 

 要望書の９ページの「臨地実習の構成、方法等」のところで「『臨地実習16単位（別表

第一）及び13単位（別表第二）』には、11単位以上の病院等での実習」と、11単位以上は

必ず病院でやるようにと明記をしてあります。 

○平木構成員 済みません。見逃していました。 

 ありがとうございます。 

○江頭座長 それでは、事務局から補足をお願いいたします。 

○医事課（板橋） 補足いたします。 

 今、説明いただきました要望書の11ページで、11単位以上と書かれているところに加え

て、９ページ目の要望の中で、臨地実習を２単位追加する理由が書かれているのです。病

院等で行う実習を１単位追加、また、実習の前後の評価の振り返りを含めて、これらで１

単位追加と書かれています。 

 場所によってはこういった文言がなかったりというのもあったので、ここは事務局から

の資料からあえて単位数のことは外したような形で提案という論点を挙げさせていただい

たという次第になります。先生方の混乱を招くような形になってはいるのですけれども、

要望のところを踏まえると、一応、１単位分の学内での実習関係のものになります。あく

まで評価と言わせていただいてはいますが、これはその前のところの、例えばオリエンテ

ーションから始まり、評価して、その後、振り返り、指導という意味合いで、１単位分と

いう追加を臨地実習のところに充てるという書きぶりと受け取らせていただいています。 

○江頭座長 よろしいでしょうか。 

 資料が抜粋型でしたので、重要な点について共有できたということだと思います。御意

見ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 それでは、次の論点に移りたいと思います。実習施設における指導者の要件ということ

で、９ページで赤い枠で囲まれているところになります。実習指導者は、視能訓練士また

は医師で５年以上の実務経験業績ということです。それにプラスして、視能訓練士の指導

者講習会を修了していることが望ましいということでいいのですかね。これも抜粋のよう

な形ですけれども、赤のところは全員が望ましいという理解をしていただければと思いま

す。 



 

98 

 

 医師ではなくて視能訓練士のほうに関してはということだと思います。既にかなり実績

を挙げていただいているという状況を踏まえて、こういうことを追加していくということ

なのかと思っております。こちらについてはいかがでしょうか。次のページから、具体的

な講習会の内容が書かれているということになります。 

 まだ義務化までは時期が早いだろう、いずれはそういうことも検討していくということ

が念頭にあって、今回は望ましいとしているのではないかと思います。 

 これはいかがでしょうか。 

 南雲先生、どうぞ。 

○南雲構成員 補足させていただきますと、この実習の指導者を養成するということが重

要なことであって、実習の指導を受けるに当たっては講習会を受けるように、推奨は現在

もしておりまして、今までも1,500人程度受講して修了しているのですが、現在でも実習の

受入れ施設が減っているというか少ない状況で、学校も苦慮しているということを伺って

おりますので、ここは必須にしていますと、受入れ施設も現状だと足りなくなってしまう

ので、今回に関しては望ましいとして、将来的には必須にしたいと考えております。 

○江頭座長 そういうことで、事務局からもまた説明をお願いします。 

○医事課（板橋） 事務局のほうから、これは南雲先生に確認という形になってくるので

すが、先ほどから御説明の中でちらちら出てきていたのが、現在行っている視能訓練士の

臨床実習などの講習会を言われていますが、これは恐らく医療推進財団のところで行って

いるような研修のことを言われていると思うのです。修了者が1,600人いる講習と、今、立

てようとしているものは、厚労省のほうで指針を立てて新たにつくる制度になるので、今

までの修了した人たちに関しては、どういった扱いをしていきたいというような認識があ

るか教えていただけますか。 

○南雲構成員 今まで講習を修了した人も含めて、今後新たに講習会を実施することも検

討していきたいと考えております。 

○医事課（板橋） そうなると、今までの推進財団のところでの研修を修了した人たちも、

新たにつくる講習、研修を受けていただくということですか。 

○南雲構成員 いえ、そこの人も含めて、新たにということではないです。 

○医事課（板橋） 今までの人たちは免除する方向性にできればということを言われてい

ますか。 

○南雲構成員 そうです。 

○医事課（板橋） 承知しました。そうしたら、その研修のカリキュラム等を見比べて、

同じ内容であるかというところで免除できるかというのを確認する必要がありますので、

そこは資料等をいただきながら、確認する作業をやらせていただければと思います。 

○江頭座長 私も勘違いしていました。今、やっていただいておられるのとはまた微妙に

違うものを今後立ち上げていくということで、事実上移行していくという形でしょうか。 

○南雲構成員 そうですね。そこら辺もまだ検討している段階です。 
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○江頭座長 了解いたしました。 

 いずれにしても、それに準じたものはやっておられて、形式が少し、主催者が替わった

りするのかもしれませんけれども、今後何らかの形で続けていかれるということで、そう

いうことも含めて望ましいということなのかと理解いたしました。 

 よろしいでしょうか。そうすると、ここはもう必須とはできない状況ということですね。

どこの職種もこういったことは入れていくということですけれども、まだ時間がかかると

いうことで、こういった望ましいという表現になっているところが多いということで、私

も理解をしております。 

 こちらに関しましては、基本的にはこの方向でお認めいただいたといいますか、御異論

はないと理解いたしましたので、この方向で進めていきたいと思います。 

 以上で論点についての御意見は全て伺ったと思いますが、もう時間も押していますけれ

ども、何か全体を通じてもう一度確認したいこととかがあればお受けしたいと思うのです

が、いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、今回、いただきました御意見について、改めて幾つか検討すべきことも出て

きたと思いますので、事務局のほうで整理させていただいて、次回の検討会で各論点に関

する変更内容の事務局提案を示して、さらに議論を深めていただきたいと思っております。 

 以上をもちまして、本日の議題は終了ということにさせていただきます。事務局から何

か追加はありますでしょうか。 

○太田医事専門官 次回の検討会の日程については調整させていただいて、改めて御連絡

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 それでは、これで締めたいと思います。 

 失礼いたしました。お願いいたします。 

○平木構成員 済みません。論点については終わって、スケジュール案について何かある

のかと思って、後で言おうと思っていたのですけれども、2024年４月の入学生に適用とい

うことで、このままでいけば進むというふうに最初御説明があったと思うのです。そのこ

とについてなのですけれども、私どもの学校の都合を言っては大変申し訳ないのですが、

高校生への広報活動がどうしてもありまして、高校生への広報活動というのは、例えば今

の高校３年生だったら、もう既にAO入試とかが始まっていまして、既に入学生が決まって

います。 

 私どもの学校に関して言えば、１年制課程というのがあるのですが、その前に別の学科

がございまして、そちらのほうに２年間在籍させて、そこで短大卒の資格を取って、１年

制に入るための準備をするという課程があります。決してそこで視能訓練の科目履修をし

ているわけではないですけれども、将来視能訓練士に進むということを前提として入学生

をとっております。ですので、単位にはならないけれども、視能訓練士の勉強を１年制に
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入る前にしているという学生がおります。 

 そういったところの広報活動から考えると、今の高校３年生は既に入学を決めて、受験

しようとする子たちというのは、2024年の４月に、例えば視能訓練士だったりですけれど

も、進学することになるのです。うちで言えば１年制課程に進学することになります。で

すので、先ほどの既修得単位が認められますかという質問にもつながってくるのですが、

１年制課程での単位数が増えるということで、１年間では無理だろうということになれば、

これは１年ではできないことになるのです。 

 そうなってくると、うちの２年制のコースに来た後、３年目に視能訓練の１年に入るの

が2024年４月なので、その段階で１年で取れないとなると、もう既に広報活動として進め

ているのに、いや、あなたたちは実は１年では卒業できない、それ以上かかるのですとい

うことになってしまうので、2024年４月の入学生に適用となっていますが、そこを考える

と、移行措置期間を設けていただけないかというのがあります。 

 単純に１年制課程の募集は外部からの方に関しては全く問題ないのですが、既にそうい

ったところがあるので、そこだけ追加をさせていただきます。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 予定ということなのですが、これは事務局から何かありますか。 

○医事課（板橋） 事務局です。あくまでこれは今後の予定として、淡々と進んでいけば、

最短で2024年４月の入学生に対して適用することができるだろうという予想にはなってく

るのです。当然、議論が紛糾するとか、もつれ込んだりとか、そういうふうになれば長引

いてしまって、2025年４月からの学生にということもあります。そういう意味合いのもの

と見ていただくというのが１点です。 

 先生の学校の状況を踏まえてのことを言われているのですが、１つの学校の状況でそろ

えるかどうかというところは、構成員の先生方の御意見もいただくところにはなるのです

けれども、もう一律2024年は厳しい、2025年に切り替えにしたいというような御意見とか、

学校協会、技士会、協会さんは、そこら辺はどういう認識であるか教えていただいてもよ

ろしいですか。 

○江頭座長 新井田先生、もしコメントあれば。 

○新井田構成員 ここに準備期間というのがありますので、そこの解釈の仕方なのかと思

います。ただ、今、板橋様がおっしゃったように、平木さんのところは実際にそういう内

部進学する学生さんが何名ぐらいいらっしゃるのですか。 

○平木構成員 この学年で言えば、30人ぐらいはいるかと思います。 

○江頭座長 今日はそういう問題があるということを取りあえず共有したということで、

その辺はあくまで予定であるということと、何でも新しい制度を入れるときは移行期問題

というのは必ず出てきて、対応していかなければいけないとは思っておりますし、個人的

な意見では、そういったときに学習者に迷惑がかからないというか、損をしないような形

にすべきなのではないかなとは思っておりますので、よい方向でまた解決できればと思い
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ます。 

 持ち帰らせていただくといいますか、適宜、またそれぞれで御検討いただくということ

に、まずはなるかとは思っております。ありがとうございます。貴重な御提案だと思いま

す。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、本当に長時間にわたりまして貴重な御意見をいただきまして、感謝申し上げ

ます。これで本日の検討会を終了させていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いい

たします。 

 ありがとうございました。 
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2021-11-4 第２回視能訓練士学校養成所カリキュラム等改善検討会 

 

○太田医事専門官 定刻より少し前でございますけれども、ただいまから第２回「視能訓

練士学校養成所カリキュラム等改善検討会」を開催いたします。 

 本日はオンラインでの開催でございます。先生方には御多忙のところ御出席を賜り、誠

にありがとうございます。 

 出欠についてでございますが、林構成員、松本構成員が用務のため御欠席となっており

ます。 

 それでは、資料の確認でございます。 

 資料１「第１回改善検討会の主な意見と事務局提案について」、あと、参考法令等の参

考資料１～４を掲載しております。不足する資料がございましたら、事務局にお申しつけ

ください。 

 皆様へのお願いでございますけれども、御発言される際には、Zoomのサービス内の「手

を挙げる」のボタンがございますので、クリックいただいて、座長の指名を受けた後にマ

イクのミュートを解除の上、御発言いただきますようお願いいたします。御発言終了後は

マイクを再度ミュートにしていただきますようお願いいたします。 

 それでは、江頭座長、以後の進行をお願いいたします。 

○江頭座長 おはようございます。お忙しいところをお集まりいただきましてありがとう

ございます。 

 それでは、早速ですが、議事を進めてまいりたいと思います。 

 本日の議題ですけれども「第１回改善検討会の主な意見と事務局提案について」になり

ます。 

 それでは、早速ですが、資料１をお配りしていると思いますが、議題１．について、ま

ずは事務局から資料１の御説明をお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。 

○医事課（板橋） 事務局です。おはようございます。よろしくお願いします。 

 資料１を開いていただけますでしょうか。「第１回改善検討会の主な意見と事務局提案

について」をまとめさせていただいたものになります。 

 ２ページ目を御覧ください。前回の資料からそのまま抜粋してきているものになります。

団体からいただいています要望として、項目として６つあります。１つ目としては、教育

の内容及びその単位数の見直しに関する事項。２つ目として、臨地実習の在り方の中で、

臨地実習の１単位の時間数について、臨地実習の中で実践すべき範囲、実習前後の評価・

実習後の振り返りについて、そして、実習指導者に関する要件として指導者研修について

要望をいただいています。最後に、備品関係として教育内容の見直しに伴って変更すべき

ではないかというお話をいただいています。これらについて検討を行ってきました。 

 ３ページ目、４ページ目については、第１回の検討会で各論点についての構成員からい

ただいた御意見になります。後々のページ再度記載しているため、ここでは説明を一部割



103 

 

愛させていただきます。４ページ目の備品について、暗順応検査機器は廃番となり機械の

入手は困難であるが、暗順応の原理は非常に大事なため、代わりとして経験を得られる器

具を検討すべきという意見をいただきました。こちらについても後々の資料で事務局提案

を記載させていただきましたので、そこで御検討いただければと思っています。 

 ５ページ目に移ります。前回の検討会の中で、法第14条第２号のいわゆる１年制の課程

の科目は今の時点でも指定する総単位数は67単位となっています。３年課程の第１号のみ

ならず今回、単位追加を予定しておりますので、免除規定について１枚の資料をつけさせ

ていただきました。入学前に履修した科目の単位免除に関して、学校教育法に基づく大学

等で履修してきた科目については、各学生が入学する時点の状況を見て、既に履修した科

目について免除することができる。こういったものを指定規則上で記載させていただいて

います。これは各職種、どれも似たりよったりにあるようなものと見ていただきまして、

学校によって、ここの使い方をどういうふうにするかという判断が出てくるかと思うので

すが、一応、このようなものがあるとご認識いただければと思います。 

 ６ページ目に移ります。ここからが各論点について事務局の提案を載せさせていただい

た資料となります。６ページ目、７ページ目では教育の内容、目標、また、単位数の見直

しに関する事項を載せさせていただいています。 

 基礎分野、専門基礎分野について６ページ目に載せています。構成員より前回いただい

た意見として、臨地実習先で初めてレポートの書き方を学ぶことが散見されるため、学ん

だ後に実習に来るようにすべきではないか、また、教育の目標で視能検査学に「職業倫理

を高める」を臨地実習に科目内移動させ、「対応できる知識と技術を習得し、職業倫理を

高め、医療チームの一員としての責任と自覚を培う」という文言を追加してはどうかとい

う御意見がありました。また、視覚障害児の発達を考える上では、早期発見、早期治療と、

それをリハビリテーションにどうつないでいくかが大事であり「盲学校との連携」につい

ても追加してはどうかという御意見をいただいています。 

 これらについて、事務局の提案として出させていただいたものが下の表になっているの

ですが、赤字で書かれている部分、団体からの要望としていただいた部分になります。こ

こに対して緑色で追記または修正ということを行わせていただきまして、事務局の提案と

させていただきました。基礎分野、専門基礎分野に関しましては、事務局の提案で、レポ

ートの書き方などは基礎的な知識、技術などとして新たに新設する「社会の理解」に含ま

れる内容であることは、今回は追加しないようにしています。また、職業倫理は臨地実習

に臨む前に知識として押さえるべき範囲であることから「疾病と障害の成り立ち及び回復

過程の促進」にも加えるような形を取らせていただきました。そして、盲学校に限定する

ことなくこれを含めた特別支援教育などについて「保健医療福祉と視能障害のリハビリテ

ーションの理念」に加えるような対応を行わせていただいています。 

 ７ページ目に移ります。７ページ目では専門の分野に関して追記、修正を行わせていた

だきました。構成員からいただいた意見、そのほかに視能検査学１単位増では講義、実習
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の補填に不足はないだろうかということの御意見をいただいています。また、リハビリテ

ーションにおいて視能訓練士に足りない点として「（視覚障害者の状態を）見て行動に移

す」の理解が不足している。例えば歩行訓練を行うリハビリ職にどうつないでいくか、ま

た「運動機能との協調」に関する教育を追加してはどうかという御意見でした。それで、

職業倫理に関しては、専門分野、また、基礎分野の両方ともに絡むような事務局の提案と

いう形にしていますので、こちらにも再度御意見を載せさせていただいています。 

 事務局の対応案としましては、多様化した検査の基礎と理論を「基礎視能矯正学」とし

て２単位追加する中で教育し「視能訓練学」として１単位追加する中で検査について教育

する。また、リハビリテーションにおける運動機能との協調について具体的範囲を示し「視

能訓練学」に加える。そして、職業倫理については「臨地実習」の中にも追加するような

形を取らせていただきました。 

 ８ページ目に移ります。先ほどの臨地実習の中での特別支援学校との連携の形の話でも

絡んでくることにはなるのですが、要望の中で、臨地実習の中で実践学習すべき内容とし

て、多職種連携、地域医療参画のため、見学・体験などを通じた保健、福祉、介護などの

分野での実施を推奨すべきという記載の追加。そして、臨地実習に臨む前後の学生に対し、

養成施設において知識、技術及び態度などでの到達状況の把握・指導をするため、学習成

果の評価及び臨地実習前後の振り返りを必須とすることはどうかという御意見もいただい

ています。 

 要望としていただいたもののほかに、構成員からいただいた御意見として、特別支援学

校の見学については、視覚障害児は、体と心のほかにも幾つか重複障害を持つことが多く、

受入れに困難な側面があるが、必要性は理解するという御意見もいただいていました。 

 これらに対応するような形で、事務局の提案で、保健、福祉、介護及び盲学校などを含

めた特別支援学校などとの連携を持つことで、実習の機会を設けることが望ましい。こう

いったものを隣地実習の中の要件の一つに追記してはどうかというものになります。 

 ほかについては、団体から御意見としていただいていた、臨地実習の単位数を増やすこ

とであったり、実習の中での前後の評価、実習後の振り返りを行う。こういったものの必

須化というものは追記そのものをさせていただいているような状況になっています。 

 ９ページ目に移ります。臨地実習の１単位の時間数見直しに関してとなります。構成員

からいただいている御意見としましては、実習記録、レポートなどの様々な課題が実習後

の自宅学習を行う中で行っている現状にあり、学生によっては４時間を超えるような状況

となっている。 

 事務局の提案としましては、団体からの要望そのままにはなるのですが、臨地実習１単

位の時間数を40時間以上の実習をもって構成することとし、時間外に行う学習などの実施

を考慮して、その時間も含めて45時間以内とするような内容としてはどうかという案にな

っております。 

 10ページ目、11ページ目、備品に関係する内容の事務局の提案になります。１か所だけ、
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団体からいただいた要望のところから載せさせていただきました。暗順応検査機器につい

て10ページ目に記載している内容になりますが、もともと団体からは、ここの部分が削除

するという御意見をいただいていました。ただ、第１回のところでは、ここに関して、原

理等は重要だから勉強はする必要があるということで、何かしらの対応が必要なのではな

いかという御意見がありました。これに対応するような形として、そのまま残すのではな

くて、暗順応に関係する機器という書きぶりに変更するような形で、今までどおり、備品

としては必須、１つという書きぶりとなっております。 

 12ページ目に移ります。臨地実習指導者の要件に関する事項でまとめさせていただきま

した。構成員からいただいた御意見としては、視能訓練士についても他の職種と同様に臨

地実習指導者の質を高めるべく研修をすべきではないか。臨地実習施設が少ない現状の中、

指導者に対して指定研修の受講義務を設けることで臨地実習施設がさらに減少することが

懸念される。今回の見直しでは受講を推奨することにとどめ、段階的に必須とすることと

したいというふうに御意見をいただいています。また、医療研修推進財団が主催する類似

の研修が今でもあり、1,500人ぐらいの方たちが修了している現状にある。また、この上記

の類似研修における修了者の扱いについても検討する必要があるのではないかという御意

見でした。 

 事務局としましては、臨地実習を行う施設において、５年以上実務に従事した後に厚生

労働省で定める基準に合った「視能訓練士臨地実習指導者講習会」を修了した視能訓練士

が配置されることが望ましいという書きぶりのものとして扱わせていただければと考えて

おります。こういったものを追記していく。 

 13ページ目、14ページ目については、団体の要望で挙げていただいた臨地実習指導者講

習会の開催指針（案）になります。内容を確認しまして、ほかの職種でも同様の内容、全

く同じものを使っているというところは確認しています。そこと変わらず横並びで臨地実

習指導者講習会の指針（案）を立てたいというものになっていて、そのまま事務局としま

しては採用していくような形でどうかという御提案になっています。 

 この講習の内容については、開催の期間としては実質的な講習の時間が16時間以上、対

象となるのは実務経験が５年以上の視能訓練士、指導者講習会の形式についてはワークシ

ョップ形式として、参加者主体の体験型研修形式である。Zoom等のオンラインで行うこと

については問題ないのですが、ディスカッションができるような形の参加者主体の研修で

あることが望ましいというものになっています。 

 14ページ目の５番目、研修のテーマについて示しているような状況になっています。5.1

から5.6というふうに主に項目を分けさせていただいていて、5.1、実習制度の理念と概要。

5.2、到達目標と修了基準。5.3、臨地実習プログラムの立案。5.4、ハラスメントなどの防

止を含む指導者の在り方について。これらについては必須の内容として行っていただくと

して、5.5、臨地実習指導者及びプログラムの評価。そして、5.6として、その他臨地実習

に必要な事項について話合いを行っていただく。こういった研修の構成というふうになっ
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ています。これらをもって、厚生労働省より修了証を発行させていただくものとなってお

ります。 

 15ページ目、先ほど類似の研修が現在あるというふうにお話しさせていただきました。

医療研修推進財団が行っているような研修になっていまして、こちらは時間数としては18

時間のものになっていて、対象としては５年以上の現任の視能訓練士養成施設で教育指導

者の任に当たる者。また、５年以上の経験を有する者で施設において指導者の任に当たる

者、または今後、視能訓練士専任教員などになることを希望する者など、幾つかの受験対

象者としての定めがあります。 

 行い方としましては、この表の中にあります現行のプログラム内容、令和３年度版のも

のというふうに中身を見てみますと、在り方について、医療安全、また、実習指導のコー

チング、レポート評価、実習の評価、そして、立案・指導。幾つかこういったものが並べ

られている（１）から（11）の項目になっていて、最後、180分のもの掛ける２という形で

グループワークというものがあります。照らし合わせるような形で、今回の指針（案）と

いう内容のものとの比較でこちらはつくらせていただいています。主に合致する内容とし

て示させていただいたものが対比しているような形にはなっていて、5.1～5.6、一応、全

て網羅するような形が取られていました。 

 ただ一方で、ハラスメントのものが含まれているかどうか、また、参加者主体のグルー

プワーク系で行われているかどうか。そういったところについて、お話を聴いてみないと

ちょっと分かりかねるというところがありますので、後ほど各団体の先生方にここのとこ

ろを補うような形でお話しいただければと思っている状況です。時間数については、1,080

分と960分に違いは特にないという状況になります。 

 事務局の提案としては、今回の見直しは、臨地実習指導者の要件として臨地実習指導者

講習会の修了を必須とはしておらず、施行までに修了者の整備が必要となる現状ではない

一方、次回、５年後をめどとした見直しとしたときには臨地実習指導者講習会の修了を必

須要件とすることを前提とした検討が行われることとなる。このことから、上記の類似の

研修が指針（案）で定める要件を満たすかの確認を行い不足などの対応をいただくことで、

臨地実習指導者講習会を修了した者と同等と扱えるか、改めて次回議論の場に論点として

上げるという形でどうかという御提案となっております。 

 資料の構成としては、これで以上となります。 

○江頭座長 資料の御説明、ありがとうございました。前回、幅広く御意見をいただきま

したけれども、事務局提案ということで、方向性は要望書の提案に沿ったものになってい

るのではないかと思います。 

 それでは、早速、論点が幾つかありましたので、それぞれ一つ一つ議論を進めていきた

いと思います。 

 まずは６ページ、７ページです。「教育内容、教育目標及びその単位数の見直しに関す

る事項」についてということで、こちらにつきまして、何か御意見、賛成、反対、あるい
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はこの用語はこれがいいのではないかとか、あるいは御質問等がありましたらお受けした

いと思いますが、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 ６ページが基礎、専門基礎。７ページが専門分野に分かれているということかと思いま

す。よろしいでしょうか。いかがでしょうか。 

 小林先生、よろしくお願いします。 

○小林構成員 小林です。 

 ７ページ目の臨地実習のところで「臨地実習前後の評価、臨地実習後の振り返りを含む」

ということが今回取り入れられているのですけれども、取り入れられることはいいと思う

のですが、この目標というところで、文言として「振り返りを含む」という言葉で挙げら

れていいのかどうかというのがちょっと引っかかったのですが、こういう文章で大丈夫と

いうか、こういう文章を使われるのかなというのを確認したいと思います。 

 でも、ちょっと「含む」というのが、そういうものもありますということは、例えばそ

こだけ括弧でくくっておくとか、あるいは「含む」ではなくて、そういうことも実行する

とか、そういう言葉のほうが何か目標という項目に合うのかなと思ったのですが、文言と

していかがかどうか、検討をお願いします。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 おっしゃるとおり、この教育目標の中に方略とか評価とか、その辺を無理やり入れてい

る感じは確かにします。 

 これは事務局、何か。 

○医事課（板橋） ありがとうございます。 

 今、具体的に提案としていただいた内容として「臨地実習前後の評価、臨地実習後の振

り返りを含む」。ここを「振り返りを実行する」という書きぶりの御提案でした。 

 このまま採用としてよろしいか、ほかの先生方、何か御意見等はありますでしょうか。 

○江頭座長 いかがでしょうか。 

 平木先生、手を挙げておられますが、これは別件ですね。今の件とは別ですね。 

○平木構成員 はい。 

○江頭座長 これは方略と評価なので、こういうことを行って、こういう目標を習得する

という書きぶりがいいと思います。「実行する」は変なので、ただ実行するだけなので、

目標の手前に入れるのがいいのだと思います。結果として、それが目標を達成するために

こういうことをするということなのだと思います。 

 ちょっと文案については、もう一度、事務局で練り直して、その方向で、あまり不自然

にならないようにということで修正案をまた御検討いただきたいと思いますが、そういう

形でよろしいでしょうか。 

○医事課（板橋） ありがとうございます。 

 そうしましたら、事務局のほうでつくらせていただいて、座長、また、各構成員の先生

方に後ほどメール等を含めて確認をさせていただくような形を取らせていただければと思
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います。 

○江頭座長 日本語の問題かと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、平木先生、お願いいたします。 

○平木構成員 すみません。６ページの基礎分野のところなのですが、ちょうど、そこの

ところに赤文字で「患者や医療スタッフとの良好な人間関係の構築に必要な能力を養う」

というものが今回、団体要望というところで上がっております。それで、今回の改定自体

を考えると、チーム医療とか多職種連携とか地域包括医療とか、そういうことに向かって

いくに当たり、臨地実習の中でもその辺はできると思うのですが、ここの基礎の部分で教

育の質を上げるためにこういったところが入っていると思うのです。 

 ここのところとは直接関係ないかもしれませんけれども、参考資料２－２なのですが「視

能訓練士養成所指導ガイドラインについて」の中に、ちょうど４（５）になりますが、そ

こで「合併授業又は合同授業は行わないこと」というものが一応、もともと入っているの

です。今回、要望には上がっておりませんでしたが、こういった基本的なところを学内で

ぜひしておかなければ、いきなり臨地実習でというのは非常に難しいと思いますので、学

内での教育の質をまず上げるということで、学内での連携事業というのですか。多職種と

の職域を超えた教育は私は必須だと思います。 

 ですので、ここの一文があることでそこのところにブレーキがかかってしまうようなと

ころがあるので、ぜひ今回、ここの部分も併せて削除をいただけたらと思いますが、いか

がでしょうか。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 では、これは事務局からお願いします。 

○医事課（板橋） ありがとうございます。 

 いただいたのが、教育目標の内容を直すとか、そういった話ではなくて、それに関連す

るような教育のほかの制度のところの修正、今あるものを削除してはどうかという扱いの

ものだと思うのですが、今、団体からいただいている要望から検討をスタートするような

形を取っていました。 

 今、いただいた内容のところを、新井田先生、南雲先生、どういったお考えがあるか、

まず聞かせていただいてもよろしいでしょうか。 

○新井田構成員 では、新井田のほうからよろしいでしょうか。 

○江頭座長 お願いします。 

○新井田構成員 多職種連携をするに当たっては、ほかの学科の学生さんとやはり合同で

練習とかグループワークというものが必須となりますので、これはやはり「合併授業又は

合同授業は行わないこと」という文言は可能であれば削除する方向で検討いただきたい。

ぜひ提案というか、賛同いたします。 

 以上です。 

○南雲構成員 南雲です。よろしいですか。 
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○江頭座長 お願いします。 

○南雲構成員 私もやはり多職種との連携科目は必要だと思いますので、質の高い教育を

目指すということであれば、この文言は削除していただければと思っております。 

 以上です。 

○医事課（板橋） ありがとうございました。 

 今、先生方のお話をいただく中で、ほかの職種の状況の並びを見ていたのですけれども、

入っている職種、入っていない職種。そこは職種の状況によってばらばらというのが現状

になっているようですので、先生方のいただいた意見のところでの修正で特にほか、御意

見等がなければ、そのままやらせていただくでもいいのかなとは思うのですが、一度。 

○太田医事専門官 基本的にどの職種との合併授業、合同授業をやりたいというイメージ

をお持ちですか。 

○新井田構成員 すみません。新井田のほうから御回答いたします。 

 現在、大体、私の大学で行っているような連携実習あるいは連携のワークというものは、

看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、診療放射線技師、福祉系の学生さん、薬

学部の学生さん、それから、医学部の学生さんも含めて、大体８～９職種ぐらいが集まっ

て、一つのグループワークとかを行っていくのが一般的なスタイルだと思います。 

 以上です。 

○太田医事専門官 先ほど申したとおり「合併授業又は合同授業は行わないこと」という

ものは受け手の職種で書いていたり書いていなかったりするので、そこのところは連携を

確認させていただいて、妥協案といいますか、調整案を諮らせていただければと思います。 

○江頭座長 基本的に、これは何でこんな文言があるのかという趣旨がよく分からないの

ですけれども、時代が違ったと。 

○太田医事専門官 あとは専任教員の数を確保しなければいけないというものも各科で、

要は掛け持ちをやると教員が少なくて済むという。 

○江頭座長 そういうことの何か縛りというか、そういうことですけれども。 

○太田医事専門官 あるのはあります。 

○江頭座長 ちょっと全然、きっと意味合いが違うことなのでしょうね。 

 ありがとうございます。いずれにしても、この文言は少し誤解を招きかねないところも

あるかと思いますので、その辺、ほか等も含めて検討いただくということかと思います。 

 ほかはいかがでしょうか。６ページ、７ページにまた戻っていただきまして、よろしい

でしょうか。 

 ありがとうございました。それでは、この６ページ、７ページに関しましては、臨地実

習のところの表現ということで、基本的には事務局・座長預かりで文言の修正をしていく

ということ。それから、ガイドラインのほうはこの６ページ、７ページとは直接は関係な

い話ですけれども、検討していくということで進めていきたいと思います。よろしいでし

ょうか。 
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（首肯する構成員あり） 

○江頭座長 それでは、次の論点に進みたいと思いますが、８ページです。「臨地実習の

中で実施する教育内容に関する事項」で、ここも非常に重要なところかとは思います。ぜ

ひ、御意見、御質問、あるいは御提案をいただければと思いますが、いかがでしょうか。

また「手を挙げる」機能でお願いできればと思います。 

 ここに評価と振り返りのことがかなり明確に書かれているということで、ここは非常に

問題ないのかなという気がします。先ほど、目標に入れてしまうと少し違和感があるかな

という感じだと思いますが、いかがでしょうか。 

 小林先生、ここはこれでよろしいでしょうか。 

○小林構成員 はい。これで大丈夫だと思います。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 あとは特別支援、緑のところが特に今回加わっているところで「特別支援学校等との連

携をもつこと」という、この表現ですね。事務局提案は反映されないわけですね。これは

考え方を示しているだけですね。３つ目の箱ですけれども「特別支援学校等」ということ

で大体、紛れはない感じでしょうか。 

 よろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 ありがとうございます。今のところ、どなたからも手が挙がっていないように思います

ので、では、ここに関しては、さらに充実したものになっていくと思いますが、こちらの

事務局提案ということで進めさせていただきたいと思います。それでは、事務局、よろし

くお願いいたします。 

 続きまして、同じく臨地実習に関してですけれども「臨地実習の１単位の時間数見直し

に関する事項」ということで、伝統的に１単位45時間ということになっていますが、40時

間以上、それから当然、実習時間外にいろいろな予習・復習等をやることもあるかと思い

ますので、それを含めて45時間という書きぶりにしてはどうかということで考えておりま

すが、ここについてはいかがでしょうか。 

 実際に実習を受け入れておられる側から、こういう時間で問題ないのか。既に御検討い

ただいていると思うのですが、よろしいでしょうか。 

 これは大体１単位40時間を月曜から金曜までやるような、そういうイメージでよろしい

のでしょうか。８時間ずつ現場でという形になるかなと思います。 

 これは南雲先生、お願いいたします。 

○南雲構成員 現行だとほぼ８時間、平日に実習を受け入れていて、あとは今回、自宅学

習とかの振り返りの時間とかも含めて増やしているので、多分、現行とそれほど大きくは

変わらないと思います。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 これは、土曜はあまりやっていないですか。 

○南雲構成員 開業医で土曜日、やはり外来をやっているところも多いので、そういうと
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ころは土曜日もやっておりますが、その分、どこか平日で１日休みは取るとかというふう

にはやっていると思います。 

○江頭座長 学生への負担というところもあるかなとは思いますので、土曜もやっている

ところはあったりなかったりだと思うのですけれども、働き方改革みたいな観点でも教え

る側の観点もあるかなと思いました。 

 事務局から何かありますか。 

○医事課（板橋） ありがとうございます。 

 団体からいただきました御要望のところから、特に今回、構成員の先生方から変更すべ

きではないかという御意見は上がらなかったということで、このまま事務局の提案として

も採用させていただいたものになります。 

 時間外等がどうしても数多くなってしまうということでの１単位の中での割当ての数を、

アッパーを設けるような形で45時間までとするという書きぶりのものになっています。今

後、この運用はしていただきまして、また不都合が出てきた際に、次の見直しのときに微

修正等をかけていくという形で今回使っていっていただければと思いますので、よろしく

お願いできればと思います。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 それでは、特に御意見がこれ以上なければ、ここについても事務局提案のとおりという

ところで進めていただきたいと思います。それでは、事務局、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、今度は10ページ、11ページです。２ページにわたりますけれども「教育上

必要な機械器具、標本及び模型に関する事項」で、特に今回提案させていただいているの

がこの緑のところです。暗順応検査機器がもう取り扱っていない、手に入らないというこ

とですが、それに関連する機器。ここには「関係する機器」という表現にはなっておりま

すが、これは必須のものとして入れておく必要があるだろうということかと思います。 

 そのほかのところも含めて御意見を改めて、これはかなり細かいところなので、しっか

り見ていただいて御意見をいただければと思います。 

 不二門先生、お願いいたします。 

○不二門構成員 最初に＊の解釈について教えてほしいのですが、機械器具の左のカラム

の一番下から３番目に、三次元眼底解析装置（SLO、OCT等）を三次元眼底解析装置に変え

るに当たって、この＊も生きているのか。それとも、＊がなくなってしまうのかというこ

とを伺いたいです。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 これは事務局からお願いします。 

○医事課（板橋） 事務局です。事務局からお答えさせていただきます。 

 今回の団体からいただきました要望で、三次元眼底解析装置に関する部分については＊

が外すような形での要望となっています。重要なものなので、必須のものとしてはどうか

という御意見になっていまして、この＊がどういった意味合いなのかというのは11ページ



112 

 

目の右下を見ていただけますでしょうか。「＊を付けたものについては、養成所又は臨地

実習施設のいずれかにおいて使用できるものであること」という書きぶりをさせていただ

いていて、必ずしも置かなければいけないものではないという扱いになっています。これ

を今回は重要性という意味合いで＊も外すような御提案になっていたという状況です。 

 ただ一方で、この備品についても安いものではないという認識ではありますので、先生

方の御意見を聴きながら十分に落としどころというふうに考えてはいるのですが、御質問

のところの意図はそういったものでよろしかったでしょうか。 

○不二門構成員 それに関係して、ちょっといいですか。 

○江頭座長 お願いします。 

○不二門構成員 今度、新規のものとして、右のカラムの真ん中辺りにある光学式眼軸長

測定装置がありますが、これも先ほどの三次元眼底解析装置と同じように結構高額なもの

なので、できたら＊があったほうがありがたいという施設もあるのですが、その辺、それ

もやはり同じ土俵で検討いただけたらと思います。 

 要するに、実習施設にあれば養成所になくても当面はオーケーという方向でいっていた

だくと、負担という意味で一気に増えるのも大変なので、次回の見直しのときにまた必ず

養成所に必要だという方向になってもいいかと思うのですが、過渡的には実習施設であれ

ばいいのではないかと私自身は思うのですが、そこら辺の議論をよろしくお願いします。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 不二門先生から２点、この三次元眼底解析装置と光学式眼軸長測定装置の２点について

は、ほかもそうかもしれませんが、高額であるということで、養成所でなくてもいいので

はないか。いずれはともかくとして、移行措置的な扱いなのかなというふうに理解しまし

たが、すぐ、これを予算をつけて購入するのは、実施されるのはすぐではないのですけれ

ども、難しい面もあるのではないかという御意見かと思います。重要性はどなたも異論は

ないかと思います。 

 では、事務局からお願いします。 

○医事課（板橋） ありがとうございます。 

 ここの表に載せるものについては、教育上新設する学校に当たって最低限に当たるよう

な備品で準備するものというふうに書かせていただいているものになります。そういった

観点で、今回の教育見直しに当たって、これは必ず学校に置いておかなければいけないと

いう扱いのものが新設、＊がつかないような状態で入ってくるかと思うのですが、ここは

学校側の御意見もそれで大丈夫なのかどうか。また、本当に最低限の教育として、これは

絶対になければならないものなのか。そういったところでの観点で御意見をいただければ

と思うのですが、新井田先生、そこについて教えていただいてよろしいでしょうか。 

○新井田構成員 では、新井田のほうからお答えさせていただきます。 

 確かに不二門先生がおっしゃるように、高額な機器を購入するためには養成校の負担は

大きいと思います。場合によっては、今回の改定で難しいのであれば、次回の改定のとき
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まで、この＊を除くという形で議論してもいいのかと思いますけれども、ただ、現在の眼

科医療においてQOVを求めていく。今の医療において、この光学式眼軸長測定装置、それか

ら、OCTはかなり実際に学内の教育において必要性が増しているのは事実ですので、教員サ

イドからすると、これはやはりあったほうがいいのではないかということです。 

 もう一点は、昨年から学校協会が窓口となって、実は製造販売メーカーからデモ機等の

無償譲渡を行っております。昨年はOCT２台、それから、眼底カメラと、全部で６台を養成

校に無償で譲渡いたしましたが、今年も同じような形で行っていきますので、こういった

制度も始まりますと、かなり養成校でもいろいろな機材がそろっていくのではないかと期

待しております。 

 ただ、今回の指定規則は、新規に開設する場合にこれは必要不可欠となりますので、皆

様の御意見をお聴きしながら、ここは次回までに持ち越してもいいのかなという気もして

おりますし、ただ、その一方でOCT等はやはりあったほうがいいのではないのかという教員

側からの意見も多数ございます。 

 以上です。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 ほか、御意見はいかがでしょうか。特に養成所側の立場で。 

 不二門先生、御意見があれば、お願いいたします。 

○不二門構成員 新井田先生の御意見を総合的に判断すると、年々、少しずつ無償譲渡が

増えていくのだから、いずれ、既にあるところはいいわけで、充足する。それで、ガイド

ラインが施行されるのは来年の４月ですか。それとも、もうちょっと先ですか。どうでし

たか。 

○江頭座長 どうぞ。 

○医事課（板橋） 事務局です。 

 これが変わるのは、一番順当に事が進んでいくならば、再来年の４月です。 

○不二門構成員 それで、養成所の現状に疎いのですけれども、既に新井田先生のところ

はOCTとか眼軸長測定装置は入っているわけですね。 

○新井田構成員 うちは恵まれていて、OCTは２台、それから、IOLマスターもございます。 

○不二門構成員 それがどのぐらいの養成所に既に入っているか、分かりますか。 

○新井田構成員 すみません。今、すぐここで、手元の資料がないのですけれども、以前、

それは調査したことはございます。 

○不二門構成員 それで、ほとんどのところが入っている状況であれば、先生がおっしゃ

るように、＊を取ってしまって、２年の間に無償で贈与させていただいているものでほと

んどの施設が間に合うのであればそれでいいと思うし、そうでなかったら少しペンディン

グして、次回の養成所の見直しのときに必修事項として入れるのが現実的ではないかと思

うのですが、どうでしょうか。 

○新井田構成員 先生、私も同感です。 
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 一度調べて、もし半数に満たないような状況であれば、次回の見直しのときに必須にし

ていくということでよろしいと思います。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 もし、その辺のデータがあれば非常に参考になるのかなとは思います。その方向でよろ

しいですね。 

○医事課（板橋） はい。 

○江頭座長 それでは、大変お手数なのですが、少し現実の調査をしていただいて、現状

に合わせて＊をつけるか取るかということ、いずれにしても重要性ということは間違いな

いので、いずれは取る方向になるのだというふうに理解いたしました。 

 よろしいでしょうか。 

 不二門先生、また手を挙げておられますが、御意見でしょうか。もしあればお願いいた

します。 

○不二門構成員 別件の話でもよろしいですか。 

○江頭座長 お願いいたします。 

○不二門構成員 一つは、暗順応検査については、私、前回言ったので、そういう代替の

機器があるかどうか、ちょっと調べてみたのですが、最近、高齢者の免許更新で夜間視力

計の実習が義務づけられていて、比較的、興和社等の夜間視力計はそんなに高くないので、

そういう高齢者実習もどんなことをやっているかということも習得できるし、暗順応がど

んなものかという、定性的なものですけれども、測ることができるので、暗順応検査機器

を生かして、そういう暗順応ではどういうものかを体験できる機器はあり得るだろうとい

うことを追加発言するのが一点です。 

 もう一点は、次の11ページのパーソナルコンピューター削除ということになっていたの

ですが、これはタブレットなどは安いものですし、これを拡大装置として使うこともよく

あるので、パーソナルコンピューター削除はいいのですけれども、その代わりとして左の

カラムの下から２番目の視覚障害者用機器の中の拡大装置というところに（タブレットを

含む）という形で入れたらいいのではないかと提案したいと思います。 

○江頭座長 ありがとうございます。２点、御意見をいただきました。 

 暗順応に関する機器については、具体的なものもちゃんとあるということで、これは入

れるべきだろうということかと思います。 

 それから、拡大装置。タブレットを拡大装置として使えるということでしょうか。そこ

に少し具体的な追記をしてはどうかということかと思います。 

 （タブレットを含む）でよろしいですか。 

○不二門構成員 はい。そういうことです。 

○江頭座長 タブレットで分かりますか。タブレット型端末ですか。ちょっと分からない

ですが、そこは多分、タブレットは略語のような気がします。そういうことを入れるとい

うことですね。 
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 御意見はいかがでしょうか。 

 南雲先生、お願いいたします。 

○南雲構成員 暗順応に関する検査機器に関しては、やはり原理原則を学ぶ上では暗順応

に関係する機器として残しておいたほうがいいと思います。それに関しては異論ありませ

ん。ぜひ残しておいていただければと思います。 

 あと、視覚障害者用の補助具の中にやはり拡大装置、様々なものが出てきておりますの

で（タブレット型の端末等を含む）で追記していただければと思います。 

 以上です。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 この暗順応に関しての、これも用語の問題ですけれども、特定の機器があるのであれば

その名前でもいいのかなと思ったのですが、これはあくまで関係する機器で広い意味合い

なのかなと思っているのですけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○不二門構成員 そうです。私の意見としては、別に特定の機器を否定するものではなく

て、だけれども、そういう機器が全然ないと困るので、ちょっと調べてみた感じでは、夜

間視力計などはそれに当たる機器の一つだろうとは思うのですが、ほかにそういう関係す

る機器があればそれで結構だと思います。 

○江頭座長 ありがとうございます。そこはむしろ、養成所の判断ということになるのか

なと思います。 

 ほかはいかがでしょうか。 

○新井田構成員 新井田ですけれども、追加発言よろしいでしょうか。 

○江頭座長 どうぞ。 

○新井田構成員 学校協会のほうで調べたところ、欧米では簡易型の暗順応曲線が得られ

るような機器が売られているようです。また、それが将来、日本で販売されるかどうかは

まだ定かではないのですけれども、全くないということではないので、こういう表記でい

ろいろなものを含むという形にしていただくと助かると思います。 

 以上です。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 今の論点について、ほかはいかがでしょうか。 

 事務局から何か追加はありますか。大丈夫ですか。 

○医事課（板橋） 事務局です。 

 今、要望書として出していただいた学校協会、または協会側の御意見としても書き入れ

ることについて御賛同いただくような形の御意見でした。追記という形で対応をというふ

うに進めさせていただければと思います。 

 また、次回の検討会のときに見ていただくもので、このままでいいかという御判断をい

ただければ、恐らくこれで意見が割れていたところはないのかなというふうに判断してい
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ます。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 あと、10ページ、11ページについて、ほかのところも含めて、御意見があれば。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、ありがとうございます。 

 そうしますと、この＊の部分については、実態調査の結果を参考に今回どうするかとい

うことを次回までに決めるということと、それから、暗順応はそのままで、拡大装置の中

に、ちょっと文言は確認しますけれども、タブレットのことについて触れるということで

修正案をいただいたのかなと思います。その方向でよろしいでしょうか。 

（首肯する構成員あり） 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 それでは、次の論点に移りますが、指導者です。「臨地実習指導者の要件に関する事項」

で、厚労省の基準に合った講習会ということが望ましい。これもいずれは必須の方向にな

るのだと思いますが、これこそ時間的に間に合わないところもありますので、今回は望ま

しいという形に入れてはどうかということがメインかと思います。 

 それから、講習会の開催指針等についても判断が出ているところになりますので、こち

らについて御議論いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 南雲先生、お願いいたします。 

○南雲構成員 事務局からも説明がありましたが、いずれ次回の見直しのときにはこの講

習会は必須とさせていただいて、指導者の質の保証をしていくことはしていく方向で進め

たいと思いますが、今の時点で必須とすると、やはり受入施設が足りないため、次回の見

直しの時期に合わせて講習会を基準に沿ったものに合わせて開催していきたいと考えてお

ります。 

 15ページのほうも説明しても大丈夫ですか。 

○江頭座長 それは後で、次の論点でまたやりたいと思います。 

○南雲構成員 分かりました。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 この赤字のところで、そのうち１名は視能訓練士であるというのは必須要件なのですね。 

○医事課（板橋） はい。 

○江頭座長 それで、その方が受けた者であることが望ましいという段階になっているの

かなと思います。よろしいでしょうか。 

（首肯する構成員あり） 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 では、15ページの論点に移りたいと思います。「現行実施されている類似講習会の修了

者の扱いについて」で、既に多くの方がこれを受けておられるということで、そこの扱い



117 

 

で、では、これは南雲先生、すみません。こちらについて、先ほど御意見があったかと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○南雲構成員 現行実施されている類似の講習会についてなのですが、直近のプログラム

内容が今、資料にありますが、講義のほうもグループワークのほうにも、指針（案）にあ

る教育内容の5.3と5.6も含んで講義とグループディスカッションを行っております。例え

ば講義の「（１）実習指導者のあり方」となっていますが、その講義の中にもハラスメン

トの防止に関しても内容に含まれておりますし、その講義で学んだ後にグループディスカ

ッションを通して学びが高められるようにはしております。 

○江頭座長 ありがとうございました。 

 そうすると、内容的には項目の立て方が多分違うのだと思いますけれども、この厚労省

の定める基準にほぼ合致しているだろうという理解で、完全に合致しているという理解で

よろしいですか。 

○南雲構成員 まだちょっと不足感が、完全にとは言えないかもしれませんし、あと、受

講定員のほうが基準では50名となっておりますが、今、行っているものが、定員が70名と、

若干多い定員にはなっています。 

○江頭座長 そういう点ですね。分かりました。ありがとうございます。 

 いろいろ細かいことを言うと、やはり少し違うということなのだと思いますので、そこ

をどういうふうに考えるかというところかと思います。 

 事務局提案では、要するに、まだそういう意味での確認はしていないということですね。 

○医事課（板橋） はい。 

○江頭座長 詳細について確認しているわけではないので、何が足りないのかというとこ

ろまで今、明示はできないけれども、完全に一致はしていないだろう。そこの部分がもし

あれば追加みたいなことをやると扱えるのではないかということですね。 

 これは改めて論点に上げることとしてはどうかというのは、その辺の調査をやることを

今回決めればいいという提案でしたか。すみません。 

○医事課（板橋） いえ、ありがとうございます。 

 南雲先生、ありがとうございました。いただいた御意見のところで、こちらでも確認が

取れたものは幾つもありまして、ハラスメントの部分が含まれているとか、事務局のほう

で比較するような資料をつくらせていただきましたが、ここを内容として網羅している状

況にある。一方で、時間数のところとか定員のところがずれたところもあるかなという御

意見だったと思います。 

 これの資料をつくらせていただいたのが、まず１点目としては、今回は必須として扱う

わけではない指導者講習ですので、それに合わせるような形で、過去の人たちも実習を修

了した人とみなすような扱いを急いでする必要はないだろう。その確認という意味合いで、

その方向性でいいかどうかというところでした。 

 もう一つ目は、次回必須とするときには当然、過去、類似の研修として修了した人たち
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をどう扱うべきなのかを話し合わなければいけなくなってきます。そのときに、この部分

が足りなかったからみなすようにすることは難しいというふうになってしまったら、今ま

でこれを一度議論したときから大分時間がたって、時間があったのに何もやらなかったの

かというふうになってしまったら、それはなかなかあまりよくないことかと思いますので、

現時点、意見としてこういったものが上がってきたならば、何か対応すべき部分はないか

というものを上げていくという意味合いでつくらせていただいた次第です。 

 現状のところ、話を聴いてこちらとして感じているところとしては、まず次回の検討の

ときに、これを過去の人たちを必須にするのが順当にいくように、その準備として、例え

ばハラスメントの部分が明示的には分からないというふうにはなっていますのが、それを

タイトル面から出していただくとか、指導者講習案として上げているものが形式として参

加者主体の体験型の研修というものを出していますので、今回の資料上で見る限り、それ

が恐らく座学を（１）から（９）までやられて（10）（11）がグループワーク。ちょうど、

ここの部分が参加者主体の形式というふうになっているかと思うのですが、そのやられる

やり方も少しお考えいただくのが必要になってくるのかなと思っているような状況です。 

 こちらとしては、そのぐらいのところを、もし可能であるならば一度、医療研修推進財

団と恐らく御一緒につくられている研修かと思いますので、同一な方向性に持っていって

いただければ次回の検討のときにはすんなりと、この類似の講習を修了した人たちの扱い

も認める方向にできるのかなと考えているような状況です。 

 以上です。 

○江頭座長 いかがでしょうか。 

 私から質問するのもあれなのですけれども、この厚労省の定める基準に沿った講習会は

始まっていないのですね。まだ決まっていないですものね。 

○医事課（板橋） はい。 

○江頭座長 これはどういう形に。 

○南雲構成員 まだです。まだ始まっていません。 

○江頭座長 これはどういう形を予定されておられるのでしたか。何か議論はあったとは

思うのですけれども、すみません。事務局から。 

○医事課（板橋） 事務局からお伝えさせていただきます。 

 ほかの職種でも同じような形で、今まで教育の見直しを行うに当たって指導者講習は必

須または推奨という形で導入していく話がありました。それで、カリキュラム見直しを行

った職種の流れとしましては、見直しが行われて、そのときからこの話が制度として盛り

込んでいきます。それに合わせるような形で要望されている各職能団体については必須と

いうふうに制度に盛り込んだところは必ずやられていなければならないということもあり

ますので、状況を確認しながら団体のほうでも研修を立ち上げていただくというふうにし

ています。 

 一方で、これがあくまで指針というものを立てさせていただいているので、その指針に
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合った講習であれば、どの団体等、誰が行ってもいいような研修になります。場合によっ

ては大きな病院等で独自に立てたいから指針に合わせて研修の申請を行ってくることもあ

るかとは思うのですが、状況によって各団体のところが責任を持ってという形をやってい

ただかなければ研修自体が開かれない職種も出かねないこともありますので、今回に関し

ては、要望として上げていただいている団体にはなるべく、そこのところの対応はカバー

していただくような形を取っていただければと思っています。 

 視能訓練士もこれから、この指針（案）がお認めいただいた後でまた研修等を組み立て

ていっていただければと思っている状況です。 

○江頭座長 そうするとまだ、もちろん、指針が決まらないことにはということですけれ

ども、指針が大体こういう方向だということはありなので、それに対しての具体的な動き

はまだないということでよろしいですか。 

○医事課（板橋） はい。 

○江頭座長 そうすると、要は医療研修推進財団と一緒にやっているものをこれにすると

いうことが一番簡単なのかなと思っていたのですけれども、そういうわけでもないという

ことですね。 

○医事課（板橋） もちろん、そういったことも可能ですが、今回の指針（案）が指針と

して認められて制度の中に盛り込んだならば、この指針に沿ったものであるかどうかとい

うことを医療研修推進財団がやられている、この類似の研修のときにも毎年度企画されて

いるときに厚労省のほうに申請を上げていただければ、修了者の扱い、今後のところにつ

いて、中の協議、申請をかけていただいたものが了承が取れれば、厚労省が指定する研修

として修了証を出すことは可能になってきます。 

○江頭座長 医政局長名ではないですか。 

○医事課（板橋） はい。医政局長名になります。 

○江頭座長 医師はそうだったような気がします。 

 そうすると、まだその辺は具体的に動きはないということで、どうなるか、まだ分から

ないところなのかなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○医事課（板橋） 南雲先生、お伺いしたいのですけれども、各職種で指導者講習会を要

望として上げていただくのと並行するような形で今後、団体としてもやられることを考え

て、組織立って中での話合いが進められているというのがあるのですが、視能訓練士は南

雲先生のところは今、そこら辺の進捗とかも一緒に伺えればと思うのですが、どうでしょ

うか。 

○南雲構成員 現行の講習会は医療研修推進財団が主催して、協会が後援という形を取っ

ているのですが、今後、指針に沿ったものにしていくに当たって、引き続き医療研修推進

財団の現行の講習会を指針に沿ったものにして継続するのか、あるいは協会が主催して、

指針に沿ったものを、講習会を開催していくのかというところをどうするかという検討は
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今後、近いうちに検討する予定でおります。 

○江頭座長 分かりました。 

 両面で進めていくことにならざるを得ないのかなということで、ちょっと大変かなと思

いますが、その辺がこの人たちをどう認めていくかということとも関係するような気もい

たしますので、これは個人的なあれですけれども、この流れを厚労省に合わせるようなこ

とにするほうが認めやすくはなるのだろうという気はいたします。多分、財団の意向など

もあると思いますので、ぜひ、まずは内々の打診という形で進めていくことになるのだろ

うと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 そうすると、今日の時点では少しそことは切り分けて、これを既に受けておられる方を

どう認めるか。認めないということはあり得ないと思っていますので、認めるに当たって、

認めないという意見もあるかもしれませんが、基本的には認める方向で、何か追加の措置

が必要かどうかを、今日はまだそこまでの具体的な点はできていないので、次回までに少

し、その辺の資料なり、あるいは提案を出してということで、また次回議論するというこ

とですか。 

○医事課（板橋） ５年後の次回です。 

○江頭座長 そういう意味ですか。 

○医事課（板橋） ５年をめどの見直しのときに必須化するという。 

○江頭座長 次回というのはその意味ですか。この会の次回ではなくてですか。 

○医事課（板橋） そうです。 

○江頭座長 それでは、すごく宙に浮いてしまうのではないですか。 

○医事課（板橋） そうです。 

 事務局です。 

 今回、この部分の話合いをしないというのが事務局の提案となっています。というのも、

指導者講習自体が団体としてのものが望ましい、必須のものではなく、推奨。あくまでこ

ういったものをやってはどうかという提案として立てられているものなので、過去、修了

した人たちの扱いを、すぐにでも修了者として扱って人数を確保しなければならないとい

う状況にないことを踏まえると今、その話合いをする必要性はないのかなという認識でい

ます。 

 次回必須化するときには、過去の方たちの扱いをどうするかを話し合う必要があると考

えていますので、そのときまでにその方たちが何が不足しているのかどうかは先に確認だ

けはしておいたほうがいいだろうという認識でいます。 

○江頭座長 そういうことですか。それで大丈夫でしょうか。要するに、こっちを受けて、

これが駄目となったときに全部受け直さなければいけなくなったりするというので、その

方たちは受けなくていいと今は言えない状況になりますね。追加だけでいいのだという。 

○医事課（板橋） 現時点でそこのところの担保することはできないので、指針（案）に

照らし合わせて、何が不足しているのかどうかをまずは確認し、それが露呈された部分を
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合わせるような補いをしていただく。もし今、話の中ではPMET、医療研修推進財団が主催

するこの研修を指針（案）に、指導者講習の申請をしていただいて了承されるというふう

になれば、それ以降の方たちに関しては指導者講習を修了した人たちになりますので、そ

の前の方たちの扱いはやりやすくなってくるのかなと。 

○江頭座長 いや、結構、中途半端な形で、つらいところがあるのではないかと個人的に

は思ったりもするのですけれども、新しいものを受けるべきか、それとも、待っていれば

認めてもらえるのか。職場としても新しいものを受けておけという方向になってしまうの

ではないかという気がするのですが、そこは大丈夫でしょうか。大丈夫ということであれ

ばいいのですが、必須化するのは見えていて、時間の問題なわけで、多分、実習を受け入

れている施設としては正式な講習を受けた、資格を持った方を養成したいという方向にが

っと動くのではないかと思うのですけれども、そうすると、この既に受けた人たちが非常

に中途半端な立ち位置になって、念のため受けておけみたいになるのではないかという、

そこの方向性を示しておかないと、これを認める方向なのかどうかということの、気の毒

な気がしますが、どうなのでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 お願いいたします。 

○新井田構成員 新井田です。 

 現状では、なかなか臨地実習を引き受けていただける施設は、養成校側は苦慮していま

す。なかなか実習指導を受け入れてくれるところが少ないものですから、そういった観点

からはなるべく医療研修推進財団で今、取得している人たちをスムーズにできるような措

置というか、そういう何か方略が必要ではないかと思います。 

 以上です。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 具体的に何が足りないというものを調べるよりは、基本的には認める方向ですという、

何かメッセージが出せると安心するのではないかとは思ったのですけれども、いかがでし

ょうか。 

 むしろ、事務局に聞いたほうがいいかもしれません。完全に放置でいいのかという感じ

だと思うのです。 

○医事課（板橋） 事務局です。 

 そうしましたら、今回、取りまとめ報告書としてまとめる中で、確認を行った上での部

分、問題はないだろうという御意見をいただいたに近いという判断で進めるならばという

ことで書き入れる形を取っていければというふうに、現時点であくまで確定的に認めるか

どうかというところに踏み切るという形はせずというふうに。 

○江頭座長 了解いたしました。 

 ですので、この提案の中の不足分の対応をいただくことで認めるみたいなふうには難し

いところもあるかもしれないですけれども、そういうニュアンスが何か伝わればかなり安

心できるのではないかという気はしますし、現実的かなとも思いますが、今回は決定まで
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は、不足分をこれにしたらというところまでは行けないと思いますので。 

 どうぞ。 

○医事課（板橋） ありがとうございます。 

 ただ、あくまで今、お話ししているのが、医療研修推進財団が主催する研修に関しての

部分なので、今後、これを認めていく方向性にするに当たって、財団との意見を合わせて、

すり合わせの中で今後の研修のところをどうしていくかを考えさせていただければと思い

ます。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 それを踏まえて今回は先送りするというところでいかがかということかと思います。ち

ょっと曖昧な言い方になっていますけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 南雲先生、そういう形で大丈夫でしょうか。 

 小林先生、お願いいたします。 

○小林構成員 ちょっと確認なのですが、今の話の結論なのですが、今後、厚労省の指針

にのっとって指導者講習会を行っていく方向になるので、今まで受講した人も認める方向

になるだろうということでしょうか。よく分からなかったのです。 

○江頭座長 結論としては、今回は決めないということなのですけれども、そこを、今ま

で受けていた人も何らかのわずかな措置、不足分を少し何らかの方法で補う。ｅラーニン

グとかかもしれませんが、そういうことで追加で認めていく方向を積極的に検討していく、

前向きに検討していくというか、そういう形がいいのではないか。そういうメッセージが

何か出せるといいのではないかと思います。全くニュートラルにこれを認めるかどうかは

かなり、あなたたちを認めるかどうかは分からない。５年後まで待ってくれと言われると、

ちょっとそれはつらいのではないかと思いますので、全体的なところでいうと、そこは恐

らく認めていいのではないかと思うのですよ。 

 でも、今はそれをすぐ決定はできないので、そういうことかと思います。曖昧な言い方

ですみません。 

○小林構成員 不足分の対応というものはどこで検討するのですか。これから次の会議と

いうか、次の検討会までにするということですか。 

○江頭座長 ５年後までにそれを決めるということだと思います。 

○小林構成員 ５年後に医療研修推進財団と協会でどうするかというのを、厚労省の指針

とすり合わせをしていって、どうマッチしていくということでしょうか。 

○江頭座長 実際には５年もかからないので、途中で大体方向性は見えてくるので、見え

た時点でそれなりに何かアナウンスできるといいのではないかと思います。 

○小林構成員 それは協会がしていくという感じのことになるのでしょうか。 

○江頭座長 事務局でお願いします。 

○医事課（板橋） そうしましたら、こちらの件については事務局で預からせていただき

まして、この指針（案）が指針というふうに取りまとめ報告の中で確定したものとして入
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りましたら、その後に医療研修推進財団と話合いをしながら、そういった懸念点が上がっ

ているところをどうしていくかを詰めていこうかなとは思います。 

 それと並行するような形で、恐らく協会側でも指導者講習会を開催するに当たっての話

合いが進むかと思います。それの状況を見ながらというふうに、足並みをそろえながらや

らせていただければと思います。 

○小林構成員 分かりました。 

○江頭座長 いかがでしょうか。ちょっと提案と違うことを言ってしまっているので、少

し論点が混乱しているところもあるかと思います。 

 お願いいたします。 

○神村構成員 神村でございます。 

 今の座長がおっしゃったような方向性で私もよいと思いましたけれども、途中で具体的

にそれをどこが担って進めていくのかということを疑問に思ったので先ほど手を挙げさせ

ていただいたのですが、その後の南雲構成員との御議論の中で、協会が担うとか、そのあ

たりもある程度明示されないと、そこがあやふやではいけないとは思った次第ですけれど

も、方向性としては賛成いたします。 

○江頭座長 ありがとうございます。そこは今回、調整はある程度しておく必要があると

いうことで、報告書の中にも具体的なところを書き込むということかと思います。 

 事務局からどうぞ。 

○医事課（板橋） ありがとうございます。 

 南雲先生には確認になるのですけれども、現時点、これから話合いをしてという、この

指導者講習会のところは協会様と学校協会様で合同で話し合って、どうしていくか、詰め

ていくという認識でよろしいですか。報告書をまとめるに当たって、どういった書きぶり

のほうがいいかなというところでの確認になります。 

○南雲構成員 協会と学校協会で話し合って、どうするかというものを具体的に検討して

いければと思います。 

○医事課（板橋） ありがとうございます。 

○江頭座長 いかがでしょうか。よろしいですか。 

 大体、少し方向性は合意いただいたかなということで、あとはその辺の具体的な文章を

報告書にどういうふうに入れるかというところは少しお時間をいただく。関係団体とも少

し交渉が必要であるというところかと思います。 

 よろしいですか。 

（首肯する構成員あり） 

○江頭座長 ありがとうございます。貴重な意見をありがとうございました。 

 それでは、そこについては修正ということになるかと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 そういうことで以上ですけれども、お願いします。 
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○太田医事専門官 すみません。事務局でございます。 

 先ほど平木構成員から、ガイドラインの合同授業、合併授業等を削除いただきたいとい

う御要望をいただきました。それで認識の共有をさせていただきたいのですけれども、こ

の合同授業、合併事業を単に削除してしまうと、１の授業に行う、要はクラスの人数です。

視能訓練士のガイドラインには１クラス何人という決まりがないので、単に削除してしま

うと、40人で考えていたものが80人、120人でできてしまったりしてしまう。そういったと

きに、教育効果が同等のものを保たれるのかという問題もありますし、あと、合併授業と

して、ほかの学科、コースと同時に授業を行ったときに領域、基礎分野、専門基礎分野、

専門分野がありますが、どの辺までが要は合併授業、一緒に授業できるのだという認識を

共有させていただきたくて、主に学校側の構成員から御意見をお伺いしたいところなので

すが、いかがでしょうか。 

○新井田構成員 新井田のほうから回答させていただきます。 

○江頭座長 お願いします。 

○新井田構成員 今の御質問ですけれども、本学では専門基礎教育の一環として、連携論、

連携ワーク、連携実習というものを２年生、３年生、４年生という中で組み込んでいるの

ですが、一番クラスが大きくなるのが、グループワークを１学年全体で700人ぐらいの学生

を対象に、例えば月曜日の５時限とかの時間で設定して、ただ、これは１グループが各職

種、各学科から１名ということで、80近いグループ、チーム数をつくって、そこに１人ず

つ教員がついてグループワークを行っていくという指導を行っていますので、合併授業と

いっても何百人、全体では700～800人が受講しているのですけれども、実際にはスモール

グループに分かれて行う教育が実態となると思います。 

 こういう形でよろしいですか。 

○太田医事専門官 例えばその目安的なものを、１授業40人を基礎にして同等の効果が保

たれる場合はもっと増やしてもいいみたいな書き方が看護師のところでなされていますの

で、そういったものが必要なのか。それとも、全くなしでそれぞれの学校の運営の中で解

決していく問題なのか。そういった御意見を。 

○医事課（板橋） すみません。文科省に確認したいとは思ってはいるのですけれども、

ここの部分はあくまで指導ガイドラインに記載されている内容で、養成所に対しての記載

になっています。大学側に関しては、ここは何か縛りがあるわけではないのかなという認

識なのですが、ここの部分はどんな感じですか。 

○文部科学省成相課長補佐 文部科学省です。 

 今、おっしゃられたとおりで特段、そういう縛りがあるところではございませんが、内

容の実効性を担保する観点でどういうふうに設定されるかというのは各大学で御検討いた

だくところかなとは考えます。 

 以上です。 

○医事課（板橋） ありがとうございます。 
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 では、大学側の実情と合わせるような形で、今回も養成所のほうも扱いを少し修正させ

ていただく。今までのお話を加味するような形で、事務局で修正案は預からせていただく

でもよろしいでしょうか。 

○太田医事専門官 特段の御意見がなければ。 

 平木先生、特段の御意見はございますでしょうか。 

○平木構成員 いえ、養成所に関わるところではあるのですが、だから、私も全部削除し

てもらったら何かすっきりはするとは思うのですけれども、それが非常にクラスがたった

100人とか120人ということが言われるのであれば行わないこと。どうなのでしょうか。 

 新井田先生がおっしゃったように、私どもの学校でも正規以外のものとしていますが、

大体、１つの教室に５人ずつのグループが５つとか６つとか、30人か40人までしか入らな

いので、合同にしたとしても、その授業に、教育効果に影響しないようになっているので、

教員が必ず１人以上入っているとか、何かそういう一文でもいいのかなとは思います。す

みません。 

 ですので、この一文があると本当に何もできないというのが一番困っているので、教員

の人数が、ある程度、１名以上が教室の中にいて、授業の進行を妨げないようにするとか、

もしくは一部医療、多職種連携教育に限ってはこの限りではないとか、何かそういったた

だし書でもいいかなとは思いますが、よろしいでしょうか。 

○太田医事専門官 はい。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 多分、多職種連携教育を念頭に置いているということだと思いますので、それはやはり

かなり養成所というか、学校によって違う形態なので、うちも他大学と一緒に400人ぐらい

で年１回やるみたいな感じなので多分、例外規定みたいな感じだと思いますので、それも

定期的にやっているところとイベント的にやっているところと、いろいろではないかとい

うふうには聞きますので、それとこの規定は全然、趣旨としてはきっと別の話ですね。そ

のときは教員を集めるのがすごく大変だったりもするので、だけれども、教員がいないと

全然授業にならないので必死で集めるわけですが、教育効果が低いということはないと思

いますので、その辺の趣旨も含めて、何かただし書みたいものがいいのかなという気が今

はしておりますが、では、また提案いただくような形でよろしいでしょうか。 

○太田医事専門官 はい。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。全体を通じてでも結構です。 

 新井田先生、お願いいたします。 

○新井田構成員 すみません。新井田です。 

 資料１の３ページに少し関連するのですけれども、今回、８単位、単位数が増えること

を鑑みて、いっぱいある、この１年課程の取扱いは実質的に終了の方向で動いていくと思

うのですが、この２号の修業年数を１年以上から２年以上に修正していくことも今後必要
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ではないかと思っております。これはあくまでも個人的な意見ですけれども、すみません。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 これは実質、そういう方向になるだろうという御説明を以前いただいたような気もいた

しますが、事務局からお願いいたします。 

○医事課（板橋） ありがとうございます。 

 いただいたのが今、法律に記載されている内容としての受験の資格、法の第14条の２号

のところの文言。これは１年以上の教育を２年以上に変えてはどうかという話でした。そ

れで、現時点で第14条の２項のところを扱っている学校等があるということもありますの

で、その状況を見ながら今後どうしていくか、考えてというふうに御意見をいただいたと

認識しています。 

○江頭座長 どうぞ。お願いします。 

○平木構成員 申し訳ございません。平木です。手を挙げずにすみません。もう一度、お

願いしていいですか。 

○江頭座長 どうぞ。 

○平木構成員 また別に２年以上にしないといけないということではないですね。１年制

課程を持っているところは本当に、今回の改定によって学科を閉めないといけない、もし

くは学校の中からその学科を撤退しなければいけないぐらいの大変な状況に今はいるわけ

なので、ここは１年以上ということでしばらく様子を見させていただく形でぜひとも置い

ておいていただきたいとは思うのです。 

○江頭座長 では、事務局からお願いいたします。 

○医事課（板橋） ありがとうございます。 

 今、御意見をいただいたところでの対応として今後注視していくということを言わせて

いただきましたが、あくまで混乱等を生むような方向性は考えの念頭には置かないつもり

ではいます。今、先生がおっしゃったように、１年以上と書かれている、この規定の中で

実質、学校によってはそれを２年で行っているのもあるかと思うのですが、もちろん、そ

れがいけないわけではなく、今後もそういったやり方を取っていきたいという学校がある

ならば、そこのところもまた御意見の一つとして加味しながら進めていくことになるのか

なというふうに認識しています。 

○江頭座長 ありがとうございます。基本的には、ここは今回は触れないということです。 

 今のは何となく、意見の交換なみたいな形ですか。失礼いたしました。 

 そういう意味では御安心いただけるとは思いますが、経過を見ながらということ、また

次回ということなのでしょうね。必要なら検討するということになるかと思います。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 小林先生、お願いいたします。 

○小林構成員 ９ページのところなのですが、今回、実習の単位の見直しということで時

間数が増えたのですけれども、自宅学習がやはり必要であって、それの負担をということ
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で今回、時間数をそれも含めたものにするというふうに変えられたわけですが、学生さん

自身もそれを含めた実習になることをまた教育していくということもあると思うのですが、

これも実習を受け入れる側に対してもやはりそういう姿勢でレポートも含めた実習なのだ

というものを伝えていくことになるということで理解していいでしょうか。 

○江頭座長 事務局、何かありますか。 

○医事課（板橋） ありがとうございます。 

 こちらもその認識でいますが、南雲先生、よろしいですか。 

○南雲構成員 それも含めて考えております。 

○江頭座長 そのあたりの考え方を多分、指導者の講習会などで共有していくということ。

もちろん、学校と施設とのやり取りもあると思うのですけれども、そういうことになるの

かなとは思っています。 

 小林先生、いかがでしょうか。 

○小林構成員 すみません。確認だけですので、ありがとうございます。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 そうはいっても、なかなかうまくいかないのが現実だとは思いますので、不断の努力と

いうことなのだと思います。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 平木先生、どうぞ。 

○平木構成員 すみません。ここに書いてあることではないのですが、今日の会議の途中

で不二門先生が、この法律はいつから変わるのですかとおっしゃったときに、事務局の方

でしたか。再来年からとおっしゃいましたね。ということは、2023年４月からということ

でしょうか。2024年ではありませんでしたか。2023年からということでしょうか。 

○江頭座長 そこは重要な、もう一回、ちょっと確認を。 

○医事課（板橋） 事務局です。少々お待ちください。 

 本件は、第１回の検討会のときに資料４という部分でスケジュール感を示させていただ

きました。そこで載せさせていただいたことの再度というお伝えにはなってきてはしまう

のですけれども、あくまでこれは順当にいったらというスケジュール感でのお話をさせて

いただいています。 

 それで、2021年９月に検討会を立ち上げというのが始まりました。今のこの状況ですと

12月、次回の検討会のときが12月、１月頃に行うことにはなってくるかと思うのですが、

そのときに検討会の取りまとめが行われてくる。それから、こちらのほうで取りまとまっ

たものを、改正事項等を直し、また、Q&A、パブリックコメント等を行うということをやら

せていただきます。 

 それらが終わるのが、順当にいけば来年の９月とか秋口以降のところかと思うのですが、

それの後に法令改正を行いまして、学校側での準備期間は１年ぐらい設ける形を取らせて

いただければと思っています。 
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 そういった流れを踏まえて適用される時期は、最終的には2024年４月に入学する方たち

にできれば、それが順当にいけばの話になります。もしかしたら、状況によってはそれが

2025年４月になる可能性もあるのですが、現時点ではそういったスケジュール感と思って

いただければと思います。 

○平木構成員 ありがとうございます。 

○江頭座長 2023年に決まる感じなのでしょうか。 

○医事課（板橋） そうです。2022年度中に法令関連の改正を行わせていただいて、１年

間の学校の準備期間を設け、2024年４月の学生に適用させる。 

○江頭座長 ４月スタートなので、そこはどこかということで、１年遅れたら本当に１年

遅れてしまうという、ちょっともったいないのか、もったいいいのかどうかなのですけれ

ども、そういう状況で、法令の改正が入ると、認められるかどうかも含めて不透明なとこ

ろもあるということもあると思います。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。大変活発な御意見をいただいたと思います。それでは、本日い

ただいた御意見を踏まえて、もう一度整理させていただき、次回検討会で報告書の取りま

とめ案を提示したいと思います。 

 以上をもちまして本日の議題は終了ですが、再度事務局からいかがでしょうか。 

○太田医事専門官 次回検討会の日程は、12月２日木曜日を予定しております。詳細につ

きましては、改めて御連絡させていただきます。 

 よろしくお願いします。 

○江頭座長 それでは、本日は長時間にわたりありがとうございました。 

 これで本日の改善検討会を終了したいと思います。どうもありがとうございました。ま

たよろしくお願いいたします。 
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2021-12-2 第３回視能訓練士学校養成所カリキュラム等改善検討会 

 

○太田医事専門官 定刻でございますので、ただいまから第３回「視能訓練士学校養成所

カリキュラム等改善検討会」を開催いたします。 

 本日もオンラインでの開催でございます。先生方には御多忙のところ御出席を賜り、誠

にありがとうございます。 

 構成員の出欠等についてですが、林構成員が用務のため御欠席となっております。 

 事務局でございますが、急用にて山本医事課長が欠席とさせていただくことを御了承く

ださい。 

 資料の確認をお願いいたします。資料１－１、資料１－２、参考資料１～６でございま

す。不足する資料がございましたら、事務局にお申しつけいただくようお願いします。 

 また、皆様へのお願いでございますけれども、発言されます際にはZoomサービス内に「手

を挙げる」というボタンがございますので、クリックいただいて、座長の指名を受けた後

にマイクのミュートを解除の上、御発言いただきますようお願いいたします。御発言終了

後はマイクを再度ミュートにしていただくようお願いいたします。 

 それでは、江頭座長、お願いいたします。 

○江頭座長 早速ですけれども、議事を進めてまいりたいと思います。 

 本日の議題ですけれども、検討会取りまとめ報告書（案）についてとなります。 

 初めに、事務局から資料１－１、資料１－２の説明をいただきます。続きまして、全国

視能訓練士学校協会から資料を頂いておりますので、参考資料５、参考資料６について説

明をいただきます。その後に議論ということで進めていきたいと思います。 

 まず、事務局から資料１－１、資料１－２についてお願いいたします。 

○医事課（板橋） 事務局です。よろしくお願いします。 

 資料１－１を御覧ください。資料１－２で取りまとめ（案）として作らせていただいて

いるものの概要となります。資料１－１の１枚目で、１つ目の項目は「指定規則及び指導

ガイドラインの教育内容と単位数の見直しについて」とまとめさせていただいています。 

 視能訓練士を取り巻く環境の変化に伴い、視能訓練士の養成に必要な教育内容と教育目

標及びその単位数について検討を行わせていただきました。 

 教育内容の見直しに当たっては、医療技術の高度化と複雑化、国民の医療へのニーズの

変化と多様化を踏まえた教育となるよう、教育内容（単位数）の見直しを行い、総単位数

を93単位から101単位に引上げを行わせていただいています。 

 カリキュラムの主な内容の見直しとしましては、基礎分野で「社会の理解」を新設、単

位数の変更はなし、また、合併及び合同授業の制限の緩和をさせていただく形となります。 

 専門基礎分野では「人体の構造と機能及び心身の発達」、「疾病と障害の成り立ち及び

回復過程の促進」、「視覚機能の基礎と検査機器」、「保険医療福祉と視能障害のリハビ

リテーションの理念」で内容の変更、一部単位増となっております。 
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 ２ページ目に移ります。「臨地実習の在り方について」も見直しを行わせていただきま

した。主に項目としては３つあり、１つ目は１単位の時間数についてです。臨地実習１単

位の計算方法については、臨地実習は１単位を40時間以上の実習をもって構成することと

し、実習時間外に行う学修などがある場合には、その時間も含めて45時間以内とさせてい

ただいております。 

 ２つ目は臨地実習の中で実施する教育内容についてであり、臨地実習の実施に当たり、

病院などでの実習の実施に加え、保健、福祉、介護及び特別支援学校などとの連携を持つ

ことで、見学などの実習ができる機会を設けることが望ましいとして要件に追加させてい

ただいています。 

 ３つ目は臨地実習指導者の要件について事項の追加で、実習指導者となる者は、厚生労

働省の定める要件を満たす臨地実習指導者講習会を修了した者であることが望ましいとし

て加えるような形を取らせていただきました。 

 その他、教育の内容の見直しに伴って、現状に合わせて、養成施設において備える必要

のある備品などの見直しを行っております。 

 また、適用の時期に関しましては、令和６年４月の入学生から適用とさせていただいて

おります。こちらについては、修業年数３年以上の過程である法第14条第１号の学校とな

ります。また、同条第２号は、令和８年４月、修業年数１年以上の課程に関しては令和８

年４月からの適用とさせていただいています。 

 次に資料１－２を御覧ください。後ほど先生方には各章で御意見等を賜れればと思って

おります。 

 ２ページ目をお願いします。項目としましては「はじめに」から始まり、第２、第３と

項目を挙げさせていただいています。 

 ２章目では、指定規則及び指導ガイドイランの教育内容と単位数の見直しについてです。 

 ３章目では、臨地実習の在り方についてです。 

 ４章目では、備品関係です。 

 ５章目では、適用時期についてです。 

 ６章目では、今後の課題について書かせていただいている状況となります。 

 資料の説明については以上とさせていただきます。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 資料１－２についてはこの後、項目ごとに検討していくことになります。 

 引き続きまして、参考資料５と参考資料６ということで、前回議論になりました点につ

いて、実際に調査をいただいたということが参考資料５ではないかと思います。こちらの

御説明をお願いできますでしょうか。 

 よろしくお願いいたします。 

○新井田構成員 新井田から説明させていただきます。 

 これは全国視能訓練士学校協会のほうで調べたものですけれども、光干渉断層計（OCT）
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及び光学式の眼軸長測定装置の所有について、アンケートをとらせていただきました。 

 その結果、OCTについては１校のみ所有していないということで、26校、96.3％が保有し

ているということが分かりました。 

 一方、光学式の眼軸長測定装置はまだ所有していないところが特に専門学校で多くて、

55.6％が所有しているという状況で、やっと半分と少しというところになります。 

 今年も実はメーカーから１台、先週寄贈の申出が出まして、なるべく今年持っていない

ところに優先して配備していきたいと思っていますけれども、新旧問わないのですが、OCT

についてはほぼ全ての養成校で所有しているという状況になると思います。 

 参考資料５については以上となります。 

 次に参考資料６ですけれども、臨地実習の特別支援学校とか盲学校の具体的な連携体制

の例示です。これは国際医療福祉大学で現在行っているものですが、半日の実習というこ

とで、ここに書きましたように、実習の目的はロービジョンケア（医療）・福祉・教育の

現場を実際に見学・体験することで、視覚障害を持つ人々との関わりについて学ぶという

ことで、実習内容は、実際に特別支援学校、盲学校に出かけていって見学、それから、学

校紹介のビデオを見てから見学・体験ということで、アイマスク装用下でのSound table 

tennisとかを体験したり、理療科見学・体験や点字図書の体験・学習、視覚障害に特化し

たICT機器の体験学習等を半日かけて行っている状況です。 

 これはそれぞれ施設の専門の職員が指導とか対応をしていただいている状況です。 

 具体的な例示をさせていただきました。 

 以上となります。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 資料５は実態ということで、非常に参考になる資料ではないかと思います。 

 参考資料６は、いわゆるグッドプラクティスの紹介という位置づけになるかというとこ

ろですね。 

 資料１－１、参考資料５、参考資料６で、今の段階で何か確認をしておきたいこと等が

あればお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、また後でこういった資料も踏まえて報告書（案）の検討ということで、後で

また出てくるかもしれませんので、先に進めたいと思います。 

 今日の一番重要なところで、報告書（案）のまとめに入るという段階で、文章の内容も

含めてチェックを進めていきたいと思います。 

 まず、資料１－２の３ページ目になります。「第１ はじめに」というところで、序文、

イントロダクションに相当するところではないかと思います。なぜこういったカリキュラ

ムの変更が必要になるのかということを説明する重要な記載だと思いますが、こちらにつ

いて何か御意見のある方、あるいは、御質問のある方がいらっしゃればお願いいたします。 

 いかがでしょうか。最初のパラグラフで現状が法的なところも含めて書かれており、ず
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っとそういう感じでしょうか。３つ目のパラグラフで、最近改正が行われていなというこ

と、４つ目が見直す理由ということで、医療技術の高度化、複雑化、国民の医療ニーズの

変化、多様化といったことが挙げられているということになります。それで国民の信頼と

期待に応えるために改善することにしたという形だと思いますが、よろしいでしょうか。 

 これは前も言ったような気がしますけれども、下から２つ目のパラグラフで、「国民の

医療へのニーズの変化と多様化」みたいなものが先に来たほうが何となくいいのかという

気がしているのです。単純に順番の話なのですが、医療技術の高度化、複雑化は内部事情

的なところがありますけれども、国民のためにこういうことをやるのだというメッセージ

としては、こちらを先に持ってきたほうがいいかと思うのですが、いかがでしょうか。 

 提案している側が言うのもなんなのですけれども、特段御意見はないですか。 

 変えるとしてもマイナーチェンジかとは思います。ありがとうございます。 

 ここはスルーさせていただいて、次からがより具体的な内容になるかと思いますので、

ぜひ積極的な御意見をいただければと思います。 

 続いては「第２ 指定規則及び指導ガイドラインの教育内容と単位数の見直しについて」

ということなります。 

 ４～６ページで、具体的な単位数の見直しをしたところを羅列してあるというところで

す。 

 後ろ側の別添１と別添２が、表になっているような形で示されているということになり

ます。ここについては恐らくチェックをする最後の段階かと思いますので、数字が間違っ

ていないかとか、そういったところも含めて複数の目で内容を確認できればと思います。 

 そういった意味で、ここはどうなのかという御意見、御質問等あればぜひお受けしたい

のですが、いかがでしょうか。目を通してきていただいているかも分からないですけれど

も、ここでも少し時間は取りたいと思います。 

 ４ページだと、まず、１ポツで基本的な考え方を２つ、（１）と（２）という構成にな

っていまして、２ポツから具体的な内容が書いてあるということです。総単位数を変えま

したというところです。 

 専門基礎分野が増えたというところで、具体的にどの項目が増えたかというところが、

マル１～マル４として出ているということです。 

 ５ページの真ん中から下が専門分野というところで、６ページのマル３とマル４で、特

にマル４が臨地実習というところで、今回もいろいろな議論が出たところですけれども、

見直し案が出ているところかと思います。 

 あとは臨地実習施設、養成所についての記載があるということです。養成所の中でも、

振り返りを必修とするといった議論もあったと思います。到達度評価や振り返りというこ

とで、そのための単位を追加するということが書かれています。 

 「（３）臨地実習の１単位の時間数について」で、１週間でやることが多いと思うので

すけれども、40時間以上45時間以内という時間を少し明確に書いたというところかと思い
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ます。 

 よろしいでしょうか。 

 別添のほうが、それに対応した形でつけられているというところです。 

 お願いいたします。 

○新井田構成員 １か所だけ気になるのが、５ページのマル４を開いてください。ここに

「多職種との連携の理解」と書いてあるのです。「多職種」というのはいろいろな職種と

いう意味なのですけれども「他職種との連携の理解」のほうがいいのか。 

 実は、次の別添２のガイドラインのほうは「多職種連携について学習する」となってい

ます。 

○江頭座長 ありがとうございます。よく間違えるというか、両方あるということで、ど

ちらを使うかということですね。 

○新井田構成員 ７、５単位のところは「多職種連携について学習する」となっているの

ですけれども、南雲先生、これはいかがですか。捉え方なのですけれども、「他の職種」

のほうがいいですか。それとも「多くの職種」という形ですか。 

○江頭座長 いかがでしょうか。 

○南雲構成員 どちらかというと「他の職種」というイメージなのですけれども、こうい

ったガイドラインで、用語としてはどちらが通常使われるものなのでしょうか。 

○江頭座長 文脈によるのだと思います。 

 ここは「多職種連携」というと「多」でいいと思うのですけれども、「他職種との連携」

というほうが収まりがいいので、その場合は「他」でいいのではないかという選択肢は出

てくると思います。そちらのほうが、どちらかというとつながりはいいのかと思います。 

 一方で、別添のほうは「多職種連携」という一連の言葉を使っていますので、これは「他」

にしてしまうとおかしなことになるという使い分けなのかと思います。 

○新井田構成員 ２か所が違っているというのは、統一されたほうがいいのかと思います。 

○江頭座長 ここは例えば「との」を取って「多職種連携についての」とか、何か工夫が

必要ですけれども、そういう形にするということも一つのやり方かと思います。 

 統一したほうがいいのは私もそのとおりかと思いますので「多」のほうを使って「多職

種連携」という一連の言葉にして、日本語としてつながりがいいような形にするというこ

とで、細かい文章は少し考えさせていただくということでよろしいでしょうか。 

○新井田構成員 よろしくお願いします。 

○南雲構成員 お願いいたします。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。 

○小林構成員 文章の中身の確認なのですけれども、専門分野の視能検査学と視能訓練学

のところで、それぞれ追加するという後に「『視能検査学』に関する」「『視能訓練学』

に関する」という文章があるのですが、その内容というのは、追加したことの詳細を述べ
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ているという意味合いで挙げられているという理解でよろしいでしょうか。 

○江頭座長 これは事務局からお願いします。 

○医事課（板橋） 事務局です。 

 おっしゃるとおり、別添２にある具体的な教育の目標の中身として追加したものを、手

前のほうの文章では要約的な形で書かせていただいたとなっています。連動するものと見

ていただければと思います。 

○小林構成員 分かりました。 

 ほかのところが、今回これだけ追加しましたというところで終わっていたので、そこだ

けその詳細を述べているという理解でいいということですね。 

○江頭座長 ほかとの並びを、わざわざ括弧にしている。それはそれでよろしいですか。 

○医事課（板橋） どちらかというと、文言を抜いて統一させるほうがよろしそうですか

ね。 

○小林構成員 そういうものがあったほうがいいのかどうかは分からない。そこの項目だ

けあるのでどうなのかと思ったのですけれども、内容自体は問題ないことだと思うのです。 

○江頭座長 恐らく項目ごとに事情が違うので、ここについては恐らく括弧で入れたほう

が分かりやすいという判断で入れたのが提案なのだと思います。 

○小林構成員 そういう説明であれば、そういう形で理解します。 

○江頭座長 その辺も、もう一度よく確認をして、統一性は大事だと思います。 

 どうぞ。 

○医事課（板橋） ありがとうございます。 

 そうしましたら、今、おっしゃったところの観点もありますが、一方で、各項目のとこ

ろで内容の詳細を書かせていただいたというところが軸に入ってきますので、文言として

このまま入れさせていただく方向性を取らせていただければと思います。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 この第２は結構長いところではあるのですけれども、多職種のところ、それから、括弧

についてはこの書きぶりを維持するということで、もう一度確認だけはするということに

したいと思います。ありがとうございます。 

 続きまして、第３に移りたいと思います。７ページ、「臨地実習の在り方について」と

いうことで、別添３も関係していますので、目を通していただきたいと思います。 

 新井田先生から御説明いただきました参考資料６の例示についてはどうするかというと

ころも含めて、御意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○不二門構成員 これは私が提案したものなのですけれど、新井田先生、これは具体的に

１日で終わってしまうことなのですか。それとも、何日かにわたって座学と実習で日にち

が一緒なのですか。それとも、午前と午後ですか。 

○新井田構成員 ケース・バイ・ケースなのですけれど、うちの大学では半日、バスで現
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地まで出向いてって、全員一学年が分散して学ぶという形ですので、そのぐらいの日程に

なります。 

○不二門構成員 範囲としては、それは大きなくくりで、リハビリテーションの中に入っ

ているという感じでいいのですか。 

○新井田構成員 はい。ロービジョンケアの一環としてやっています。 

○不二門構成員 違う観点なのですけれども、これはもう一つ提案した運動機能との連携

の話なのですが、歩行訓練士とか同行支援の人を呼んできて、白杖をいつ頃導入したらい

いのかとか、そういう座学と、簡単な実習などもできれば取り入れたらいいかと思ってい

るのですけれども、そういう可能性はありますでしょうか。 

○新井田構成員 先生、同行援護従業者の一般課程の資格を取得できる学校は今、どのぐ

らいありますか。うちや新潟医療福祉などもそうですけれども、全部とは言わないのです

が、結構な施設で同行援護従業者資格をダブルライセンスという形で在学中に取れるよう

な仕組みは今、増えてきていますので、同行援護の実習とか教育の中で、座学の中で、白

杖の使い方とか、階段の上り下りとか、実際の支援の仕方というのは、学生は結構学んで

います。 

○不二門構成員 それはリハビリテーションの中の実習の一環としてやっていて、今回は

別に単位数が増えた中で拡張するという問題ではなく、もう既に行われていると理解して

いいのでしょうか。 

○新井田構成員 一部の学校では既に取り入れていると思います。 

○不二門構成員 しかし、ぜひこれは統一してやってほしいと思うので、そういう格好に

なるのでしょうか。 

 資格を取るところは学校ごとに違うと思うのだけれども、基本的な概念のところは押さ

えてほしいと感じるのです。 

○新井田構成員 もともと同行援護従業者資格は県に申請するという形になっています。 

○不二門構成員 そうですね。ですから、手続が相当大変だと思うのです。資格を取ると

いうのは別にして、そういう概念を勉強する。 

○新井田構成員 勉強する機会をなるべく全部の養成校で行っていただくという方針です

ね。 

○不二門構成員 それがどこかに、少し分かりやすく入っているといいかと思うのだけれ

ども、今のままだと相当漠然としていて、運動機能との協調がどうのこうのというところ

に入れていただいているのですが、実習としては入っていないのかと思います。 

 次の改定のときにやっていただいてもいいですけれども、希望としてはそういう方向性

が、視能訓練士の職域拡大というか、これからより大事になってくる分野だろうと思って

発言しました。 

 以上です。 

○新井田構成員 ありがとうございます。 
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○江頭座長 ありがとうございます。 

 不二門先生からの御提案ですけれども、具体的に報告書にどう加えるべきかという観点

でもう少し御説明いただけるとありがたいのですが、いかがでしょうか。 

○不二門構成員 すみません、僕がその資料をプリントアウトする時間が今日はなかった

ので、ここの画面で見ている範囲なのですが、専門基礎のリハビリテーションのところだ

と思うのですが、臨地実習の在り方とか。 

○江頭座長 そうすると、臨地実習というよりはということでよろしいですか。 

○不二門構成員 そうですね。どちらになるのか。臨地実習というと、そこの施設に訪れ

て、そこで指導を受けるという格好ですね。そこまで行かなくても、専門基礎の分野で５

単位から７単位に増えているのは、リハビリテーションの理念ですね。 

○江頭座長 了解いたしました。 

 そうすると、今の第３の話とは違う観点の御提案というところかと思います。 

○不二門構成員 そうなのです。先ほどの視能訓練士が果たすべき役割、多職種連携のと

ころで、多職種の中に歩行訓練士とかそういうところの連携、あるいは、同行支援の業種

との連携みたいなことも含まれて、その多職種連携というのに例えばどういうものがある

かというのは括弧で入れていただくといいかと思います。 

○新井田構成員 不二門先生、よろしいですか。 

○不二門構成員 はい。 

○新井田構成員 先ほどの７ページの２番の「（１）臨地実習の中で実施する教育内容に

ついて」というところで、今回、「病院での実習の実施に加え、保健、福祉、介護及び盲

学校を含めた特別支援学校等との連携をもつ」というくくりで、「見学等の実習ができる

機会を設けることが望ましい」という形で追記させていただいております。あまり限定的

にしないで、こういう表現を取るということで、幅広く解釈していただければと思ってお

ります。 

○不二門構成員 そこに今、言ったような運動系の連携も含まれるというニュアンスが入

ればいいということですね。 

○神村構成員 不二門先生のおっしゃった点は、大変重要な視点なのだと思いました。 

 「別添２ 視能訓練士養成所指導ガイドライン」の別表１の２ページ目です。前のペー

ジの「視能訓練学」の続きのところに運動機能とか感覚機能とかとの関連／協調について

の記載がありますので、臨地実習にこだわらず、座学も含めて、今、不二門先生が御指摘

いただいたような内容が含まれているのかという理解をできるようにも思います。 

 あまり具体的に細かくは記載されていないけれども、ここに含まれるのかとは思います

ので、もし括弧書きででも追加するような必要があればと思いますが、それは別添のほう

になるのかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○不二門構成員 おっしゃるとおりなのです。私の言った内容はここに反映されていると

私自身も理解していて、今回はこれでいいかと思ったのだけれども、どこかで何かそうい
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う具体的な文言が入れられるところがあったらいいかと思って発言したのですが、最小限

これで結構です。 

○江頭座長 ありがとうございます。非常に重要な御指摘だったと思います。 

 内容は大事なのですけれども、文章的にはマイナーな変更でとどまることになるかなと

思いますので、もし何か見直してみて、ここがということがあれば、ぜひ御提案いただけ

ればと思います。 

 引き続き「第３ 臨地実習の在り方について」の御議論、御意見をいただきたいと思い

ます。 

 構成で言うと、１ポツが基本的な考え方で、２ポツが改正の実際の内容ということで、

（１）が病院だけではないところでのということが書いてあるのと、今のところまだ議論

になっていないですけれども、２の指導者の要件についてというところです。こちらにつ

いては、講習会の修了の議論で言うと、今回は望ましいという表現にして、必須とはして

いないということになります。 

 別添３は指導者講習会の要件ですので、これは特に見ていただく必要はないかというと

ころかと思います。 

 一つの論点としては、参考資料６の例示みたいなのを入れたほうがいいのではないかと

いうことで、事務局的には、入れるとしたら２ポツの（１）の次辺りということですか。

それとも、これもまた別にどこかに例示するのですか。 

○医事課（板橋） 事務局です。 

 現状の資料の形としましては、あくまで一学校の状況として、連携の例示を出させてい

ただきました。これを取りまとめの資料の中に加える認識ではいなかったのですが、この

中にあえて入れて、今後の発展のための情報という形をとるという御意見をいただければ、

そのように対応させていただきます。 

○江頭座長 事務局提案としては、特にそれは入れなくてもいいのではないかということ

ですが、そこも含めて御意見をいただければということですね。 

 ほかの点でも結構です。御意見をお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 そうすると、事務局提案としては、参考資料６はこの会の中での共通理解ということが

大分出てきて、議論も進んだというところですが、報告書（案）の中にはこのことの記載

は必ずしもしないということで進めることになると思いますが、それでよろしいでしょう

か。 

 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 先ほど不二門先生から御指摘いただいた点は、あまり大幅な変更にならないレベルで加

えたらさらに分かりやすいのではないかということがもしありましたら、御提案いただけ

ればと思います。 
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 そのほかは、このままで行かせていただくという方向で進めていきたいと思います。 

 続きまして「第４ その他について」となります。「１．養成所に備えるべき備品等の

見直しについて」というところで、こちらは何か御意見のある方はいらっしゃいますでし

ょうか。先ほどの参考資料５が今回の実態を調べてきていただいたもので、これも非常に

参考になると思います。これを踏まえて、どうするかということかと思います。 

 お願いいたします。 

○松本構成員 OCTの件なのですけれども、アンケートでほとんどの施設が、OCTとしては

所有しているという回答だったと思うのですけれども、御承知のように、OCTというのは、

今までの養成所の中にある機械群に比べますと、実際には物すごくバリエーションがあっ

て、世代も非常にばらついていると思うのです。 

 場合によるとタイムドメインの古いものが置いてあるところもあれば、スペクトラルの

初期のほうが入っているだとか、いろいろあるのだろうと思うのですけれども、教育とい

う意味ではそこそこできるとは思うのですが、ある程度把握して、あまり古い機種を持っ

ておられるところは優先的に入れ替えられるような、何か病院で使わないものが出てきた

りしたときに入れ替わるように可視化しておいたほうが、全部所有しているのだったら、

視野計を所有していてオーケーとは意味が違うと思うので、この辺りはどうかと思うので

す。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 持っている、持っていないだけではなくて、どういうタイプのものかというところも踏

まえて考えていく必要があるといえばそのとおりかとも思いますが、いかがでしょうか。

それを別表２にどう書いていくかということもあるかとは思いますが、これはどこになる

のですか。 

○新井田構成員 今の松本先生からの御指摘なのですけれども、昨年からOCTの寄贈は、初

代のSS-OCTのAtlantisを去年、今年と合わせて３台、持っていない学校に寄贈という形が

できていますけれども、確かに先生がおっしゃるように、古い機材をまだ所有していると

ころもいっぱいあると思います。 

 ただ、日進月歩で本当に機器の進歩が早くて、もしあれであれば、ここは臨地実習先で

学ぶという形にしておいても、５年先にここをとるという形でもいいのかとは思いますけ

れども。 

 ただ、現状では、一応は新旧問わず網羅して、ほぼ全部の養成校にあるということと、

今後も毎年寄贈で入替えは可能ですという状況にはなってきていますというところなので

す。 

○江頭座長 いかがでしょうか。 

 今、出ている資料の下から４つ目の星印をつけるということも、一つの考え方ではない

かという御提案でしょうか。論点としては、必ずしもそうしなくてもいいかもしれないと

いうことで、つけるか、つけないかというところでしょうか。いかがでしょうか。 
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 南雲先生、お願いします。 

○南雲構成員 OCTに関しましては、もうほとんどの施設が置いてある機器ですし、原理等

を学ぶという意味では、星印はつけなくてもいいかと思います。 

○江頭座長 松本先生、いかがでしょうか。 

○松本構成員 かなり必須項目になっていますので、星印はまずいかとは思うのです。現

実的な運用の上で、これは当然日進月歩で、ゴールドマン視野計のようなわけにいかない

ので、かなりのスパンで入替えが約束されるというのですかね。その辺が今回の改定の中

にはなかなか入りにくいのでしょうけれども、改定の中では、やらないといけないという

項目にきっちり入れておいて、現実の運用の中で、ここの施設のOCTは物すごく古いとかが

何か分かるような形で、順番に機器を回していけるようになればいいと思うのです。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 平木先生、お願いいたします。 

○平木構成員 OCTのことなのですけれども、おっしゃるように、確かに寄贈していただい

てというのが精いっぱいで、自分のところで買うというのが、上に言ってもなかなか通ら

ない。ただ、今回、法律が変わるということで、これはもう絶対に必要なのだと。養成校

としては、法律が変わることをチャンスに、実習機器なども古くなっているものを新しく

買い換えていただけるいい機会ということもあります。なので、今回は取りあえず星なし

にしていただいて、あとは細かい規定になってくると、おっしゃるように何回も買い換え

ることができないので、本当にクリニックでもどこも持っていらっしゃる機械ですので、

必要な機械なのだということを運営者のほうにも分かってほしいというのは、現場の教員

としてはあります。 

○江頭座長 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 そうすると、別表の記載としては、一応このままということですけれども、まだ古いも

のしか持っていないところもあるという現状もあるので、この報告書として対応する必要

があるかどうかはともかくとして、そこは何か対応していくということは共有できたのか

とは思います。 

 一応、別表としてはこのままの記載でということで進めていきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

 あと、ほかに備えるべき備品等について御意見はありますでしょうか。大丈夫でしょう

か。 

 ありがとうございます。それでは、次に行きたいと思います。 

 ８ページ、９ページというところで、これはまとめて第５、第６、第７ですけれども、

第５の確認と第６の課題については今のこととも関係しますので、よく検討いただければ

と思います。 

 まず、「第５ 適用時期について」ということで、平成６年の４月が１号についてです
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ので、来年の春、平成４年４月になりますので、２年ちょっとの準備期間があるというと

ころです。２号については少し遅くということで、結果的に国家試験については、この方

たちが新しい内容で受けるということで提案されているものになります。 

 これはよろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 特に御意見がなければ、これで進めさせていただきます。数字とかを一応考えていただ

いて、問題ないことを御確認ください。 

 続いて「第６ 今後の課題」になります。２つ目のパラグラフですけれども、定期的に

見直しが必要であるということで、今は何でもそうだと思うのですけれども、５年をめど

として見直しが今後も継続的に行われというようなことが書いてあるということです。 

 （１）が総単位数の問題で、これは特に今後も継続的に課題になるだろうというところ

です。 

 （２）が臨地実習の内容の話で、これは今回も議論になったところです。今回、幅を広

げたということになるのだとは思いますけれども、一方で、実際にどこまでできるのかと

いうようなこともあるのでしょうか。具体的な範囲については見直しはしなかったという

ことで、できるだけ幅広い経験を得るには、そういった施設を確保していくということに

なるかと思いますので、その辺を提案といいますか、提言といいますか、関係する団体に

お願いしているという書きぶりになっているかと思います。 

 （３）はずっと以前から議論になっていた要件の問題で、状況がいろいろと書いてあり

ますけれども、いずれは必須とすべきだというのは、どこかに書いてあるのですか。真ん

中ぐらいに書いてあるのですか。 

○太田医事専門官 「今回の見直しでは」のところです。 

○江頭座長 ５年後、次回は必須とできるように準備を進めていきましょうということか

と思います。 

 もう一つは、前回議論になったところで、医療研修推進財団の研修の養成者がおられま

すので、この方たちも認める方向にはなると思うのですけれども、そこは課題として書か

せていただいているというところになるかと思います。 

 この３つについて、今後の課題ということで書かせていただいていますが、いかがでし

ょうか。これが抜けているのではないかとか、ここの書きぶりはこれがいいのではないか

とか、御意見があればお願いいたします。 

 今回、見直せるところは見直したということになるので、さらにその後の課題なので、

そんなには踏み込めないところもあるのかとは思いますし、少し先のことになりますので、

指導者の要件みたいな分かりやすいものはしっかり書けるというところです。 

 OCTの先ほどの件などは、あえて入れなくてもいいのかという気はしていますけれども、

いかがでしょうか。それは現場の運用でやっていただくような形かとは思っています。 

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 最後に10ページをめくっていただきまして「第７ おわりに」になります。これは最後
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の締めの言葉ということで、「特色のある教育を行うことを期待する」ということで締め

ているということですが、ここは特段よろしいですか。 

 あまり内容に踏み込んでいるわけではないので、これは特に御意見がないということで、

御承認いただいたという方向で進めさせていただきます。 

 内容としては、資料１－２の報告書案についての検討は一通り終わったと思っておりま

すが、この報告書案について、全体を通じて何かありますか。 

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 この報告書案について、細かい修正はいたしますけれども、おおむね御了承いただいた

と捉えております。 

 本日いただいた御意見を踏まえて修正を行い、最終的な報告書ということにさせていた

だければと思います。 

 修正については、恐縮なのですが座長一任ということでお願いできればと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 そういう方向で大丈夫でしょうか。ありがとうございます。 

 本日の議事は、これで用意したものは終了ということになりますけれども、事務局から

何かありますでしょうか。 

○岩城医事課長補佐 医事課長補佐の岩城と申します。 

 構成員の皆様方におかれましては、３回にわたって御議論をいただきまして、ありがと

うございました。本来であれば伊原医政局長が出席しましてお礼を申し上げるところでご

ざいますけれども、公務が重なっておりまして出席がかないませんでしたので、挨拶をお

預かりしております。私から代読をさせていただければと思います。よろしくお願いしま

す。 

 構成員の皆様方におかれましては、令和３年９月３日の第１回以降、３回にわたりまし

て、本検討会での御議論に精力的に御参加いただきましたことを、改めまして厚く御礼申

し上げます。 

 本検討会におきまして、視能訓練士を取り巻く環境の変化に伴う対応と質の向上を図る

ために、養成に必要な教育内容、臨地実習の在り方など、皆様方の御見識に基づきまして、

幅広く詳細な御議論をいただきました。この検討会で御議論いただきましたことが、国民

の信頼と期待に応える視能訓練士の養成につながると強く思っているところでございます。 

 厚生労働省といたしましては、報告書がまとまりましたら、文部科学省と連携しながら

指定規則の改正等を進めていきたいと考えているところでございます。皆様方におかれま

しては、今後とも医療行政の推進、特に視能訓練士の養成等にさらなるお力添えを賜りま

すよう、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○江頭座長 ありがとうございました。報告書が出来上がりましたら厚生労働省のほうに

提出するということにさせていただきます。 



142 

 

 今年の９月以降、３回にわたって検討会を開催させていただきましたけれども、拙い座

長で本当に恐縮だったのですが、皆様の御協力によって、本日、報告書がまとまりました

ことを、改めて厚く御礼申し上げます。 

 これで「視能訓練士学校養成所カリキュラム等改善検討会」は終了ということになりま

す。改めて、御協力いただきましてありがとうございました。また何か機会がありました

ら、ぜひよろしくお願いできればと思います。 

 本日は本当にありがとうございました。 
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 第１ はじめに 

 

義肢装具士の国家試験受験資格を取得しようとする者は、法第 14 条第１号又は第２号

の規定に基づき、文部科学大臣が指定した学校（以下「文科大臣指定校」という。）及び

都道府県知事が指定した義肢装具士養成所（以下「養成所」という。）（以下「文科大臣指

定校」と「養成所」を合わせて「指定学校養成所」という。）等で義肢装具士として必要

な知識及び技能を修得する必要がある 。 

指定学校養成所については、同条第１号の規定により同施設で３年以上の教科課程を修了

した場合の他、学校教育法に基づく大学、高等専門学校、旧大学令に基づく大学、施行規

則第 13 条で定める学校、文教研修施設、養成所において１年（高等専門学校にあっては

４年）以上修業して厚生労働大臣が指定する科目を修めた者で、指定学校養成所で２年以

上の教科課程を修了した場合、法第 14 条第２号の規定により受験資格を取得することが

できる。1
 

 
指定学校養成所については、指定規則において、入学又は入所の資格、修業年限、教育

の内容等が規定されている。また、養成所については、これに加えて、指導ガイドライン

において、教育の目標などの詳細な事項が規定されている。 

 
指定規則については、昭和 63 年の資格創設時に教育科目と各時間数が定められ、平成 

16 年に教育科目の名称を定める規定から教育の内容を定める規定への変更や単位制の導

入などカリキュラムの弾力化等の見直しを行って以降、大きな改正は行われておらず、指

導ガイドラインについても、平成 27 年に通知されて以降、改正は行われていない。 

 
この間、国民の医療ニーズの増大と多様化による業務の拡大、デジタル技術及び工学技術

の臨床での活用などによる、義肢装具士を取り巻く環境の変化に伴い、求められる教育が

変化している。 

これらの環境の変化に対応するため、養成所の教育内容の見直しや臨床実習の充実等に

よる義肢装具士の質の向上が求められている。 

特に、臨床実習においては、上記のような変化に加えて、現在の臨床実習受入先（以下 

「臨床実習施設」という。）が装具に特化した企業ばかりで義肢は扱っていない企業等も 

 

1 指定学校養成所については、法第 14 条第１号の規定により同学校養成所で３年以上の教科課程を修了した場合の他、保育

士、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士の学校又は養成所若しく

は高等学校、防衛医科大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発総合大学校において１年

（高等専門学校にあっては４年）以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目（告示 100 号）を修めた者 で、指定

学校養成所において２年以上の教科課程を修了した場合（法１４条第２号）、職業能力開発促進法施行規則に規定する一

級に合格した者又は二級に合格した者のうち、学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学、

保育士、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士の学校又は養成

所、高等学校、防衛医科大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発総合大学校若しくは公

共職業能力開発施設において６か月以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目（告示 100 号）を修めた者で、２級

合格後、５年以上義肢装具の製作に従事した経験を有するものにおいて指定学校養成所において２年以上の教科課程を修

了した場合（法１４条第３号）に受験資格を取得することができる。 
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あり、実情を鑑みると臨床実習として義肢学、装具学、福祉用具学に分けた専門的な教育が

困難になるケースや、義肢装具士特有の業務形態（義肢装具関連施設から患者のいる医療

提供施設へ移動し、義肢装具の採型・採寸、適合を行い、その情報を持ち帰って製作又は製

作委託を行う。）のもとで学生指導を行うことから、実習指導者の時間外勤務とともに臨

床実習で遅くまで指導を受けるケースが生じており、その在り方について見直しを行うこ

とが求められている。 

 
これらを踏まえ、本検討会では、国民の信頼と期待に応える質の高い義肢装具士を養成す

ることを目的として、カリキュラムの改善、臨床実習の質の向上と学生の過度な負担をなく

すための配慮などの臨床実習の在り方等も含めた見直しについて幅広く検討するため、

これまで３回に渡り議論を重ね、今般、その結果を報告書としてとりまとめた。 

 
 第２ 指定規則及び指導ガイドラインの教育内容と単位数の見直しについて 

 

１．基本的考え方 

義肢装具士を取り巻く環境の変化に伴い、義肢装具士の養成に必要な教育内容と教育

目標及びその単位数について検討を行った。 

現行法の業務範囲における教育内容の見直しに当たっては、診療技術の進歩とともに

デジタル技術及び工学技術の臨床での活用を踏まえた教育となるよう、現行の 93 単位

の教育内容、教育目標及びその単位数の見直しを図った。 

 
２．改正の内容 

総単位数は、現行の 93 単位に必要な教育内容を追加し、100 単位以上とする。 

見直しの内容は以下のとおりであり、教育内容及び単位数は別添１［指定規則別表第

１］、教育目標は別添２［ガイドライン別表１］のとおりとする。 

 
専門基礎分野 現 行：（法第 14 条第１号）36 単位 → 見直し：36 単位 

 現 行：（法第 14 条第２号）29 単位 → 見直し：29 単位 

 現 行：（法第 14 条第３号）21 単位 → 見直し：21 単位 

① 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 

現  行：（法第 14 条第１号）８単位  → 見直し：９単位

現  行：（法第 14 条第２号）６単位  → 見直し：７単位

現  行：（法第 14 条第３号）６単位  → 見直し：７単位 

褥瘡や潰瘍、火傷等の皮膚疾患を併発している部位への装具療法や、車椅子並び

に座位保持装置の適合における形成外科学及び皮膚科学に関する知識を加味した学

習とする。 

② 保健医療福祉とリハビリテーションの理念 

現  行：（法第 14 条第１号）５単位  → 見直し：４単位 
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現 行：（法第 14 条第２号）５単位 → 見直し：４単位

現 行：（法第 14 条第３号）５単位 → 見直し：４単位 

「福祉用具」に関する内容としてこれまで教授していた車椅子・座位保持装置等

や、福祉用具の製作・適合を含む知識と技術を本分野から除外し、専門分野の中で 

「応用義肢装具学」を再区分して新設する「福祉用具学」に統合させて系統立てた

学習とする。 

 
専門分野 現 行：（法第 14 条第１号）43 単位 → 見直し：50 単位 

 現 行：（法第 14 条第２号）43 単位 → 見直し：50 単位 

 現 行：（法第 14 条第３号）24 単位 → 見直し：31 単位 

① 基礎義肢装具学 

現  行：（法第 14 条第１号）19 単位  → 見直し：17 単位

現  行：（法第 14 条第２号）19 単位  → 見直し：17 単位

現  行：（法第 14 条第３号）10 単位  → 見直し：９単位 

「基礎義肢装具学」として義肢装具学の枠組みと理論を理解し、系統立てた義肢

装具の採型・製作及び適合を行うことができる基礎的な能力を養うために必要な教

育の範囲とする内容と時間の配分を見直す。 

また除外対象とした分野別専門科目は、「応用義肢装具学」を再区分して新設する 

「義肢学」、「装具学」、「福祉用具学」に統合させて質と量の充実を図り、系統立てた

学習とする。 

➁  応用義肢装具学  現  行：（法第 14 条第１号）20 単位

現  行：（法第 14 条第２号）20 単位

現  行：（法第 14 条第３号）11 単位 

⇒ 義肢学 

 

 

 

⇒ 装具学 

 

 

 

⇒ 福祉用具学 

 
→見直し：（法第 14 条第１号）８単位 

→見直し：（法第 14 条第２号）８単位 

→見直し：（法第 14 条第３号）４単位 

 
→見直し：（法第 14 条第１号）12 単位 

→見直し：（法第 14 条第２号）12 単位 

→見直し：（法第 14 条第３号）７単位 

 
→見直し：（法第 14 条第１号）３単位 

→見直し：（法第 14 条第２号）３単位 

→見直し：（法第 14 条第３号）２単位 

デジタル技術の飛躍的な進歩と実用化により、これまで以上に範囲の広い義肢、

装具、福祉用具全般の知識と技術が求められていることから、義肢、装具に関す

る応用的な科目を「義肢学」、「装具学」、「福祉用具学」に再区分し、質と量の充 
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実を図り、系統立てた学習とする。 

③ 臨床実習 
 

現 行：（法第 14 条第１号）４単位 → 見直し：10 単位 

現 行：（法第 14 条第２号）４単位 → 見直し：10 単位 

現 行：（法第 14 条第３号）３単位 → 見直し：９単位 

医療福祉の高度化に伴って義肢装具士を取り巻く環境が大きく変化し、義肢装

具士業務の在り方や臨床において必要な態度、技能、知識の使い方を、臨床実習の

なかでより多く実践的に学ぶことが求められるようになったことから、実情に合

わせて４単位から 10 単位に引き上げる。 

また、４単位以上は義肢装具関連施設（リハビリテーションセンターや病院の義

肢装具部門等を含む。）で行い、そのうち１単位以上は医療提供施設において行う

こととし、福祉用具部門等の義肢装具以外の実習に偏ることがないよう臨床実習の実

施内容に各養成所の共通項目を設ける［指定規則］。 

 
 第３ 臨床実習の在り方について 

 

１．基本的考え方 

第１において述べたように、義肢装具士を取り巻く環境の変化から臨床実習の実施にあ

たり、より実践的なものとなるよう、求められる実習範囲が拡大している一方、現在の臨

床実習施設が装具に特化した企業に偏っている状況にある。また、義肢装具士特有の業

務形態のもとで学生指導を行う必要があることから、結果として１日の中で行われる指

導が長時間となっている実情にある。 

加えて臨床実習として指導する期間については、養成所と臨床実習施設の間で１単位

を１週間とする暗黙的な取り扱いがある一方、実習時間は臨床実習施設の裁量にすべて

を委ねる場合が多く、学生個々で時間が異なっている実情にある。 

これら実情を踏まえた上で、指導体制の改善を図りつつ質の高い義肢装具士の養成がで

きるよう臨床実習の１単位の時間数や調整期間、実施内容、指導者の要件など、臨床実

習の在り方について検討を行った。 

 
２．改正の内容 

（１）臨床実習の１単位の時間数について 

学生の過度な負担を避けつつ指導の質を担保できるよう、現行の臨床実習１単位の時

間数2について、臨床実習１単位の計算方法を見直し、臨床実習は１単位を 40 時間以上

の実習をもって構成することとし、実習指導者との実習の講評や実習時間外に行う学修

等がある場合には、その時間も含めて 45 時間以内とする［指定規則］。 

 

 

 

2 臨床実習については、1 単位を 45 時間の実習をもって計算すること。（義肢装具士養成所指導ガイドライン 4(3)） 
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（２）臨床実習の１単位の調整期間について 

先に述べた通り、臨床実習施設の業務形態に依存した臨床実習であるがために実習指導

者の勤務形態に左右されることになり、１日の中で行われる指導は連日において実習指

導者の業務時間外まで続くことも多く、安心安全な臨床実習を行う意味合いから学生の

過度な負担への配慮をしつつ、義肢装具士特有の業務形態に対応できるよう（１）の時

間数は２単位が２週間に収まることを目安に調整する［指定規則］。 

（３）臨床実習の中で実施する教育内容について 

実習内容に偏りが起きないよう臨床実習 10 単位に含める内容（義肢装具関連施設で

行う実習４単位以上、そのうち、医療提供施設で行う実習１単位以上）の他、指導時間

の上限を設けることに伴う質の低下を防ぐため、医療提供施設で患者の下で行う臨床業務

について、指導内容の理解度を補う取り組みとして、臨床実習施設から医療提供施設への

往復にかかる時間の活用等も考慮に入れた実習指導者による臨床業務の講評を必須と

して定める［指定規則］。 

（４）臨床実習指導者の要件に関する事項について 

実習指導者は、各指導内容に対する専門的な知識に優れ、医師又は義肢装具士として５

年以上の実務経験を有する者、又は福祉用具専門分野において５年以上の実務経験を有

する者であって、十分な指導能力を有する者であることに加え、福祉用具専門分野におい

て実習指導者となるものは、厚生労働省の定める要件（別添３［通知］） を満たす臨床

実習指導者講習会を修了したものであることとし［指定規則］、義肢装具士として実習

指導者となるものは、同講習の修了者であることが望ましいこととする［ガイドライン］。 

 
 第４ その他について 

 

１．養成所に備えるべき備品等の見直しについて 

（１）基本的考え方 

教育内容の見直しを踏まえ、養成所において備えるべき備品等について検討を行った。 

（２）改正の内容 

上記の考え方を踏まえ、標準整備品目の台数を見直すとともに、教育上、追加が必要

となる品目は別添２［ガイドライン-別表２］のとおりとする。 

 
 第５ 適用時期について 

 

今回の見直しについては、義肢装具士を取り巻く環境の変化等に早急に対応する必要性を

踏まえつつ、養成所における体制整備及び学生募集などを考慮し、新カリキュラムの適用時

期は、法第 14 条第１号は令和６年４月の入学生から、法第 14 条第２号は国家試験の 

改正時期を合わせることを念頭に令和７年４月の入学生から、法第 14 条第３号も同条第

２号と同様に令和８年４月の入学生からとすることが妥当と考える。 
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 第６ 今後の課題 

 

今回の見直しについては、質の高い義肢装具士を養成するため大幅な見直しを行うもので

あり、新カリキュラムの適用がされて以降、当該見直しによる義肢装具士の質の向上等につ

いて検証することが必要と考えられる。 

 
「はじめに」でも記載のとおり、国家資格として職種が定められて以降、義肢装具士を取

り巻く環境も大きく変化している。今後もその時代の情勢や動向、デジタル技術及び工学

技術の臨床での活用等に伴い、義肢装具士に求められる役割も変化していくことが考えられ

ることから、上記の検証も踏まえ、新カリキュラムの適用から５年を目途として、新たな

見直しの必要性についての検討を行う。 

 
（１）カリキュラムとして定める総単位数 

今回の見直しに当たっては、デジタル技術の飛躍的な進歩と実用化により、資格創設

当初よりも幅広い義肢、装具、福祉用具を活用しつつ患者に適切に対応できる実践的な能

力を身に付ける必要があったため、義肢装具士として必要な知識及び技能の修得のため

に指定規則で定める総単位数を７単位と大幅に追加することとなった。 

今後の見直しにおいては、指定規則で定める教育総単位数を増やすことを主軸とするの

ではなく、義肢装具士として活躍する上で教授することが必要な知識及び技能であるかを

吟味するとともに、教育の質を向上させる対策を検討してまいりたい。 

（２）臨床実習の実施体制 

安心安全を前提とした臨床実習とするため実施時間に上限を設けたが、義肢装具士特

有の業務形態のなかで如何に実施していくかが課題となっている。 

公益社団法人日本義肢装具士協会と日本義肢装具教育者連絡協議会には、義肢装具・

福祉用具関連施設とのより効率的かつ効果的な連携が取れるよう各養成所と協力を行

い実施に努めていただきたい。 

（３）臨床実習の中で実施する教育内容 

義肢装具士としての適切な患者対応と実践的な能力を身に付ける目的として臨床実習

の質をより高めるためには、義肢、装具、福祉用具それぞれの経験が得られるよう、臨

床実習を複数の義肢装具・福祉用具関連施設において行うことが望ましい。 

しかしながら、各養成所が臨床実習施設を増やすためには時間がかかるため、今回の見

直しにおいては実情を鑑みて、指導の実施形態の見直しとともに臨床実践能力やコミュニケ

ーション能力等を高めることを優先することとし、複数施設で義肢、装具、福祉用具そ

れぞれについて臨床実習を行うかについては今後の検討が必要な事項と考えられる。 

医療技術の進歩とデジタル技術の更なる実用化等により学生が経験・修得すべき範囲

は次回見直し時において多様化していることが推察される。 

このため、公益社団法人日本義肢装具士協会と日本義肢装具教育者連絡協議会には、 
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今後の医療技術の進歩等の動向をとらえることができるよう継続的に調査を行い、その

結果を基に臨床実習の中で実施すべき教育内容の検討に取り組んでいただきたい。 

他方で、臨床実習の中で実施する教育内容や経験すべき具体的な行為は、複数の臨床実

習施設との間で学生の受け入れの調整を求められることが想定される。 

公益社団法人日本義肢装具士協会と日本義肢装具教育者連絡協議会には、今後、学生

が必要な経験を臨床実習の中で受けることができるよう、臨床実習施設における学生受

入れの実態と実施する専門分野の状況を把握するとともに、学生と臨床実習施設の調整

ができる仕組みを確立していただきたい。 

（４）臨床実習指導者の要件 

義肢装具士として実習指導者となるものは、臨床実習指導者講習会の修了者であるこ

とが望ましいが、整備にあたり潤沢な時間が必要になることから、次回見直し時に必須要

件とするための段階的取組みとして、今回は推奨要件に留めてこととした。将来的には、

全ての臨床実習施設において質が担保された実習指導者による指導が実施されるよう、早

いうちから積極的に臨床実習施設において本講習の受講に取り組むことが望まれる。 

公益社団法人日本義肢装具士協会と日本義肢装具教育者連絡協議会には、次回見直し

時において、福祉用具分野の指導者と同様に義肢装具士においても本講習の受講を必須項

目とすることを前提として念頭に置き、実現に向けた手厚いサポートを実施いただきた

い。 

 
 第７ おわりに 

 

本報告の内容は、義肢装具士の教育に関し大幅な見直しを求めるものであるが、いずれも早

急に実施されることが必要である。本報告の趣旨を踏まえ、その内容が適切に実施されるよ

う指定規則等の改正に着手されることを期待する。 

義肢装具士になるためには、養成所において義肢装具士に関する知識及び技能を修得し、

国家試験に合格する必要がある。 

しかしながら、養成所においては、国家試験に合格することのみに重点を置くのではなく、将来

の義肢装具士として活躍できる人材の養成に重点を置き、それぞれ特色のある教育を行うこ

とを期待する。 
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（参 考） 

 
義肢装具士学校養成所カリキュラム等改善検討会構成員名簿 

 
 

浅見 豊子 佐賀大学医学部附属病院リハビリテーション科 診療教授 

○ 江頭 正人 東京大学大学院医学系研究科医学教育国際研究センター 

  医学教育学部門 教授 

緒方 直史 帝京大学医学部 リハビリテーション科 教授 

  義肢装具士国家試験委員長 

神村 裕子 日本医師会常任理事 

中川 三吉 日本聴能言語福祉学院 義肢装具学科 教務主任 

二宮 誠 株式会社長崎かなえ 代表取締役社長 

  日本義肢協会 常務理事 

野坂 利也 北海道科学大学保健医療学部義肢装具学科 教授 

  日本義肢装具士協会 会長 

早川 康之 北海道科学大学保健医療学部義肢装具学科 教授 

  日本義肢装具教育者連絡協議会 会長 
  ※○は座長 （五十音順、敬称略） 

 

義肢装具士学校養成所カリキュラム等改善検討会開催状況 
 
 

第１回 令和３年 ９月 １日 義肢装具士教育見直しの背景と検討会の方向性について 

第２回  10 月 27 日 第１回改善検討会の主な意見と事務局提案について 
第３回  12 月 １日 検討会とりまとめ報告書（案）について 
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別添１ 義肢装具士学校養成所指定規則 

 
 

別表第１ 教育内容及び単位数 

 
教育内容 

法第 14 条

第１号単 

位数 

法第 14 条

第２号単 

位数 

法第 14 条

第３号単 

位数 

基
礎
分
野 

 

科学的思考の基盤

人間と生活 

 
14 

  

 

 
専
門
基
礎
分
野 

人体の構造と機能及び心身の発 

達 
13 10 10 

疾病と障害の成り立ち及び回復 

過程の促進 
９ ７ ７ 

保健医療福祉とリハビリテーシ 

ョンの理念 
４ ４ ４ 

義肢装具領域における工学 10 ８ 
 

 

専
門
分
野 

基礎義肢装具学 17 17 ９ 

義肢学 ８ ８ ４ 

装具学 12 12 ７ 

福祉用具学 ３ ３ ２ 

臨床実習 10 10 ９ 

 合 計 100 79 52 

備考 

１～２ （略） 

３ 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合にお

いて、法第 14 条第１号では臨床実習 10 単位以上及び臨床実習以外の教育内

容 90 単位以上(うち基礎分野 14 単位以上、専門基礎分野 36 単位以上及び

専門分野 40 単位以上)、法第 14 条第２号では臨床実習 10 単位以上及び臨床

実習以外の教育内容 69 単位以上(うち専門基礎分野 29 単位以上及び専門分

野 40 単位以上)、法第 14 条第３号では臨床実習９単位以上及び臨床実習以

外の教育内容 43 単位以上(うち専門基礎分野 21 単位以上及び専門分野 22 単

位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことがで

きる。 

４ 臨床実習の単位数には、義肢装具関連施設で行う実習４単位以上を含むも

のとする。 

５ 義肢装具関連施設で行う実習の単位数には、医療提供施設で行う実習１単

位以上を含むものとする。 

６ 臨床実習においては、指導者による医療提供施設で行う実習の講評を含む 

こととする。 
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別添２ 義肢装具士養成所指導ガイドライン 

 
 

別表１ 教育内容と教育目標 
  

教育内容 

法第 14 条

第１号 

単位数 

法第 14 条

第２号 

単位数 

法第 14 条

第３号 

単位数 

 

教育目標 

 
基
礎
分
野 

 

科学的思考の基盤

人間と生活 

 

 
14 

  科学的・論理的思考力を育て、人間性を磨き、自由

で主体的な判断と行動を培う内容とする。生命倫理及

び人の尊厳を幅広く理解できるようにする。国際化及 

び情報化社会に対応できる能力を養う。 

 

 

 

 
 

専
門
基
礎
分
野 

人体の構造と機能及び心身 

の発達 

 

13 

 

10 

 

10 
人体の構造と機能及び心身の発達を系統立てて理 

解できるようにする。 

 

疾病と障害の成り立ち及び

回復過程の促進 

 

９ 

 

７ 

 

７ 

健康、疾病及び障害について、その予防と回復過程

に関する知識を習得し、理解力、観察力及び判断力を 

養う。 

 

保健医療福祉とリハビリテ

ーションの理念 

 

４ 

 

４ 

 

４ 

国民の保健医療福祉の推進のために、リハビリテー

ション医療及び福祉事業の中で義肢装具士が果たす 

べき役割及び福祉用具について学ぶ。 

 

義肢装具領域における工学 

 

10 

 

８ 

 

義肢装具に必要な工学的知識を習得し、義肢装具の 

研究開発に応用できる能力を養う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
専
門
分
野 

 

 
基礎義肢装具学 

 

 
17 

 

 
17 

 

 
９ 

義肢装具学の枠組みと理論を理解し、系統的な義肢

装具の採型、製作及び適合を行うことができる基礎的

能力を養う。義肢装具製作施設の見学を通じて義肢装 

具士の業務について理解する。 

 

義肢学 

 

８ 

 

８ 

 

４ 

義肢の適応となる切断部位別に採型・採寸、製作、

適合、評価に必要な知識と技術を習得し、問題解決能 

力を養う。 

 

装具学 

 

12 

 

12 

 

７ 

装具の適応となる疾病及び障害について理解し、装

着部位別の採型・採寸、製作、適合、評価に必要な知 

識と技術を習得し、問題解決能力を養う。 

 

 
福祉用具学 

 

 
３ 

 

 
３ 

 

 
２ 

車椅子、座位保持装置、他の福祉用具全般について採

寸、製作、適合、評価に必要な知識を習得し、また、ロボ

ット支援機器に関する必要な知識を習得し、問題 

解決能力を養う。 

 

 
臨床実習 

 

 
10 

 

 
10 

 

 
９ 

義肢装具士として基礎的な実践能力を身につけ、医

療・福祉における義肢装具及び福祉用具の重要性を理

解し、かつ、患者への適切な対応について学習し、チ 

ーム医療の一員として責任と役割を自覚する。 
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別表２ 教育上必要な機械器具、標本及び模型 

機械器具 

品 目 数量 

解剖学教育用機材 一式 

生理学教育用実験機材 一式 

運動学教育用筋力測定機械 一式 

整形外科学教育用撮影機材 一式 

平行棒 15 人で１ 

階段昇降機 １ 

スプリント製作用機材 一式 

図学・製図学教育用機材（CAD ソフトを含む。） 一式 

パーソナルコンピューター ４人で１ 

リハビリテーション工学教育用電機工作機材 一式 

帯鋸盤 １ 

プラスチックカッター 10 人で１ 

電動ドリル 4 人で１ 

カービングマシン 4 人で１ 

ボール盤 15 人で１ 

ベルトサンダー 10 人で１ 

グラインダー 10 人で１ 

ドラムサンダー 10 人で１ 

ジグソー 10 人で１ 

ディスクサンダー 10 人で１ 

電気オーブン 10 人で１ 

ヒートガン 4 人で１ 

コンプレッサー １ 

真空成形器 10 人で１ 

真空ポンプ ２人で１ 

計測用機器・工具 ２人で１ 

集塵機 一式 

定盤 ４人で１ 

作業台 ４人で１ 

電動ミシン(平台) ５人で１ 

八方ミシン １ 

アライメント治具 １ 

万力 １人で１ 

一般工具 各種 

筋電義手用筋電位測定機器 一式 

三次元動作解析装置 １ 

義手及び各部品 各種 

義足及び各部品 各種 

装具及び各部品 各種 

車椅子(手押し型、普通型、バギー型、スポーツ型、リクライニング型など) ５種以上 

電動車椅子 １ 

座位保持装置 一式 

整形靴各種(短靴、チャッカ靴、長靴など) ３種以上 

松葉杖(木製、アルミ製など) ２種以上 

歩行補助杖(T 字杖、4 点支持、ロフストランド杖など) ３種以上 
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歩行器 １ 

デジタル機器（3D スキャナー、3DCAD、3D プリンター等） 一式 

福祉用具（移動機器） １ 

福祉用具（家具・建具、建築設備） １ 

福祉用具（コミュニケーション関連用具） １ 

（注）各機械器具は教育に支障がない限り、一学級相当分を揃え、これを学級間で共用するこ

とができる。 

 
標本及び模型 

品 目 数量 

組織標本 一式 

人体解剖模型 一式 

人体骨格模型 一式 

関節種類模型 一式 

筋模型 一式 

血管系模型 一式 

脊髄横断模型 一式 

末梢神経系模型 一式 
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別添３ 臨床実習指導者講習会の開催指針 

 
 

第１ 趣旨 

本指針は、ガイドラインに規定する指導者講習会の形式、内容等を定めるこ

とにより、指導者講習会の質の確保を図り、もって臨床実習指導者（以下「実

習指導者」という。）の資質の向上及び臨床実習を行う病院・施設における適

切な指導体制の確保に資することを目的とするものである。 

 
第２ 開 催 指 針 

１．開催実施担当者 

次に掲げる者で構成される指導者講習会実施担当者が、指導者講習会の企

画、運営、進行等を行うこと。 

（１）指導者講習会主催責任者 １名以上 

※ 指導者講習会を主催する責任者 

※ （２）との兼務も可 

（２）指導者講習会企画責任者 １名以上 

※ 企画、運営、進行等を行う責任者 

（３）指導者講習会世話人 グループ討議の１グループ当たり１名以上 

※ 企画、運営、進行等に協力する者 

※ 指導者講習会を修了した者又はこれと同等以上の能力を有する

者 

 
２．指導者講習会の開催期間 

実質的な講習時間の合計は、１６時間以上であること。 

※ 連日での開催を原則とするが、分割して開催する場合には、開

催日の間隔を可能な限り短くする等、研修内容の一貫性に配慮

すること。 

 
３．受講対象者 

実務経験５年以上の義肢装具士又は福祉用具専門分野における実務経験が

５年以上の者 

 
４．指導者講習会の形式 

ワークショップ（参加者主体の体験型研修）形式で実施され、次に掲げる

要件を満たすこと。 

➀ 指導者講習会の目標があらかじめ明示されていること。 

② 一回当たりの参加者数が５０名程度であること。 

③  参加者が６名から１０名までのグループに分かれて行う討議及

び発表を重視した内容であること。 

④  グループ討議の成果及び発表の結果が記録され、その記録が盛

り込まれた指導者講習会報告書が作成されること。 
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⑤  参加者の緊張を解く工夫が実施され、参加者間のコミュニケー

ションの確保について配慮されていること。 

⑥ 参加者が能動的・主体的に参加するプログラムであること。 

 
５．指導者講習会におけるテーマ 

指導者講習会のテーマは、次の➀～④に掲げる項目を含むこと。また、必

要に応じて⑤及び⑥に掲げる項目を加えること。 

➀ 義肢装具士養成所における臨床実習制度の理念と概要 

② 臨床実習の到達目標と修了基準 

③ 臨床実習施設における臨床実習プログラムの立案 

④ 実習指導者の在り方（ハラスメント防止を含む） 

⑤ 実習指導者及びプログラムの評価 

⑥ その他臨床実習に必要な事項 

 
６．指導者講習会の修了 

指導者講習会の修了者に対し、修了証書が交付されること。 

 
第３ 指導者講習会の開催手続き 

（１）指導者講習会を開催しようとする主催者は、開催日の２カ月前までに、

確認依頼書に関係書類を添えて、厚生労働省医政局医事課まで提出するこ

と。 

（２）当該指導者講習会が本指針に則ったものであると同課で確認できた場合

には、その旨主催者に連絡する。主催者は指導者講習会修了の１週間前ま

でに、修了証書を同課まで提出すること。なお、修了証書は参加者の氏 

名、指導者講習会の名称等を記載し、主催者印を押印すること。 

（３）提出された修了証書については、医政局長印を押印した上で主催者に返

却するものであること。指導者講習会に参加しなかった者及び指導者講習

会を修了しなかった者に対しては、修了証書を交付しないこと。 

（４）指導者講習会終了後、少なくとも次に掲げる事項を記載した指導者講習

会報告書を作成し、参加者に配布するとともに、厚生労働省まで提出する

こと。また、指導者講習会報告書と併せて、交付しなかった修了証書を同

課に提出すること。 

① 指導者講習会の名称 

② 主催者、共催者、後援者等の名称 

③ 開催日及び開催地 

④ 指導者講習会主催責任者の氏名 

⑤ 指導者講習会参加者及び指導者講習会修了者の

氏名及び人数 

⑥ 指導者講習会の目標 
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⑦ 指導者講習会の進行表 

(時刻、テーマ、実施方法、担当者等を記載した指導者講習会の時

間割) 

⑧ 指導者講習会の概要 

(グループ討議の結果及び発表の成果を盛り込むこと。) 
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視能訓練士学校養成所カリキュラム等改善検討会報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年 12 月２日 
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第１ はじめに 

 

視能訓練士の国家試験受験資格を取得しようとする者は、法第 14 条第１号又は第２号の

規定に基づき、文部科学大臣が指定した学校（以下「文科大臣指定校」という。）及び都道

府県知事が指定した視能訓練士養成所（以下「養成所」という。）（以下「文科大臣指定校」

と「養成所」を合わせて「指定学校養成所」という。）等で視能訓練士として必要な知識及

び技能を修得する必要がある。 

指定学校養成所については同条第１号の規定により、同施設で３年以上の教科課程を修 了

した場合の他、学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学、施行規則第 11 条で定め

る学校、養成所において２年以上修業して厚生労働大臣が指定する科目を修めた者で、指定

学校養成所で１年以上の教科課程を修了した場合、法第 14 条第２号の規定により受験資

格を取得することができる。1 

 

指定学校養成所については、指定規則において、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内

容等が規定されている。また、養成所については、これに加えて、指導ガイドラインにおい

て、教育の目標などの詳細な事項が規定されている。 

 

指定規則については、昭和 46 年の資格創設時に教育科目と各時間数が定められ、平成 

14 年に教育科目の名称を定める規定から教育の内容を定める規定への変更や単位制の導

入などカリキュラムの弾力化等の見直しを行って以降、大きな改正は行われておらず、指導

ガイドラインについても、平成 27 年に通知されて以降、改正は行われていない。 

 

この間、国民の医療へのニーズの変化と多様化による業務の拡大、医療技術の高度化と複雑

化などによる、視能訓練士を取り巻く環境が変化するとともに、求められる役割や知識等も

変化しており、質の高い視能訓練士を養成するため、養成所の教育内容の見直しや臨地実習

の充実等について見直すことが求められている。 

 

このため、本検討会では、国民の信頼と期待に応える質の高い視能訓練士を養成することを

目的として、養成所に対するアンケート結果を活用して実態を把握しつつ、カリキュラムの

改善、臨地実習前後評価の実施や臨地実習の中で実践学習すべき範囲などの臨地実習の在

り方等も含めた見直しについて幅広く検討するため、これまで３回に渡り議論を重ね、今般、

その結果を報告書としてとりまとめた。 

 

1 指定学校養成所については、同施設で３年以上の教科課程を修了した場合（法第 14 条第１号）の他、学校教育法に

基づく大学若しくは旧大学令に基づく大学、保育士を養成する学校その他の施設、看護師の学校（修業年数３年以上を

含む）（法第 14 条第１号）を修了した場合（法第 14 条第３号）に受験資格を取得することができる。 
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 第２ 指定規則及び指導ガイドラインの教育内容と単位数の見直しについて 

 

１．基本的考え方 

視能訓練士を取り巻く環境の変化に伴い、視能訓練士の養成に必要な教育内容と教育目標

等及びその単位数、臨地実習の１単位の時間数について検討を行った。 

 

（１）教育内容と教育目標等及びその単位数について 

教育内容の見直しに当たっては、国民の医療へのニーズの変化と多様化、医療技術の高度化

と複雑化を踏まえて対応した教育となるよう、現行の 93 単位に新たに必要な教育内容（単

位数）を加え、指導方法について見直した。 

 

（２）臨地実習の１単位の時間数について 

養成所における臨地実習の１単位の時間数については、45 時間の実習をもって構成するこ

ととされているが、臨地実習外で自己学習等を行っている現状を踏まえ、１単位の時間数に

ついて臨地実習外での自己学習等を加味したものとするよう検討を行った。 

 

２．改正の内容 

（１）教育内容と教育目標及びその単位数について 

総単位数は、現行の 93 単位に必要な教育内容を追加し、101 単位以上とする。 

見直しの内容は以下のとおりであり、教育内容及び単位数は別添１［指定規則-別表第１］、

教育目標は別添２［ガイドライン-別表１］のとおりとする。 

 

基礎分野 現 行：14 単位 → 見直し：14 単位 

① 教育内容に「社会の理解」を追加 

視能訓練士は患者と密接に関わることから、患者や医療スタッフとの良好な人間関係を構

築するために必要なコミュニケーション能力を養う目的で「社会の理解」を教育内容に追加

する。 

 

専門基礎分野 現 行：（法第 14 条第１号）29 単位 → 見直し：32 単位 

 現 行：（法第 14 条第２号）20 単位 → 見直し：23 単位 

①  人体の構造と機能及び心身の発達 

現 行：（法第 14 条第１号）８単位 → 見直し：８単位 

現 行：（法第 14 条第２号）４単位 → 見直し：４単位 

解剖学、生理学、生化学などの観点から、生命現象をより深く理解するために、生命現象の

総合的理解を教育目標に追加する。 
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②  疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 

現 行：（法第 14 条第１号）８単位 → 見直し：９単位 

現 行：（法第 14 条第２号）５単位 → 見直し：６単位 

高度化、多様化する医療需要に対応した視能矯正を実践するために、職業倫理の理解、及び

感染症に対する対応と救急対応を含む医療安全管理の知識、高次脳機能障害や発達障害等

の基礎的知識を教育目標に追加する。 

③   視覚機能の基礎と検査機器 

現 行：（法第 14 条第１号）８単位 → 見直し：８単位 

現 行：（法第 14 条第２号）８単位 → 見直し：８単位 

操作及び検査・測定方法については学習のみならず、新たな検査や方法に対応して理解する

能力についても養う必要があり、教育目標に追加する。 

④   保健医療福祉と視能障害のリハビリテーションの理念 

現 行：（法第 14 条第１号）５単位 → 見直し：７単位 

現 行：（法第 14 条第２号）３単位 → 見直し：５単位 

社会構造の変化に伴う医療提供体制の変革に対応した教育とするため、地域包括ケアシス

テムや在宅医療などの医療・介護制度及び、多職種連携の理解について教育目標に追加する。 

視覚障害児の発達に対応した学習とするため、地域社会における関係諸機関との調整及び

教育的役割を担う能力を養うとともに、特別支援教育等を含んだものとする。 

 

専門分野 現 行：（法第 14 条第１号）50 単位 → 見直し：55 単位 

 現 行：（法第 14 条第２号）47 単位 → 見直し：52 単位 

①   基礎視能矯正学 

現 行：（法第 14 条第１号）10 単位 → 見直し：12 単位 

現 行：（法第 14 条第２号）10 単位 → 見直し：12 単位 

系統的な視能矯正を構築できる能力を養うために、視覚心理物理、眼位・眼球運動、両眼視

機能の生理と病態、検査の基礎及び理論の理解と、適切な視覚環境を整えるための生理光学

及び眼鏡学の専門知識の理解を教育目標に追加する。 

  

➁  視能検査学 

現 行：（法第 14 条第１号）10 単位 → 見直し：11 単位 

現 行：（法第 14 条第２号）10 単位 → 見直し：11 単位 

多様化した視能検査に対応するため、画像情報の評価技能とその利用に必要となる知識を

教育目標に追加する。 

「視能検査学」に関する内容としてこれまで教授していた職業倫理を除外し、専門基礎分野

（疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進）で知識として理解するとともに、専門分野

（臨地実習）で臨地での実践を通じた職業倫理を備えた人材を養成する。 
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➂  視能訓練学 

現 行：（法第 14 条第１号）10 単位 → 見直し：10 単位 

現 行：（法第 14 条第２号）10 単位 → 見直し：10 単位 

  

視覚の観点から日常生活を支援することができるよう、視覚リハビリテーションの知識と

技能の習得を強調するとともに、リハビリテーションにおける運動機能等との協調に関す

る教育を教育目標に追加する。 

「視能訓練学」に関する内容としてこれまで教授していた感染症に対する対応と救急対応

を除外し、専門基礎分野（疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進）で知識として理解す

る。 

 

⑤   臨地実習 

現 行：（法第 14 条第１号）14 単位 → 見直し：16 単位 

現 行：（法第 14 条第２号）11 単位 → 見直し：13 単位 

高度化、多様化する保健、医療、福祉、介護等に対応すべく、職業倫理を踏まえて多様な医

療現場で経験を積めるよう２単位追加する。 

１）臨地実習施設 

高度化、多様化した医療に伴い、視能訓練士の業として視能矯正の実践内容が拡大したこと

に対応できるよう、病院等において行う実習を 10 単位以上から 11 単位以上に引き上げ

る。 

また、視能訓練士として社会構造の変化に伴う医療提供体制の変革への対応や、視覚障害児

の発達に対応した実践的な学習とするために、医療のみならず保健、福祉、介護、特別支援

学校等との連携をもつことで多彩な臨地で実習する機会を設けることを推奨とする［ガイ

ドライン］。 

２）養成所 

養成所においては、視能訓練士の資格を有さない学生が臨地実習に臨むにあたり、臨地実習

前後の技術・知識の到達度評価（臨地実習に必要な技能・態度を備えていること等を確認す

る実技試験及び指導）及び臨地実習後の振り返りを必修として行うため１単位追加する。 

 

（２）教育内容の指導方法について 

基礎分野に「社会の理解」を追加することに伴い、教育目標を達成する目的として、文部科

学大臣が指定する大学と同等に他職種との合併及び合同授業が可能となるよう、授業に関

する事項から制限を除き改める［ガイドライン］。 

 

（３）臨地実習の１単位の時間数について 

臨地実習１単位の計算方法について、45 時間の実習をもって計算することを見直し、１単
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位 40 時間以上の実習をもって構成することとし、実習時間外に行う学修等がある 

場合には、その時間も含めて 45 時間以内とすることとする［ガイドライン］。 

  

  

第 3  隣地実習の在り方について 

 

１．基本的考え方 

第１及び第２において述べたように、視能訓練士を取り巻く環境の変化から、臨地実習にお

いても社会構造の変化に伴う医療提供体制の変革に対応したものとなるよう、実施すべき

範囲を医療のみならず保健、福祉、介護、教育の分野、特に特別支援学校などへ拡げる必要

がある。 

また、視能訓練士の資格のない学生が患者に接して臨地実習を行うためには、安全性や患者

との良好なコミュニケーション能力を含めた必要不可欠な知識・技能・態度が十分に備わっ

ていることが望ましいが、現状はその確認方法や評定方法等も養成所によって様々である

ことから、教育内容のなかで実施すべき範囲の拡大とともに臨地実習に臨む学生の質にお

いても配慮を行う必要があり、その成果を確認の上、不足する点を補うことが重要となる。 

このような状況を踏まえ、臨地実習の中で実施する教育内容及び、臨地実習１単位の時間数

の見直しとともに臨地実習に臨む学生の質の担保を図るため、臨地実習指導者の要件につ

いても検討を行った。 

 

２．改正の内容 

（１）臨地実習の中で実施する教育内容について 

臨地実習の実施にあたり、病院等での実習の実施に加え、保健、福祉、介護及び盲学校を含

めた特別支援学校等との連携をもつことで、見学等の実習ができる機会を設けることが望

ましいこととする［ガイドライン］。 

（２）臨地実習指導者の要件に関する事項について 

臨地実習指導者は、各指導内容に対する専門的な知識に優れ、視能訓練士又は医師として５

年以上の実務経験及び業績を有し、十分な指導能力を有する者とし、そのうち１ 名は視能

訓練士であることに加え、この視能訓練士においては、厚生労働省が定める基準（別添３［通

知］）を満たす臨地実習指導者講習会を修了した者であることが望ましいこととする［ガイ

ドライン］。 

 

 第４ その他について 

 

１．養成所に備えるべき備品等の見直しについて 

（１）基本的考え方 
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教育内容の見直しに伴い、必要とされる教育の内容を踏まえ、養成所において備えるべき備

品等について検討を行った。 

（２）改正の内容 

教育内容の見直しに伴い、必要となる教育の内容を踏まえ、標準整備品目の台数を見直すと

ともに、教育上、追加が必要となる品目は別添２［ガイドライン-別表２］のとおりとする。 

  

第 5  適用時期について 

 

今回の見直しについては、視能訓練士を取り巻く環境の変化等に早急に対応する必要性 を

踏まえつつ、養成所における体制整備及び学生募集などを考慮し、新カリキュラムの適 用

時期は、法第 14 条第１号は令和６年４月の入学生から、法第 14 条第２号は国家試験の 

改正時期を合わせることを念頭に、令和８年４月の入学生からとすることが妥当と考える。 

なお、臨地実習指導者の要件の見直しについては、臨地実習を実施する時期までに可能な限

り要件を満たすよう取り組むこととし、同条第１号及び第２号の規定について、ともに令和

８年４月から適用することが妥当と考える。 

 

 第６ 今後の課題 

 

今回の見直しについては、質の高い視能訓練士を養成するため大幅な見直しを行うもので

あり、新カリキュラムの適用がされて以降、当該見直しによる視能訓練士の質の向上等につ

いて検証することが必要と考えられる。 

 

「はじめに」でも記載のとおり、国家資格として職種が定められて以降、視能訓練士を取り

巻く環境も大きく変化している。今後もその時代の情勢や動向、医療技術の高度化と複雑化

等に伴い、視能訓練士に求められる役割も変化していくと考えられることから、上記の検証

も踏まえ、新カリキュラムの適用から５年を目途として、新たな見直しの必要性についての

検討を行う。 

 

（１）カリキュラムとして定める総単位数 

今回の見直しに当たっては、医療技術の高度化と複雑化、国民の医療へのニーズの変化と多

様化に伴い、資格創設当初よりも幅広く患者に適切に対応できる実践的な能力を身に付け

る必要があったため、視能訓練士として必要な知識及び技能の修得のために指定規則で定

める総単位数を８単位と大幅に追加することとなった。 

今後の見直しにおいては、指定規則で定める教育総単位数を増やすことを主軸とするので

はなく、視能訓練士として活躍する上で教授することが必要な知識及び技能であるかを吟

味するとともに、教育の質を向上させる対策を検討してまいりたい。 



168 

 

（２）臨地実習の中で実施する教育内容 

視能訓練士として患者への適切な対応と実践的な能力を身に付けるため、臨地実習におい

ても社会構造の変化に伴う医療提供体制の変革に対応したものとなるよう、実施すべき範

囲を医療のみならず保健、福祉、介護、教育の分野、特に特別支援学校などの経験が得られ

るようにすることが望ましいものの、具体的な範囲について今回は見直しを行わなかった。 

他方で、幅広く経験を得るためには、複数の臨地実習施設との間で学生の受け入れの調整を

求められることが想定される。 

公益社団法人日本視能訓練士協会と全国視能訓練士学校協会には、今後、学生が必要 

  

な経験を臨地実習の中で受けることができるよう、臨地実習施設における学生受け入れの

実態と実施する範囲の状況を把握するとともに、各養成所の学生が幅広く経験を得られる

よう学生と臨地実習施設の調整をサポートできる仕組みを確立していただきたい。 

（３）臨地実習指導者の要件 

視能訓練士として臨地実習指導者となる者は、臨床実習指導者講習会の修了者であること

が望ましいが、整備にあたり潤沢な時間が必要になることから、次回見直し時に必須要件と

するための段階的取組みとして、今回は推奨要件に留めることとした。将来的には、全ての

臨地実習施設において質が担保された指導者による指導が実施されるべきものであること

から、早いうちから積極的に臨地実習施設において本講習の受講に取り組むことが望まれ

る。 

公益社団法人日本視能訓練士協会と全国視能訓練士学校協会には、次回見直し時において、

本講習の受講を必須項目とすることを念頭に置き、実現に向けた手厚いサポートを実施い

ただきたい。 

なお、視能訓練士臨床実習指導者講習会の開催指針（以下「指針」という。）に基づく講習

会に類するものとして、公益財団法人医療研修推進財団が実施する視能訓練士実習施設指

導者等養成講習会があり、今までに約 1,600 名の受講修了者を輩出している。 

今回の見直しでは、臨地実習指導者の要件として臨地実習指導者講習会の修了を必須とは

しておらず、施行までに修了者の整備が必要となる状況ではない一方、５年を目途とした次

回見直し時には、臨地実習指導者講習会の修了を必須要件とすることを前提とした検討を

行うこととなることから、上記に類する講習会が指針で定める要件を満たすかの確認を行

い、不足分の対応をいただくことで、臨地実習指導者講習会を修了した者と同等に扱うこと

とするとして検討会において結論付けた（別添４[検討会一部抜粋資料]）。 

上記に類する講習会における不足分として、基本的な教授すべき内容及び講習時間は満た

しているもののテーマの構成が指針とは異なる点や、実施方法が参加者主体の体験型研修

を主に行われているわけではない点を検討会において確認した。 

公益社団法人日本視能訓練士協会と全国視能訓練士学校協会は、次回見直し時に臨地実習

指導者講習会の修了を必須とすることを踏まえ、上記の類する講習会を修了した者の扱い
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をどのようにすべきか考える必要がある。 

同等として扱うこととするならば、主催である公益財団法人医療研修推進財団と協議いた

だき、構成や実施方法を指針に合わせて見直すとともに、見直し前の修了者の取り扱いにつ

いて指針に基づく講習を修了した者と同等と見なすかを議論すべき課題として、今一度検

討事項として論点提起していただきたい。 

  

第 7  おわりに 

 

本報告の内容は、視能訓練士の教育に関し大幅な見直しを求めるものであるが、いずれも早

急に実施されることが必要である。本報告の趣旨を踏まえ、その内容が適切に実施されるよ

う指定規則等の改正に着手されることを期待する。 

視能訓練士になるためには、養成所において視能訓練士に関する知識及び技能を修得し、国

家試験に合格する必要がある。 

しかしながら、養成所においては、国家試験に合格することのみに重点を置くのではなく、

将来視能訓練士として活躍できる人材の養成に重点を置き、それぞれ特色のある教育を行

うことを期待する。 

 

（参考） 

 

視能訓練士学校養成所カリキュラム等改善検討会構成員名簿 

 

○江頭 正人 東京大学大学院医学系研究科医学教育国際研究センター 

  医学教育学部門 教授 

神村 裕子 日本医師会 常任理事 

小林 昭子 東京医科大学病院眼科 視能訓練室 

南雲 幹 井上眼科病院 診療技術部 部長 

日本視能訓練士協会 会 長  

新井田 孝裕 国際医療福祉大学 副学長 

全国視能訓練士学校協会 会長 

林 孝雄 帝京大学医療技術学部 視能矯正学科 教授 

視能訓練士国家試験委員長 

平木 たい子 大阪医療福祉専門学校 教務部長 

不二門 尚 大阪大学大学院生命機能研究科 特任教授 

松本 長太 近畿大学医学部眼科学教室  教授 

※○は座長 （五十音順、敬称略）  

 



170 

 

視能訓練士学校養成所カリキュラム等改善検討会開催状況 

第１回 令和３年 ９月 ３日 視能訓練士教育見直しの背景と検討会の方向性について 

第２回  11 月 ４日 第１回改善検討会の主な意見と事務局提案について 

第３回  12 月 ２日 検討会とりまとめ報告書（案）について 
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